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第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

州
裁
判
所

連
邦
裁
判
所

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所

本
章
の
ま
と
め
(
以
上
本
号
)

第
二
部

違
憲
審
査
制
度
の
特
徴

序

本
研
究
の
目
的
と
範
囲

「
合
憲
性
の
司
法
的
統
制
」
、
即
ち
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
の
最
高

法
規
性
、
実
定
的
拘
束
力
を
保
障
す
る
方
法
と
し
て
、
今
日
、
大
別
し
て

二
つ
の
方
法
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
憲
法
が

採
用
す
る
特
別
の
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
方
法
で
あ
り
、
他
の
一
つ
が
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
が
採
る
通
常
の
司
法
裁
判
所
に
よ
る
方
法
で
あ
る
。
前
者

の
方
法
は
、
そ
の
原
型
を
一
九
二

O
年
一

O
月
一
日
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲

法
(
い
わ
ゆ
る
一

O
月
憲
法
)
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
為
、
そ
れ
を
仮

に
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
型
」
と
、
そ
し
て
、
後
者
の
方
法
を
、
「
ア
メ
リ
カ

型
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
は
、
相
互
排

他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
、
相
互
に
接
近
し
、
「
合
一
化
傾
向
」

を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
一
般
に
承
認
さ
れ
て
レ
る
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

違
憲
審
査
制
度
の
手
続
的
、
制
度
的
特
徴

違
憲
審
査
制
度
の
方
法

違
憲
審
査
制
度
の
理
論
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結
論

カ
ナ
ダ
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
前
文
に
お
い
て
、
「
連
合
王
国
の
憲
法

と
同
じ
原
理
の
憲
法
」
を
有
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
議

会
主
権
の
原
則
」
を
、
そ
の
憲
法
の
基
本
原
理
と
し
て
採
用
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
反
面
、
ア
メ
リ
カ
流
の
連
邦
制
度
を
採
用
し
た
為
に
、
連
邦
制

下
に
お
け
る
連
邦
と
州
の
立
法
権
限
の
配
分
に
関
す
る
紛
争
を
、
司
法
部

で
あ
る
裁
判
所
に
よ
り
解
決
す
る
方
法
を
も
採
用
し
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ

憲
法
は
、
原
則
的
に
、
議
会
主
権
の
原
則
を
採
り
つ
つ
も
、
裁
判
所
が
議

会
立
法
の
効
力
を
憲
法
(
一
八
六
七
年
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
)
に
照
ら
し

て
判
断
す
る
機
能
と
し
て
の
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
た
の

で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
は
、
通
常
の
司
法
裁
判
所
が
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
と
い
う

ア
メ
リ
カ
型
の
違
憲
審
査
制
度
を
、
原
則
的
に
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
の
実
態
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の



そ
れ
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
カ
ナ
ダ
に

お
い
て
は
、
一
九
八
二
年
憲
法
が
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ

憲
章
ゎ
自
包
芯
ロ

n
E
3
2
0同
担
問
宮
曲
目
色
弓
巾
包
O
B印
」
を
規
定
す
る
ま

で
は
憲
法
上
の
人
権
保
障
規
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
為
、
人
権
保
障
規
定

違
反
を
理
由
と
し
て
、
議
会
立
法
を
無
効
と
す
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
は

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
連
邦
・
州

聞
の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
、
合
衆
国
が
採

用
し
て
い
る
違
憲
審
査
制
度
を
、
よ
り
改
良
、
発
展
さ
せ
た
制
度
を
有
し

て
い
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

さ
ら
に
、
裁
判
所
が
憲
法
上
の
争
点
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
事

者
適
格
の
要
件
を
緩
和
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
、
立
法
の
抽
象
的
違
憲

審
査
と
ほ
ぼ
同
様
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
特
徴

に
加
え
て
、
三
権
分
立
の
原
則
が
、
カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
い
て
は
、
一
般
的

に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
、
及
び
、
州
の
最
高
裁

判
所
(
州
上
訴
裁
判
所
)
は
勧
告
的
意
見
を
出
す
、
と
い
う
伝
統
的
司
法

機
能
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
制
度
の
下
で
は
、
違
憲

審
査
に
関
す
る
独
自
の
理
論
が
発
達
し
、
合
憲
性
の
司
法
的
統
制
と
し

て
は
、
極
め
て
特
徴
の
あ
る
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
カ
ナ

ダ
の
制
度
は
、
今
日
の
世
界
に
お
い
て
、
最
良
の
合
憲
性
の
司
法
的
統
制

制
度
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
特
徴
を
、
そ
の
制
度
、

技
術
、
理
論
の
各
局
面
か
ら
解
明
し
、
カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
教
授
の
い
う
「
合

一
化
傾
向
」
の
一
つ
の
側
面
を
概
観
し
、
よ
っ
て
、
合
一
化
傾
向
の
中
に

お
け
る
カ
ナ
ダ
違
憲
審
査
制
度
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

〈

l
)

マ
ウ
ロ
・
カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
著
谷
口
安
平
H
佐
藤
幸
治
訳

『
現
代
憲
法
裁
判
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
四
年
)
一
頁
。
ヵ

ベ
レ
ッ
テ
ィ
教
授
は
、
合
憲
性
の
司
法
的
統
制
の
対
立
概
念
と

し
て
、
合
憲
性
の
政
治
的
統
制
を
挙
げ
て
い
る
。

(
2
)

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
型
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
型
と
い
う
、
ヵ

ベ
レ
ッ
テ
ィ
教
授
の
分
類
に
従
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
型
と
、
い

わ
ゆ
る
西
ド
イ
ツ
型
の
差
異
に
関
し
て
は
、
畑
尻
剛
「
ヴ
ァ
イ

マ
ル
憲
法
下
の
裁
判
官
の
審
査
権
制
」
『
城
西
経
済
学
会
誌
』

二
二
巻
三
号
こ
九
八
七
年
)
二
頁
参
照
。

(
3
)

カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
・
前
掲
書
(
註
1
)
八
六
頁
以
下
、
一
二
六

頁
以
下
、
参
照
。

(
4
)

中
村
陸
男
『
憲
法
却
講
』
(
青
林
書
院
・
一
九
八
四
年
)
二

四
一
頁
。

(5)

わ。ロ田
t
g
t
oロ
〉
n
Y
E
S・
d
-
同
J
ω
o
h
w
ω
H
〈

-ng
ュp
n
-

ω
・

(

6

)

(

U

・
出
曲
目
ロ

2
・
4
ロ
En-曲
目
同
巾
4
宿
毛

O
同
戸
丘
町
-mw
】
白
色
。
ロ
宮
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。釦

E
E
3
(呂
田
)
混
同
R
3・
h
・同
8
・
8
切
唱
え
∞
∞
。
・

判
例
・
洋
書
及
び
ロ

l

・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
等
の
論
文
の
引
用
方
法

は
、
。
・
、
H
，

g
m己
S
S
芯

th川
島
町
内
民
宣
言
(
昌
宏
)
に
従
っ

た。

(7)

。
。
ロ
由
民
同
区
立
。
ロ
〉
n
p
H
C∞N
・
ω円
宮
市
内
宮
町
田

sn白
ロ
白
色
白
〉
nH

]巴∞
N

(
巴・関・)・

(
8
)

一
九
八
二
年
憲
法
の
人
権
憲
章
制
定
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お

い
て
も
、
こ
の
種
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
が
可
能
に
な
っ
た
。

(
9
)

こ
の
外
に
、
連
邦
政
府
の
州
立
法
に
対
す
る
執
行
停
止
権
限

(
e
g
F
d司
自
nmuod司
叩
吋
)
、
連
邦
政
府
優
位
の
連
邦
制
度
(
憲

法
の
規
定
に
お
け
る
そ
れ
)
、
連
邦
政
府
の
有
す
る
「
カ
ナ
ダ

の
治
安
、
秩
序
及
び
健
全
な
統
治
」
に
関
す
る
立
法
権
等
の
、

合
衆
国
と
は
異
な
る
諸
要
素
の
為
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲

審
査
権
の
行
使
は
、
合
衆
国
の
そ
れ
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
向
山
町
周
回
包
ロ

2
・M
H
h
h
w
g
-

ロ
O
丹市

A
Y
白昨

日
。
∞
!
日
。
c.

(
叩
)
本
稿
第
二
部
第
一
章
参
照
。

(
日
)
本
稿
第
二
部
第
三
章
第
五
節
参
照
。

(
ロ
)
佐
藤
幸
治
「
現
代
に
お
け
る
司
法
権
の
観
念
と
機
能
に
つ
い

て
」
『
公
法
研
究
』
四
六
号
二
九
八
四
年
)
特
に
四
一
頁
。

及
び
、
問
、
『
現
代
国
家
と
司
法
権
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
)

参
照
。

(
日
)
本
稿
第
二
部
第
一
章
第
一
節
及
び
第
三
節
参
照
。

(
は
)
本
稿
第
二
部
第
三
章
参
照
。

(
日
)
』
・
の
E
ロ
F

J
ロ門出円仲間円一河巾
ai巾d
司
宮
の
白
ロ
白
色
白
一
喝
『
。
口
市
門
凶
百
円
曲
目

k
F
回℃巾円仲田ョ

(
E
G
A
S
-
A
F
N
門

U
S
N
-
N
w
k
q
同
町
屯
・
]
戸
市
町
印
・
呉
昌
ω・

(
同
)
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
制
度
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
過
程
で
、

必
要
に
応
じ
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
が
形
成
し
た
理
論
を

用
い
て
、
そ
の
比
較
に
お
い
て
説
明
を
し
て
い
く
。

(
げ
)
本
稿
は
、
第
一
部
序
論
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
基
礎
的

概
念
及
び
裁
判
所
制
度
を
概
観
し
、
そ
の
後
、
第
二
部
に
お
い

て
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
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第
一
部

カ
ナ
ダ
憲
法
の
基
礎
的
概
念

第
一
章

カ
ナ
ダ
憲
法

第
一
節

カ
ナ
ダ
憲
法

第

一

項

概

要

カ
ナ
ダ
に
は
、
形
式
的
意
味
で
の
一
つ
の
成
文
憲
法
典
と
し
て
の
「
憲

法
典
」
は
、
存
在
し
て
い
な
い
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
実
質
的
意
味
で

の
「
憲
法
」
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
定
法
で
あ
る
一
八
六
七
年
英

領
北
ア
メ
リ
カ
法
(
吋
Z
切
『
注
目
F
Z。
再
開
回
〉
宮
市
民
自
〉
n
F
Z
G叶
)
と
、



カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

同
法
の
改
正
法
群
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
法
等
の
諸
法
令
、
及
び
、
憲

法
慣
習
(
わ
O
ロ
住
吉
昨
日
。
ロ
色
。
。
口
語
三
宮
口
)
の
集
合
体
が
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
は
、
カ
ナ
ダ
の
成
文
憲
法
典
を

以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
五
二
条
一
項
、
カ
ナ
ダ
憲
法
は
カ
ナ
ダ
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
こ

の
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
い
か
な
る
法
規
も
、
そ
の
抵
触
す
る
限
度

に
お
い
て
、
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

二
項
、
カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
か
ら
成
る
。

ω
こ
の
法
律
を
含
む
「
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
法
」

削
別
表
に
掲
げ
る
法
律
及
び
命
令

ωω
号
又
は
制
号
に
掲
げ
る
法
律
又
は
命
令
の
改
正

三
項
、
カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
カ
ナ
ダ
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
る
権
限
に
従
つ

て
の
み
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
規
定
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
の
成
文
憲
法
典
の
内
容
が
確
定
さ
れ
、
か

っ
、
そ
れ
ら
憲
法
典
に
、
最
高
法
規
性
が
明
示
的
に
付
与
さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
規
定
の
存
在
は
他
の
実
質
的
意
味
の
不
文
の
「
憲
法
」
を
排
除

す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
存
在
し
て
い
た
「
憲
法
」
は
、
今
も
憲
法
と

し
て
存
在
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
違
憲
審
査
権
と
の
関
係
で
意
味
を
持
つ
、
最
高
法
規
性
を

有
す
る
「
憲
法
典
」
に
つ
レ
て
の
論
究
を
進
め
て
い
く
。

一
八
六
七
年
憲
法
l

一
八
六
七
年
英
領

北
ア
メ
リ
カ
法
l

連
邦
制
度
の
採
用
|
憲
法
上
の
規
定
l

一
八
六
七
年
憲
法
は
、
専
ら
統
治
機
構
を
規
定
し
、
人
権
保
障
に
関
す

る
規
定
は
、
合
衆
国
憲
法
が
有
す
る
「
権
利
章
典
」
と
い
う
型
で
は
、
存

在
し
な
か
っ
た
。
同
法
は
、
連
邦
制
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
カ
ナ

ダ
に
お
い
て
、
連
邦
制
度
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
的
に
確
認
し
て
い

る。

第

項

一
八
六
七
年
憲
法
第
六
章
(
第
九
一
条
|
九
五
条
)
は
、
連
邦
議
会

と
州
議
会
の
立
法
権
限
の
配
分
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
。
中
で
も
、
第

九
一
条
と
九
二
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
連
邦
議
会
、
各
州
議
会
の
専
属
的
立

法
管
轄
権
、
及
び
、
両
レ
ベ
ル
の
議
会
の
関
係
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

為
、
同
法
の
中
で
「
中
核
的
地
位
」
を
占
め
て
い
る
。
長
文
で
は
あ
る

が
、
両
条
文
を
以
下
、
引
用
し
て
お
く
。

第
九
一
条
女
王
が
、
元
老
院
及
び
庶
民
院
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、

カ
ナ
ダ
の
治
安
、
秩
序
及
び
健
全
な
統
治
の
為
、
こ
の
制
定
法
が
各

州
立
法
府
の
専
属
的
な
権
限
と
し
て
い
る
項
目
分
類
に
該
当
し
な
い

す
べ
て
の
事
項
に
関
し
て
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
適
法
で
あ
る
。

連
邦
議
会
の
専
属
的
立
法
権
限
は
、
(
こ
の
制
定
法
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
)
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
分
類
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
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事
項
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
本
条
前
段
の
規
定
の
一
般
性
を

限
定
す
る
為
に
で
は
な
く
、
一
層
確
実
な
も
の
と
す
る
為
に
、
こ
こ

に
宣
言
す
る
。

A 

公九
債八
及二
び年
公憲
有法
財に
産Qよ

り
廃
止β

322  
、 A

あ 、 通
ら失商
ゆ業の
る保規
課険自制
税
方
法

よ
る
金
銭
の
徴
集

4
、
公
の
信
用
に
基
づ
く
金
銭
の
借
入

5
、
郵
便
業
務

6
、
人
口
調
査
及
び
統
計

7
、
民
兵
、
陸
海
軍
の
軍
務
及
び
国
防

8
、
カ
ナ
ダ
政
府
の
文
官
そ
の
他
の
官
吏
の
俸
給
及
び
手
当
の
規
制

9
、
航
路
標
識
、
浮
標
、
灯
台
及
び
セ

l
ブ
ル
島

叩
、
航
海
及
び
海
運

口
、
検
疫
並
び
に
海
員
病
院
の
設
置
及
び
維
持

ロ
、
海
岸
及
び
内
水
面
の
漁
業

日
、
州
と
英
国
領
土
問
、
又
は
、
州
と
外
国
問
、
又
は
、
二
州
聞
の

連
絡
船

H
、
通
貨
及
び
貨
幣

日
、
銀
行
業
務
、
銀
行
法
人
の
設
立
及
び
紙
幣
の
発
行

凶
、
貯
蓄
銀
行

口
、
度
量
衡
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問
、
為
替
手
形
及
び
約
束
手
形

問
、
利
子

加
、
法
定
通
貨

幻
、
破
産
及
び
支
払
不
能

辺
、
発
明
及
び
発
見
の
特
許

幻
、
著
作
権

M
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
及
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
た
め
に
保
留
さ
れ
る
土
地

ぉ
、
帰
化
及
び
在
留
外
国
人

初
、
婚
姻
及
び
離
婚

幻
、
刑
事
訴
訟
を
含
む
刑
事
法
、
但
し
、
刑
事
裁
判
所
の
構
成
を
除
く

却
、
刑
務
所
の
設
置
、
維
持
及
び
管
理

却
、
こ
の
制
定
法
に
よ
り
州
の
立
法
府
に
専
属
的
に
配
分
さ
れ
た
項

目
分
類
か
ら
、
明
示
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る
項
目

本
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
項
目
分
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
す

べ
て
の
事
項
は
、
こ
の
制
定
法
に
よ
り
、
各
州
立
法
府
の
専
属
的
事

項
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
地
方
的
も
し
く
は
私
的
な
性
質
の
事
項



の
項
目
分
類
の
範
囲
内
に
入
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
二
条
各
州
に
お
い
て
、
立
法
府
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目

分
類
に
該
当
す
る
事
項
に
関
し
、
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
専
属
的

に
有
す
る
。

一
九
八
二
年
憲
法
に
よ
り
廃
止

2
、
州
の
目
的
に
供
す
る
歳
入
を
徴
収
す
る
た
め
の
州
内
に
お
け
る

直
接
税

q
d
 

一
州
の
信
用
に
基
づ
く
金
銭
の
借
入

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

5 4 

理州 州
及のの
び属官
売す職
却るの

土設
地置
並真
宮長
Z塑
の主11':

び
上 M

E知
山の
る，古'

Z雲
及住
び 命
立及
木び
の俸
管給

6

州
の
区
域
内
に
お
け
る
州
の
た
め
の
刑
務
所
及
び
感
化
院
の
設

置
、
維
持
及
び
管
理

7
、
州
に
お
け
る
、
か
っ
、
州
の
た
め
の
病
院
、
救
護
院
及
び
慈
善

施
設
の
設
置
、
維
持
及
び
管
理
。
但
し
、
海
員
病
院
は
、
こ
れ

を
除
く
。

8

州
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
制
度

9
、
州
、
地
方
、
又
は
地
方
公
共
団
体
の
目
的
の
た
め
に
歳
入
を
徴

収
す
る
た
め
の
、
商
庖
、
食
堂
、
酒
場
、
競
売
人
及
び
そ
の
他

に
つ
い
て
の
免
許

印
、
次
に
掲
げ
る
種
類
の
も
の
を
除
く
、
地
方
的
事
業
並
び
に
企
業

汽
船
そ
の
他
の
船
舶
の
運
航
、
鉄
道
、
運
河
、
電
信
そ
の
他

(a) 

の
事
業
及
び
企
業
で
あ
っ
て
、

一
州
と
他
州
と
を
連
絡
し
、
又

(b) 
It 

当
該
州、|
の
領
域
外

及
ぶ
も
の

一
州
と
イ
ギ
リ
ス
領
土
問
、

一
州
と
外
国
聞
に
お
け
る
汽
船

の
運
航

(c) 

完
全
に
一
州
内
に
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、

カ
ナ
ダ
議
会
が

そ
の
実
施
の
事
前
又
は
、
事
後
に
、
カ
ナ
ダ
の
一
般
的
利
益
、

又
は
、
二
つ
以
上
の
州
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
宣
言

し
た
事
業

日
、
州
内
に
関
係
の
あ
る
事
業
目
的
を
有
す
る
会
社
法
人
の
設
立

ロ
、
州
に
お
け
る
結
婚
式

日
、
州
に
お
け
る
財
産
権
及
び
市
民
的
権
利

は
、
州
内
の
民
事
・
刑
事
裁
判
所
の
設
置
、
維
持
及
び
組
織
、
並
び

に
こ
れ
ら
の
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
手
続
を
含
む
、
州
に
お
け

る
司
法
の
運
営

日
、
本
条
に
掲
げ
る
項
目
分
類
に
該
当
す
る
事
項
に
関
し
て
制
定
さ

れ
た
法
律
を
執
行
す
る
た
め
科
料
、
罰
金
又
は
禁
固
に
よ
る
処
罰

16 

一
般
に
州
に
お
け
る
す
べ
て
の
地
方
的
又
は
私
的
性
質
の
事
項
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こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
、
同
法
の
制
定
者
が
、
強
い
連
邦
政
府
、
即
ち
、

連
邦
政
府
優
位
の
連
邦
制
度
を
意
図
し
て
レ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
九
一
条
の
冒
頭
の
一
節
に
よ
り
、
「
各
州
に
明
示
的
に
付
与
さ
れ
な
か

っ
た
残
余
の
権
限
は
、
連
邦
に
留
保
さ
れ
る
」
、
即
ち
、
「
同
法
は
、
州

に
対
し
、
列
挙
さ
れ
た
立
法
権
限
の
み
を
与
え
、
残
余
の
立
法
権
限
を
、

連
邦
議
会
に
与
え
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、

連
邦
政
府
は
、
財
政
上
優
越
的
地
位
を
有
し
て
い
る
。
第
九
一
条
三
号

に
よ
り
、
連
邦
政
府
は
直
接
税
及
び
間
接
税
を
課
す
権
限
を
有
し
て
い
る

が
、
州
政
府
は
、
第
九
二
条
二
号
に
よ
り
、
直
接
税
を
課
す
権
限
し
か
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
権
限
配
分
規
定
に
お
け
る
連
邦
政
府
の
優
位
に
加
え
、
以
下
の

諸
制
度
に
よ
り
、
連
邦
の
優
位
性
が
補
強
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
同
法

九

O
条
が
規
定
す
る
、
各
州
の
立
法
に
対
す
る
総
督
(
連
邦
政
府
)
の
執

行
停
止
権
限
が
存
在
す
る
。
第
二
に
、
同
法
五
八
条
に
よ
り
、
連
邦
政

府
が
各
州
の
副
総
督

(
E
2丹
市
ロ
恒
三
の

2
2
5
5
を
任
命
す
る
権
限
を
有

し
て
い
る
。
第
三
に
、
同
法
九
六
条
に
よ
り
、
連
邦
政
府
は
各
州
の
上

級
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
及
び
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
権
を
有
し
て

い
る
。
第
四
に
、
向
九
三
条
に
よ
り
、
連
邦
政
府
は
宗
教
的
少
数
者
の
教

育
上
の
諸
権
利
に
関
す
る
州
の
判
断
に
対
す
る
不
服
申
立
を
審
理
し
、
判

断
す
る
権
限
を
有
し
、
か
っ
、
連
邦
議
会
は
当
該
逮
邦
政
府
の
判
断
を
施

行
す
る
為
の
救
済
法
を
制
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。
最
後
に
、
同
法

九
一
条
二
九
号
及
び
九
二
条
一

O
号

ωに
よ
り
、
連
邦
議
会
は
、
単
に
「
カ

ナ
ダ
の
一
般
的
利
益
の
為
」
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
的
に
、
地
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方
的
事
業
を
連
邦
の
専
属
的
立
法
管
結
権
限
内
に
含
ま
せ
る
権
限
を
有
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
五
つ
の
特
徴
の
為
、

一
八
六
七
年
憲
法
の
文
言
上
、
連
邦
政
府

が
非
常
に
優
位
に
あ
る
よ
う
に
解
さ
れ
得
る
。
「
カ
ナ
ダ
は
、
準
連
邦
制

の
憲
法
を
有
す
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
、
憲
法
の
文
言
の
み
の
解
釈

か
ら
す
れ
ば
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
や
、
慣
習
、
慣

行
等
に
よ
り
、
連
邦
政
府
の
優
位
は
し
だ
い
に
消
滅
し
て
い
っ
た
。

二
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
る
連
邦
制
の
変
容

一
九
四
九
年
に
、
枢
密
院
司
法
委
員
会

G
Z
e
n
-包
わ
O
自

5
5
2
丘

円
宮
市
型
・
守
可
。
。
ロ
ロ
ロ
ロ
)
へ
の
カ
ナ
ダ
か
ら
の
上
訴
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、

枢
密
院
司
法
委
員
会
が
カ
ナ
ダ
の
最
上
級
裁
判
所
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

連
邦
と
州
の
権
限
配
分
の
内
容
を
変
更
し
て
い
っ
た
の
は
、
枢
密
院
司
法

委
員
会
の
諸
判
例
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
憲
法
に
関
す
る
事
件
を
判
断
す
る
う
え
で
支
配
的
役
割
を
演
じ

た
の
が
、
一
八
八

O
年
か
ら
一
八
八
九
年
ま
で
法
官
貴
族

(F担当
F
2
5

で
あ
っ
た
巧
見
回
O
ロ
卿
と
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
法
官



貴
族
で
あ
っ
た
国
同
区
宮
市
卿
で
あ
る
。
両
者
は
、
重
要
な
連
邦
の
権
限
、

特
に
、
留
保
権
限
及
び
通
商
に
関
す
る
権
限
を
狭
く
解
釈
し
、
反
対
に
、

州
に
お
け
る
財
産
権
及
び
市
民
的
権
利
に
関
す
る
州
の
重
要
な
権
限
を
広

く
解
釈
し
、
州
の
権
限
に
厚
い
保
護
を
与
え
、
州
の
地
伎
を
連
邦
と
同
等

の
も
の
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、
建
国
の
父

達
の
意
図
に
反
し
て
、
州
の
権
限
に
厚
い
保
護
を
与
え
、
連
邦
の
権
限
の

優
越
性
を
し
だ
い
に
消
滅
さ
せ
て
い
っ
た
。

一
九
四
九
年
以
降
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
最
上
級

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

裁
判
所
と
な
っ
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
判
例
に
よ
り
、
連
邦
の
権
限
が
若

干
拡
大
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
傾
向
が
、
今
後
と
も
継
続
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
州
が
連
邦
と
同
等
の
地
位
に
あ
る
、
と
す
る
判

例
の
基
本
的
流
れ
は
、
変
わ
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
六
七
年
憲
法
の
文
言
上
与
え
ら
れ
た
連
邦
政
府

の
優
位
性
は
そ
の
後
の
判
例
及
び
慣
行
に
よ
り
し
だ
い
に
消
滅
し
、
州

は
連
邦
と
対
等
の
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
文
言
上
「
準
連
邦
制
」
と
看

倣
さ
れ
得
た
カ
ナ
ダ
の
連
邦
制
度
は
、
現
在
で
は
、
純
粋
な
連
邦
制
度
へ

と
変
容
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
項
一
八
六
七
年
憲
法
の
法
的
性
格

一
成
文
硬
性
憲
法

連
邦
制
度
の
基
本
原
理
は
、
連
邦
と
州
と
の
聞
の
権
限
配
分
と
、
連
邦

と
州
と
の
対
等
性
で
あ
る
。
こ
の
基
本
原
理
を
規
定
す
る
も
の
が
、
連
邦

憲
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
権
限
配
分
を
客
観
的
に
示
す
「
成
文
性
」
と
、

議
会
の
通
常
の
立
法
手
続
を
も
っ
て
は
こ
れ
を
改
廃
で
き
ず
、
か
っ
、
連

邦
あ
る
い
は
州
の
単
独
行
為
に
よ
っ
て
も
改
廃
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に

お
け
る
「
硬
性
憲
法
性
」
が
要
請
さ
れ
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
伝
統
か
ら
離
れ
、
「
成
文
性
」

と
「
硬
性
憲
法
性
」
を
有
し
て
い
る
。

一
最
高
法
規
性

連
邦
憲
法
は
、
連
邦
制
の
基
本
的
原
理
、
特
に
、
連
邦
・
州
聞
の
権
限

配
分
を
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
制
の
確
保
の
為
に
は
、
そ
の
憲
法
が
実
定

的
拘
束
力
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
一
項
は
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
を
規
定

し
、
そ
の
実
定
的
拘
束
力
を
明
示
的
に
保
障
し
て
い
る
。
憲
法
の
最
高
法

規
性
の
明
示
的
規
定
は
、
一
九
八
二
年
憲
法
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
こ
の
原
理
は
、
常
に
カ
ナ
ダ
憲
法
の
基
本
的
原
理
の
一
つ

(
描
)

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
一
八
六
七
年
憲
法
も
、
最
高
法
規
性
、
即
ち
、
実
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定
的
拘
束
力
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
一
八
六
七
年
憲
法
の

最
高
法
規
性
は
、
制
定
当
時
、
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
は

な
く
、
一
八
六
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
定
法
で
あ
る
績
民
地
法
効
力

【

犯

)

(

羽

}

法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
連
邦
の
成
立
に
先
立
っ

て
制
定
さ
れ
た
植
民
地
法
効
力
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
海
外
属
領
の
立
法
に

対
し
、
本
国
議
会
制
定
法
の
一
般
的
優
位
性
を
規
定
し
、
本
国
の
制
定
法

に
抵
触
(
吋
昌
己

m
Eロ
ミ
)
す
る
属
領
の
立
法
を
抵
触
の
限
度
に
お
い
て
無

効
と
す
る
旨
、
規
定
し
て
い
た
。
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国

の
立
法
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
内
の
権
限
配
分
規
定
に
違
反
す
る
カ
ナ

ダ
の
連
邦
、
も
し
く
は
、
州
の
立
法
は
、
植
民
地
法
効
力
法
に
よ
り
無
効

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

研究ノート

一
九
三
一
年
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
法
に
よ
り
、
植
民
地
法
効
力

法
の
自
治
領
へ
の
適
用
が
一
般
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
法
第
七

条
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
の
効
力
は
、
一
八
六
七
年
か
ら
一
九
三

O

年
ま
で
に
制
定
さ
れ
た
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
(
カ
ナ
ダ
憲
法
)
に
は
、
適

用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
一
八
六
七
年
憲
法
の
最
高
法
規

性
は
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
法
の
制
定
以
後
も
、
同
法
第
七
条
一
項
の

規
定
に
よ
り
、

と
な
っ
た
。

一
八
六
五
年
植
民
地
法
効
力
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
こ
と

一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
法
第
二
条
に
よ
り
、

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

l
法

第
七
条
一
項
の
適
用
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
最
高
法

規
性
は
、
一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
障
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
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第
四
項
裁
判
所
の
役
割

カ
ナ
ダ
憲
法
が
成
文
化
さ
れ
、
硬
性
化
さ
れ
、
か
っ
、
最
高
法
規
性
を

有
す
る
こ
と
は
、
今
や
、
自
明
の
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
実
効

性
を
担
保
す
る
機
能
、
即
ち
、
憲
法
上
の
紛
争
、
特
に
、
権
限
配
分
規
定

に
関
す
る
紛
争
解
決
機
能
を
裁
判
所
が
担
っ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
歴
史

が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
間
も
な
く
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
と

州
裁
判
所
は
、
司
法
府
が
カ
ナ
ダ
の
立
法
府
(
連
邦
、
州
の
両
者
を
含
む
)

に
よ
り
制
定
さ
れ
た
法
の
効
力
を
審
査
す
る
権
限
を
有
す
る
と
主
張
し
、

違
憲
審
査
権
を
行
使
し
た
。
そ
こ
で
の
理
由
づ
け
は
、
カ
ナ
ダ
の
立
法
が
、

イ
ギ
リ
ス
本
国
の
立
法
で
あ
る
一
八
六
七
年
憲
法
に
抵
触
す
る
場
合
、
植

民
地
法
効
力
法
に
よ
り
、
当
該
カ
ナ
ダ
の
立
法
は
無
効
と
な
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
七
五
年
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
後

は
、
同
裁
判
所
も
同
様
の
違
憲
審
査
権
を
行
使
し
た
。

一
般
に
、
憲
法
上
の
問
題
は
法
律
問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
適
す
る

場
は
裁
判
所
で
あ
る
、
と
の
黙
示
の
認
識
が
、
当
時
の
カ
ナ
ダ
に
存
し
て



い
た
と
解
さ
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
に

対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
や
研
究
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

植
民
地
時
代
に
裁
判
所
が
行
使
し
て
い
た
司
法
審
査
権
の
伝
統
や
、
合
衆

国
に
お
け
る
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
保
障
の
影
響
等
が
、
こ
の
一
般
的
認
識

を
助
長
し
た
も
の
と
解
さ
れ
得
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

H
U

・
図
。
沼
教
授
は
、
「
カ
ナ
ダ
(
及
び
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
)

の
既
存
の
制
度
構
造
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
違
憲
審
査
は
不
可
欠

で
あ
る
。
・
:
連
邦
制
度
に
お
い
て
は
、
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
紛
争

は
、
不
可
避
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
裁
判
所
を
お
い
て
は
外
に
、
そ
の

紛
争
を
判
断
、
解
決
す
る
権
限
を
有
す
る
機
関
は
存
在
し
な
い
」
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
の
憲
法
上
の
根
拠
は
そ

れ
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
裁
判
所
の
違
憲

審
査
権
に
関
し
て
は
何
ら
規
定
し
て
お
ら
ず
、
連
邦
結
成
時
の
議
論

(
。
。
丘
町
含

E
丘

S
U与
丘
町
)
か
ら
も
、
違
憲
審
査
制
度
の
導
入
に
関
す

る
明
示
的
同
意
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
そ
れ
に
反
す

る
よ
う
な
規
定
が
憲
法
に
は
存
在
す
る
。
第
一
に
、
同
法
の
前
文
が
「
連

合
王
国
の
憲
法
と
同
じ
原
理
の
憲
法
」
を
制
定
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い

る。

U-na教
授
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
的
原
則
は
議
会

主
権
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
そ
れ
故
、
違
憲
審
査
権
を
有
さ

な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
原
則
の
継
受
が
同
法
前
文
に
よ
り
意
図
さ

れ
て
い
た
な
ら
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
は
憲
法
上
の
正

当
性
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、
同
法
第
九

O
条
の
規
定
す
る
総
督

の
有
す
る
各
州
の
立
法
に
対
す
る
執
行
停
止
権
限
の
存
在
が
、
連
邦
制
下

の
立
法
権
限
の
制
限
に
実
効
力
を
与
え
る
為
に
裁
判
所
で
は
な
く
政
治
的

手
段
が
当
初
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
推
論
さ
せ

る
。
図
。
語
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
連
邦
制
下
で
の
権
限
配
分
に

関
す
る
紛
争
が
不
可
避
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
解
決
が
裁
判
所
に
よ

ら
な
け
れ
が
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
、
何
ら
存
在
し
な
い
の
で
あ

る。
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
が
憲
法
上
の
根
拠
を
欠
く
、
と
い
う
議

論
は
、
主
に
、
裁
判
所
か
ら
当
該
権
限
を
奪
い
、
本
質
的
に
極
め
て
政
治

的
な
問
題
で
あ
る
憲
法
上
の
紛
争
は
政
治
的
場
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
の
主
張
に
発
展
す
る
。
さ
ら
に
、
通
常
の
司
法
裁
判
所
か
ら
、

違
憲
立
法
審
査
権
を
奪
い
、
法
律
家
と
非
法
律
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
憲
法

問
題
の
み
を
特
別
に
取
り
扱
う
憲
法
裁
判
所
を
新
た
に
設
置
す
べ
き
で
あ

る
、
と
の
議
論
等
々
も
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
憲
法
上
、

違
憲
審
査
権
が
裁
判
所
に
属
す
る
こ
と
が
明
確
化
し
た
為
、
こ
れ
ら
の

議
論
の
基
礎
が
極
め
て
脆
弱
な
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
歴
史
が
示
す
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研究ノート

よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
憲
法
問
題
を
政
治
の
場
で
は
な
く
裁
判

所
の
法
的
判
断
に
よ
り
解
決
す
る
、
と
い
う
「
訴
訟
に
よ
る
政
治

問

0
4
m
g
B巾
己

σ】
己
担
当
田
口
伊
丹
」
が
、
よ
り
好
ま
れ
て
き
た
。
又
、
一
九
八

二
年
憲
法
が
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
に
よ
り
、

立
法
の
実
体
的
判
断
を
必
要
と
す
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
が
裁
判
所
に
新

た
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
カ
ナ
ダ
の
裁

判
所
は
、
今
後
も
、
憲
法
問
題
の
最
終
的
判
断
者
と
し
て
、
積
極
的
に
機

能
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
は
、
法
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
に
も
、

極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
項
一
九
八
二
年
憲
法

一
九
八
二
年
三
月
二
九
日
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
、
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ

法
(
わ
自
包
釦
〉
n
p
H
S
N
)
を
制
定
し
、
同
年
四
月
一
七
日
、
同
法
が
カ

ナ
ダ
に
お
い
て
発
布
さ
れ
た
。
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
法
は
、
同
法
別
表
B

に
お
い
て
一
九
八
二
年
憲
法
色
。

g
号
E
S
K
H
2・
H
S
M
)
を
制
定
し
、

同
法
施
行
後
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
有
す
る
カ
ナ
ダ
に
対
す
る
立
法
権
限
を

廃
止
し
、
憲
法
制
定
権
を
カ
ナ
ダ
に
移
管
し
、
カ
ナ
ダ
が
自
国
の
権
限
で

憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
い
く
つ
か
の
重
要
な
諸

改
正
を
従
来
の
カ
ナ
ダ
憲
法
に
加
え
た
。

一
九
八
二
年
憲
法
は
、
そ
れ
ま
で
、
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
と
呼
ば
れ
て

い
た
憲
法
の
名
称
を
、
正
式
に
「
憲
法
(
。
。
ロ
白
書
三
宮
ロ
〉
巳
)
」
と
変

更
し
、
さ
ら
に
、
「
権
利
と
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
」
、
憲
法
改
正

手
続
規
定
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
、
先
住
民
の
権
利
、
地
域
的
不
均
衡

の
是
正
、
天
然
資
源
に
関
す
る
課
税
権
限
等
を
規
定
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
、
川
基
本
的
人
権
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

ωカ
ナ
ダ
圏

内
で
憲
法
改
正
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
、
例
違
憲
審
査
権
が
裁
判
所
に

(
倒
)

属
す
る
こ
と
が
憲
法
上
明
確
と
な
っ
た
。

一
九
八
二
年
憲
法
は
、
従
来
の
憲
法
構
造
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
こ
れ
ま
で
不
完
全
で
あ
っ
た
部
分
を
新
た
に
追
加
し
、
従
来
の
憲
法
構

造
を
発
展
せ
し
め
る
制
定
で
あ
る
と
言
え
る
」
。
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一
九
八
二
年
憲
法
制
定
は
カ
ナ
ダ
の
憲
法
体
制
に
と
り
非
常
に
重
大
な

意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
、
人
権
憲
章
の
規
定
は
カ
ナ
ダ

(
剖
)

憲
法
史
上
特
に
重
要
な
変
革
で
あ
る
。
人
権
憲
章
制
定
の
意
義
と
そ
の

特
徴
を
考
察
す
る
為
に
、
以
下
で
は
節
を
改
め
て
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人

権
保
障
の
歴
史
を
概
観
す
る
。

(
1
)
d・
閃
Jω

。h
w
ω
H
〈一円同
J
n
-
ω
・

(
2
)

司
・
出

omm-ncahHRHRH札

S
H
A
H
~
hぬ
s
q
k
-
n
a
s白
色
白

(
N
ロ仏

相

a
-
H
@
∞印)唱釦丹
H
l
N
0
・
め
司
問
主
的
色
国
・
。

ov円日夕

4
区
内
出

n目
白
】



カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

同
州
市

4-2hams-zg-
包
E
Z
P
E
a
g
n
g住
吉
広
O
ロョ

(SAFS-H
∞門
u
S
F
H
N
N
r
リ・除
M
M
b
~
・包リ
H.

・間
ωJ〉
釦
昨
日
品
。
!
日
出
・

斉
藤
憲
司
「
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
憲
法
」
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』

三
八
一
号
(
一
九
八
二
年
)
七
四

1
七
五
頁
。
ジ
ョ
ン
・
セ
イ

ウ
ェ
ル
著
吉
田
善
明
監
修
・
吉
田
健
正
訳
『
カ
ナ
ダ
の
政
治

と
憲
法
』
(
三
省
堂
・
一
九
八
七
年
)
六
頁
。

そ
の
中
で
も
、
合
衆
国
憲
法
の
よ
う
な
、
単
一
成
文
憲
法
典

に
近
い
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
一
八
六
七
年
英
領
北

ア
メ
リ
カ
法
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

Q
O庄
司
教
授
は
、
一

八
六
七
年
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
は
、
多
く
の
基
本
的
事
項
を
規

定
し
て
い
な
い
為
、
カ
ナ
ダ
の
基
本
法
(
司
ロ
ロ
色
曲
目
巾
ロ

Z-

F
担
当
同
。
ユ

ug一
白
色
白
)
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
こ

と
は
、
適
当
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
位
-
-
民
間
品
-M
・

(3)

一
九
八
二
年
憲
法
の
邦
訳
に
は
、
斉
藤
憲
司
・
同
右
論
文
一

0
0頁
以
下
、
吉
川
智
「
カ
ナ
ダ
の
一
九
八
二
年
憲
法
」
『
産

大
法
学
』
一
六
巻
二
号
(
一
九
八
二
年
)
四
七
頁
以
下
、
伊
藤

勝
美
「
カ
ナ
ダ
一
九
八
二
年
憲
法
法
(
カ
ナ
ダ
法
別
表
B
)
|
仮

訳
l
」
『
近
大
法
学
』
三

O
巻
一
・
二
号
ご
九
八
三
年
)
二

九
五
頁
以
下
、
法
と
秩
序
研
究
会
「
カ
ナ
ダ
一
九
八
二
年
憲
法

(
カ
ナ
ダ
法
別
表
B
(
上
)
、
(
下
)
)
」
『
法
と
秩
序
』
一
三
巻

四
号
、
(
一
九
八
三
年
)
四
四
頁
以
下
、
同
六
号
(
一
九
八
三

年
)
四
五
頁
以
下
、
ジ
ョ
ン
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
・
同
右
書
一
一
一
一
一

頁
以
下
等
が
あ
る
。

(4)

図
。
容
認
可
P
S
S
M
-
巳叶・

(
5
)

不
文
の
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

照。

(
6
)

以
下
憲
法
と
い
う
語
は
、
最
高
法
規
性
を
有
す
る
成
文
憲
法

典
の
意
味
で
用
い
る
。

(7)

一
八
六
七
年
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
は
二
九
八
二
年
憲
法
で
、

一
八
六
七
年
憲
法
と
、
そ
の
名
称
が
変
更
さ
れ
た
為
、
以
下
で

は
、
同
法
を
、
一
八
六
七
年
憲
法
と
表
示
す
る
。

(8)

例
外
的
に
、
言
語
権
と
宗
派
学
校
に
関
す
る
権
利
が
、
同
法

第
九
三
条
及
び
二
二
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)

カ
ナ
ダ
連
邦
制
度
の
特
色
に
つ
い
て
の
日
本
の
研
究
と
し

て
、
長
内
了
「
『
権
力
配
分
』
に
み
ら
れ
る
カ
ナ
ダ
連
邦
制
度

の
特
色
i
合
衆
国
に
お
け
る
経
験
と
の
比
較
|
」
『
比
較
法
雑

誌
』
七
巻
三
・
四
号
(
一
九
七
三
年
)
二
四
三
頁
が
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
・
前
掲
書
(
註
2
)
六
三
l
九
八
頁
参

昭…。

(
凶
)
同
法
第
九
三
条
は
、
各
州
に
お
け
る
宗
教
的
少
数
者
の
教
育

上
の
諸
権
利
の
保
障
を
条
件
と
し
て
、
州
議
会
に
、
州
に
お
け

る
教
育
に
関
す
る
専
属
的
立
法
管
轄
権
を
与
え
て
い
る
。
第
九

四
条
は
、
連
邦
議
会
の
、
英
系
諸
州
(
開
ロ
m
E田
Flag-巳ロ側

同M
g
i曲
目
。
ロ
曲
)
の
法
の
統
一
に
関
す
る
権
限
を
定
め
、
第
九
五

条
は
、
農
業
及
び
各
州
へ
の
移
民
に
関
す
る
、
連
邦
と
州
の
議

会
の
競
合
的
立
法
管
轄
権
を
規
定
し
て
い
る
。

国

o
m
m
-
R
-
忠
一
w
・
参

北法39(2・91)343 
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(
日
)
長
内
・
前
掲
論
文
(
註
9
)
二
五

O
頁。

(
ロ
)
条
文
の
邦
訳
は
、
長
内
・
同
右
論
文
、
及
び
ジ
ョ
ン
・
セ
イ

ウ
ェ
ル
・
前
掲
書
(
註
3
)
を
参
考
に
し
た
。

(
日
)
本
号
は
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
改
正
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、

一
九
八
二
年
憲
法
の
改
正
規
定
の
制
定
に
よ
り
、
本
号
が
廃
止

さ
れ
た
。

(

叫

)

斗
y
m
切
ユ
江
田
町

H
Z
oえ
V
K
F
g
q
-
S
(
Z。・
M)krnF]EARE-
に
よ

り
、
号
数
変
更
。

(
日
)
わ
Oロ
2
R
E
F
Oロ
KFnF]戸

市

whp{)・
ω
品
。
巾
0

・出

-n・
ω∞
(
C・同・)・

に
よ
り
追
加
。

(
同
)
本
号
の
旧
文
言
は
、
「
こ
の
制
定
法
に
か
か
ら
わ
ず
、
副
総

督
の
職
に
関
す
る
も
の
を
除
く
、
州
の
組
識
の
変
更
」
で
あ
っ

た
。
一
九
八
二
年
憲
法
第
四
五
条
は
、
州
の
立
法
府
に
対
し
、

州
の
組
織
の
変
更
に
関
す
る
立
法
権
限
を
与
え
た
。

(
げ
)
図
。
m
m
L
R
h
y
p
ロ
O
R
N
-
巳
∞
。
・

。
。
}
門
戸
袋
、
、
sp
ロ
O
R
N
・
己
目
。
・

(
叫
叩
)
回
・
円
、
白
田

w
-
p
h白一
語

RHAS噌
柏
町

qa旬
RSHtposhH目

haS(ω
円【同司
mU4・

市
内
凶

J

H

C

∞mw)
噂由同串・

(
叩
)
出
。
毘
-
程
、
F
g
R
N
-
a
g
ー∞吋・

(
却
)
こ
れ
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一

O
修
正
が
、
連
邦
に
配
分
さ
れ

た
権
限
の
外
は
、
各
州
の
留
保
権
(
『
2
広
ロ
同
司
吉
一
毛
市
司
)
と
し

て
い
る
こ
と
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

(
れ
)
図
。
m
m
p
s
y
p
出。
S
N植
民
∞
吋
・

(
幻
)
こ
の
権
限
は
、
一
九
四
三
年
以
降
、
行
使
さ
れ
て
い
ず
、
今

後
も
、
行
使
さ
れ
る
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
解
さ
れ
る
。

凶

omm-
ミ
ニ
包
ゆ
0
・

(
幻
)
副
総
督
は
、
各
州
の
長
官
た
る
官
職
で
あ
り
、
そ
の
任
務
に

は
、
各
州
行
政
府
の
構
成
員
の
任
命
、
各
州
議
会
に
お
け
る
歳

出
法
案
、
租
税
法
案
、
金
銭
法
案
の
表
決
を
勧
告
す
る
教
書
を

発
す
る
こ
と
、
各
州
控
訴
裁
判
所
に
対
し
て
、
照
会
を
行
な
う

こ
と
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
副
総
督
は
、

州
政
府
(
内
閣
)
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
き
職
務
を
行
な
っ
て

い
る
為
、
実
質
的
権
限
は
有
し
て
い
な
い
。

(
剖
)
同
法
九
二
条
旧
一
号
、
及
び
、
一
九
八
二
年
憲
法
四
一
条

ω

号
に
よ
り
、
各
州
の
立
法
府
は
、
副
総
督
に
関
す
る
立
法
を
改

正
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。

(
お
)
巧

Z
R巾-
M
吋
司
令
志
向
。
室
岡
遣
さ
き
同
(
台

ya・
5
8
)
Lニ。・

(
却
)
出
omm-
認
可
F
E
R
M
-
a
g
-

(幻

)
h
q
J
a
g
s
-

(却

)

Q

S
喜
朗
同
法
定
司
、
asQHh・
huaa喜
朗
(
同
∞
∞
H)w
吋〉同】同】

-ng-

g
-
a

ロω
一hbhh吋

向
型

-M3eCHhh司
法

(
H
g
g
h
k
p
H
6・
ng-

HH叶
一

h
S
E
E
S
-三
宮
足
立
H
S司
N
w
a
s
-
-
P
R
R
S司

令
室
町
可
h丈
夫
ミ

NWJ[HSN]
〉
・
。

-Buw・

句
町
向
ね
な
ロ

-
g
gき
詰
坦
・
ト
ミ
ミ
』
hasha
ミ
b
aミ
MMさ
を
号

切
富
三

{
H
S∞
]
〉
・
ゎ
・
吋
。
∞
・

(
却
)
目
当
企
庁
タ

J
，
Zω
右
足
ヨ
四
わ

2
2
え
の
自
主
由
自
己

北法39(2・92)344 



カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

わ
自
民
山
田
口
司
包
含
m
-
S
5
3
(戸
巧
ω
)
L
H
O将
司
色
絵

h-H-NN印・

白
同

NAFH・

州
内
の
通
商
規
制
権
限
に
対
し
、
州
に
広
い
権
限
を
与
え
る

枢
密
院
判
例
の
流
れ
か
ら
離
れ
る
傾
向
を
見
せ
た
の
が
、
。
s'

S
S
3
3
a
守口、
R
S
尽
巴
『
ミ
S
R
-
[
5
3
ω
・
。
・
河
-
E∞
で

あ
る
。
し
か
し
、
【
U
6
喜
急

S
む
さ
苫
ξ
h
F民・培・

3
同

eh同室

、曲、ι
S
E
S
N
ミミ
F患
者
Nwg三
官
句
。
∞
]ω
・。
-m-Nω
∞・は、

従
来
の
枢
密
院
判
例
に
従
う
よ
う
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
、

k
A

・
c・ミ
S
S
E
-
-
言問』

hsszh町
民
お
お
札

MMロ
ミ
ミ

h
a
R
a
s
s
-
{
5
2
]
ω
-
n
-
m
-
g
c
は
、
従
来
の
判
例
の
流

れ
か
ら
は
、
違
憲
の
判
断
を
出
す
こ
と
が
か
な
り
困
難
な
州
法

を
違
憲
無
効
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
連
邦
の
権
限

が
、
相
対
的
に
増
大
す
る
可
能
性
が
生
じ
て
き
た
。

(
却
)
図
。
容
器
、
『
F
E
R
N
-
民
活
-

(
幻
)
慣
行
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
出
omm-
同
右
書
九

O
|
九
二

頁
参
照
。

(
犯
)
〉
-
U
R
3
J
h
s
H唱
え
さ
札
廷
内
リ

H
S
S
H
-
S同
匂

SRA可
色
¥
ト
白

g
q
¥

。
ぎ
急
H
R
S
S
(
H
O
P
E
-
4弔
問
丹
伊
豆

S
E
a
s
s
-
w・4
司白色冊

一戸。。吋)・白円

HAF。・

(
犯
)
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
立
法
で
あ
り
、
か

っ
、
同
法
は
、
そ
の
改
正
手
続
規
定
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
為
、

同
法
の
改
正
は
、
カ
ナ
ダ
(
連
邦
と
州
)
の
単
独
行
為
で
は
な

し
え
ず
、
常
に
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
立
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
為
、
英
加
の
宗
属
関
係
に
よ
り
、
一
八
六

七
年
憲
法
の
硬
性
憲
法
性
が
保
持
さ
れ
て
き
た
。
詳
細
は
、
長

内
了
「
カ
ナ
ダ
連
邦
制
度
の
新
展
開
(
上
)
(
中
)
(
下
)
」
『
ジ

ュ
リ
ス
ト
』
七
九

O
号
、
七
九
一
号
、
七
九
四
号
(
一
九
八
三

年
)
特
に
七
九

O
号
四
四
頁
以
下
参
照
。

(
M
)
u
w
a
L
R
Y
P
S
R
ω
N・
白
ニ
E
-

(
お
)
詳
細
は
、
本
節
第
五
項
参
照
。

(
お
)
図
。
m
m
L
R
マP
S
S
M
-
巳

ω
t
'

(
幻
)
一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
現
在
で
は
、

カ
ナ
ダ
憲
法
の
最
高
法
規
性
は
、
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
発
生
す

る
と
解
さ
れ
る
。

(
お
)
同
，
F
冊
。
。
目
。
ロ
U
-
F白
羽
田
〈
同

--eq〉
n
F
H∞∞印
-M∞
hFMむ

〈
-
n
f
n・。
ω
(
d・関・)・

(
拘
)
句
町
時
巧
包
-2・
室
、
芦
ロ
O
Z
N
F
民

N
E
-

(

仙

切

)

出

ommLRHVB-
ロ
O丹市
N-
巳
む
・

(
引
)
、
ヨ
巾

ω
g
E
g
a
d司
g
H
g
g回
H
m
p
g
ω
H・
MMの
冊
。
・
〈
-n-AF

(巴・同・)・

(
必
)
図
。
提
-
S恥

q
F
E
R
N
-
同二
ω・

こ
の
点
に
関
す
る
日
本
の
研
究
と
し
て
、
長
内
了
「
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
『
司
法
権
の
優
越
』
」
『
比
較
法
雑
誌
』
八
巻
二
号
(
一

九
七
五
年
)
五
五
頁
参
照
。

(
日
)
わ
白
ロ
白
色
白
〉
nyHmw∞
N・岡山田∞
N-n・
M
M
(巴・関・)・

(
H
H
)
C
o
w
-
P
盤、
F
E
R
N
-
a
E。・

北法39(2・93)345 
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4
『巾ロ巾phw足、『hH・ロ。円相N山
w
・白骨NωAF・

(
M
W
)

巧
冊
目
-
F
R

(日明)。。
E
P
選
、
-
9
8丹市
N
-
包

E
0・

(
幻
)
原
語
は
、
宮
内
出
企
包
括
丘
町
唱
で
あ
る
が
、

査
と
訳
出
し
た
。

(
紛
)
図
。
事
選
、
F
E
R
N
-
a
g
i
g
・

(ω)
連
邦
国
家
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
は
、
し
ば
し
ば
コ
ン
フ
ェ
デ

レ

l
γ
ョ
ン
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
因
。
偶
m
w
崎
君
、
司
、
デ

ロ
o
g
N
-
民
∞
N
・
こ
こ
で
は
、
特
に
、
一
八
六
七
年
に
成
立
し

た
連
邦
の
こ
と
を
指
す
。

(叩
)

4

『
巾
出
向
-
袋
、
B
K
。
丹
市
N
C
-
a
N
E
・

(日
)

i

尽・。o
E
P
認
可
R
H
・
ロ
o
g
N
・
白
仲
間
切
ω
l
日
記
・

(
臼
)
巧
巴
R
-
t
a・

。o
E
P
R
w
白
骨
E
∞
・

(
臼
)
M
宮
司
m
F
H
R
・
R
-
C
o
w
-
P
R

(
日
)
向
山
時
間
K
F
σ
m
r
陵
、
同
町
岡
市
河
。
戸
市
。
同
同
宮
市
ω
ロ
匂
同
-
m
B
m
n
o
Z
3
E

同MH品
4
釦
丹
市
戸
曲
者
ロ
8
2
3
(
E
S
)
込
み
』
芯
w
h
・
』
同
-S・
ω
印
一
宮
0
1
p

メ
。
。
図
的
同
町
件
民
位
。
s
-
n
g
円
三
。
円
。
告
白
色
白
ョ
(
H
g
g
-
s
m
u
g
-

切

RHN2・ω包酔印♂一戸『巾ロ由包叫宮戸ロP.
門

nリ-室怠引
Q同『遺誕shh吋
Hs』旨旨言悶乙h守Pfずざ-9§9§@苦色s雲師匁悶邑札(。むυνσ§誌'

師忌足定霊H立$巳守

s。§誌さぬミ目Eぬs誌ミ札cHs忌詔礼込.叫』戸hEぬ
s

酔

s宅~必凶ぽ恥需&芝芝』F一§

(nリ-霊誌『ミ叫ト
t伺室雪ミ悶
A戸』均~悶s培芸足意悶

.v、守詑『立帆何民&同紋凡喝宮挺器司吋智s札&伺
(H巴@∞ミ吋3)wL白巳丹H呂。一可一

河
口
町
山
田
町
ロ
・
バ
リ
。
ロ
国
立
件
医
昨
日
。
ロ
同
-
河
E
O
司
自
O
]
Z
F
m
C
回
口
白
門
出
血
ロ

文
脈
上
違
憲
審

同
区
内
虫
色
白
『
可
ョ
(
H
C
∞
∞
l
a
g
-
吋
h
N
H
a
-
h
・
河
町
培
・
H
O
ω
一
一
回
o
m
m
-

uw足、司hHWロ。丹市N・白押H。。・

(
日
)
問
。
m
m
-
R

(
印
)
羽
町
出
R
-
M
足
、
h
F
S
S
N
也
、
回
同
N
8
・

紙
谷
雅
子
助
教
授
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
を
、
相
当
程
度

「
政
策
決
定
モ
デ
ル
」
に
該
当
す
る
、
政
治
的
性
質
の
高
い
も

の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
紙
谷
雅
子
「
憲
法
と
最
高
裁
判

所
|
カ
ナ
ダ
の
場
合
」
藤
倉
時
一
郎
代
表
編
集
『
英
米
法
論
集
』

(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
七
年
)
一

O
O貰。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
規

定
に
関
す
る
憲
法
問
題
は
、
比
較
的
積
極
的
に
判
断
解
決
し
て

き
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
(
本
章
第
二
節
第
五
項
)
、

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
に
よ
る
人
権
保
障
に
対
し
て
は
、
消
極
的
態

度
を
採
っ
て
き
た
。

(
訂
)
一
九
八
二
年
憲
法
別
表

(
問
)
一
九
八
二
年
憲
法
第
一
章

(
印
)
同
右
法
第
五
章

(
印
)
同
右
法
第
五
二
条

(
臼
)
同
右
法
第
二
章

(
臼
)
同
右
法
第
三
章

(
臼
)
同
右
法
第
六
章

(
臼
)
紙
谷
・
前
掲
論
文
(
註
回
)
五
九
頁
。

同
M
・
同
o
m
m
教
授
は
、
一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
一
項
が
、
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憲
法
の
最
高
法
規
性
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
、
カ
ナ
ダ
に
お

け
る
違
憲
立
法
審
査
権
が
裁
判
所
に
属
す
る
こ
と
の
明
示
的
根

拠
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
出
。
mm-
認
可
hp
ロO
丹市

N
L同

AFω. 一
九
八
二
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
は
、
違
憲
立
法
審
査

権
が
裁
判
所
に
属
す
る
こ
と
の
憲
法
上
の
根
拠
が
、
そ
れ
ほ
ど

明
確
で
は
な
か
っ
た
。

(
臼
)
斉
藤
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
七
五
頁
。

(
M
W
)

』・

ωロ巾
-
y
m，・〈釦ロ
m
v白
岡
グ
吋
』
町
四
句
史
、
司
、
向
き
司
令
己
管
『
H
q
¥

。
む
遺
骨
・
均
一
堂
ミ
モ
ミ
昔
、
ま
止
さ
ぎ
(
H
C

∞印
)
L同

N
E・

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
保
障
の
歴
史

第
二
節

第
一
項
概
要

今
日
、
人
権
保
障
制
度
の
類
型
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
も
の

が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
展
し
た
、

憲
法
上
の
権
利
章
典
を
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
に
よ
り
保
障
す
る
方
法
で

あ
り
、
他
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
議
会
の
政
治
的

統
制
に
よ
り
人
権
を
保
護
す
る
方
法
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
の
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
合
衆
国
憲
法
の
有

す
る
よ
う
な
権
利
章
典
を
有
せ
ず
、
か
っ
、
連
合
王
国
の
憲
法
と
同
じ
原

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
保
障
制
度
は
「
『
議

会
主
権
司
自
民
曲
目

g
g弓
ωミ
句
包
宮
司
の
原
則
』
を
基
調
と
す
る
イ
ギ

リ
ス
型
の
そ
れ
で
あ
っ
た
」
。
こ
の
人
権
保
障
制
度
の
下
で
は
、
「
悉
意

的
な
逮
捕
か
ら
の
自
由
、
:
:
:
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利
、
自
己
の

財
産
を
享
有
す
る
権
利
[
は
]
、
:
:
:
す
べ
て
国
家
法
(
円
宮
市
宮
巧
O

ご
F
m

-ga)
と
い
う
同
一
の
基
盤
の
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
種
の

権
利
が
他
の
権
利
と
は
別
に
、
『
憲
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
』
と
い
う
表

現
は
、
:
:
・
不
自
然
で
意
味
の
な
い
言
い
方
」
で
あ
り
、
「
議
会
は
い
か

な
る
法
律
と
い
え
ど
も
，
こ
れ
を
自
由
に
制
定
、
改
廃
す
る
」
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
会
(
連
邦
と
州
の
議
会
を
含
む
)

の
立
法
権
限
は
、
連
邦
制
度
を
採
用
し
て
い
る
為
、
自
己
に
憲
法
上
付
与

さ
れ
た
立
法
権
限
内
に
の
み
及
び
、
そ
の
権
限
行
使
は
裁
判
所
の
違
憲
審

査
に
服
す
る
。
し
か
し
、
議
会
は
、
自
己
の
立
法
権
限
内
の
事
項
に
関
し

て
は
、
「
万
能
の
(
沼
市

E
司
自
色
曲
目
立
町
)
立
法
権
限
」
を
有
す
る
。
従

っ
て
、
立
法
権
限
が
濫
用
さ
れ
、
国
民
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
は
、

常
に
存
在
し
、
そ
の
場
合
の
救
済
は
、
「
国
民
が
選
出
す
る
立
法
府
へ
の

訴
え
」
以
外
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
こ
の
よ
う
な
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
人
権
保
障
制
度

に
対
す
る
不
安
と
不
満
が
高
ま
り
、
一
九
六

O
年
に
、
「
カ
ナ
ダ
権
利
章

典
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
権
利
章
典
は
、
「
カ
ナ
ダ
憲
法
史
上
最
初
の

理
の
憲
法
を
採
用
し
た
為
、
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包
括
的
人
権
規
定
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
抵
触
す
る
連
邦
法
を
「
適
用
不

能
吉
右
向
丘
町
話
」
に
す
る
効
力
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
カ
ナ
ダ
権
利

章
典
の
制
定
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
は
、
ア
メ
リ
カ
型
と
イ
ギ
リ
ス
型
の
中
間

的
人
権
保
障
制
度
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
解
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
八
二
年
に
、
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
」

が
憲
法
上
規
定
さ
れ
た
為
、
カ
ナ
ダ
の
人
権
保
障
制
度
は
ア
メ
リ
カ
型
の

そ
れ
に
よ
り
近
づ
い
た
と
解
さ
れ
る
。

以
下
、

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
保
障
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
歴
史
的
に
ト

レ
ー
ス
し
て
い
く
。第

二
項
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
人
権
の
保
護

憲
法
上
の
権
利
章
典
を
有
し
て
は
い
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
は
市
民
的
自
由

(
色
丘
一
口
σ巾
再
三
を
大
変
尊
重
す
る
伝
統
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
カ

ナ
ダ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
伝
統
と
司
法
権
の
独
立
に
よ
り
支
え
ら
れ

て
き
た
。
さ
ら
に
、
個
人
の
権
利
や
自
由
が
国
家
の
自
由
と
対
立
す
る

場
合
、
前
者
に
よ
り
多
く
の
保
護
を
与
え
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
、
市
民
的

自
由
を
保
護
す
る
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
。
「
合
法
性
の

原
則
目
玉
ロ
己
主
巾
え
4
包
E
X
M
刊
」
、
即
ち
、
全
て
の
公
務

(
O
E
n
E
R門

)

は
法
律
に
よ
り
授
権
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
は
繰

り
返
し
裁
判
所
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
原
則
の
確
立
に
よ
り
、

総
理
大
臣
や
他
の
政
府
代
表
は
、
特
定
の
期
間
、
法
律
の
執
行
を
停
止
し

た
り
、
特
定
の
個
人
や
団
体
に
対
し
有
利
な
処
分
を
法
律
の
根
拠
な
し
に

行
な
う
権
限
を
有
し
な
い
こ
と
が
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
、
明
ら
か
と
な
っ

た。

北法39(2・96)348 

合
法
性
の
原
則
の
確
立
と
と
も
に
、
裁
判
所
は
、
行
政
側
の
不
法
な
行

為
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
市
民
が
裁
判
所
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
道
を
聞
い

た
。
損
害
賠
償
請
求
、
人
身
保
護
令
状
、
職
務
執
行
令
状
、
禁
止
令
状
、

権
限
開
示
令
状
、
又
、
最
近
の
展
開
と
し
て
、
宣
言
的
判
決
を
求
め
る
訴

訟
等
々
、
市
民
的
自
由
を
保
護
す
る
為
の
多
く
の
救
済
手
段
が
裁
判
所
に

よ
り
用
い
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
人
権
保
護
に
も
限
界
が
あ
る
。
議
会

主
権
の
原
則
の
下
で
は
、
制
定
法
が
明
示
的
に
市
民
的
自
由
を
奪
っ
て
い

る
場
合
、
裁
判
所
は
い
か
な
る
保
護
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
裁
判
所
は
「
人
身
の
自
由
や
財
産
権
に
関
わ
り
な
く
、
国
民
の
権
利

を
侵
害
す
る
制
定
法
は
『
厳
格
な
由
主
n
己
解
釈
に
服
す
る
」
と
の
解
釈

原
則
を
用
い
て
、
人
権
保
護
に
努
力
し
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
権
利
及

び
自
由
を
制
約
す
る
意
図
は
議
会
に
は
存
在
し
な
い
、
と
す
る
推
定
を
用

い
て
き
た
の
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る

権
利
、
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
権
利
、
財
産
権
、
言
論
の
自
由
、

こ
の
解
釈
技
術
の
為
、



出
版
の
自
由
、
及
び
、
平
等
権
は
、
全
て
裁
判
所
が
立
法
の
範
囲
を
限
定

す
る
こ
と
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
一
貫
し
て
こ
の
手
法
を
用
い
た
の
で

は
な
く
、
権
利
や
自
由
の
種
類
に
よ
り
、
そ
の
手
法
を
最
大
限
に
用
い
て

特
定
の
権
利
や
自
由
を
保
護
し
た
り
、
そ
の
手
法
を
用
い
ず
特
定
の
権
利
、

自
由
の
保
護
に
消
極
的
で
あ
っ
た
り
し
た
。

こ
れ
ら
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
人
権
保
護
の
為
の
原
則
や
、
厳
格
な
解
釈

の
運
用
に
よ
り
、
一
九
五

0
年
代
ま
で
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
保
護

問
題
は
、
そ
れ
ほ
ど
緊
急
の
課
題
で
は
な
か
っ
た
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

第
三
項

制
定
法
に
よ
る
人
権
保
障

人
権
法
典
(
国
ロ

S
E
E
m
v
z
n
a
g
)

第
二
次
大
戦
の
後
半
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
州
議
会
は
制
定
法
に
よ
る
平
等

権
(
巾
官
E
R
Uロ
円
守
口

EV巾吋伸一
2
)
の
促
進
に
積
極
的
と
な
っ
た
。
そ
の

目
的
は
、
地
主
(
]
自
己

oE)
及
び
雇
用
者
が
人
種
、
出
身
国

(
Z白
色
。
ロ
色

。
円
一
向
山
口
)
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
、
又
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
差
別
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

早
い
時
期
に
制
定
さ
れ
た
法
律
は
、
単
に
、
多
く
の
形
態
の
差
別
を
禁

止
し
刑
罰
を
科
す
に
留
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
州
議
会
は
、

設
備
(
即
日

o
g
g
a即
位
。
ロ
)
や
一
雇
用
に
お
け
る
差
別
に
対
処
す
る
為
の
調

査

(
E
4
2昨
日
問
白
色
。
ロ
)
、
調
停

(
n
g
n虫
色
。
ロ
)
、
仲
裁
(
釦
号
苛
白
色
。
ロ
)

と
い
う
、
雇
用
関
係
上
の
手
段
を
採
用
し
た
法
律
を
制
定
し
た
。
一
九
六

二
年
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
は
、
州
人
権
委
員
会
(
国
民
自
吉
田

m
v
g
ゎ。
5
・

呂
町
田
一
。
ロ
)
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
人
権
法
典
を
制
定
し
た
。
他
の
全
て
の

州
も
こ
の
例
に
従
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
七
年
に
、
連
邦
議
会
は
、
同

じ
く
、
連
邦
人
権
委
員
会
が
執
行
す
る
独
自
の
人
権
法
典
を
制
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
諸
法
典
は
、
雇
用
関
係
や
設
備
の
賃
貸
に
お
け
る
差
別
を
禁
止

し
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
や
調
停
を
規
定
し
、
調
停
が
成
立
し
な
い
場
合

は
審
査
委
員
会

esaotz巳
一
弓
)
の
裁
決
(
邑
宮
内
同
庁
田
氏
。
ロ
)
に
よ
り

問
題
解
決
が
な
さ
れ
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
。
人
権
委
員
会
は
そ
の
法

執
行
機
能
の
外
に
、
教
育
機
能
並
び
に
差
別
的
行
為
の
廃
止
を
促
進
す
る

機
能
を
も
有
し
て
い
る
。

一
九
八
二
年
の
人
権
憲
章
の
制
定
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
人
権
法
典
の

重
要
性
は
消
滅
し
て
い
な
い
。
人
権
法
典
は
私
人
や
会
社
に
よ
る
差
別
、

特
に
、
雇
用
や
賃
金
、
並
び
に
、
業
務
上
の
設
備
や
住
宅
設
備
の
賃
貸
に

お
け
る
差
別
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
人
権
憲
章
は
政
府
の
行

為
に
の
み
適
用
が
あ
り
、
私
人
の
行
為
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
私

人
間
の
平
等
権
を
保
護
す
る
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
人
権
法
典
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
権
法
典
が
規
定
す
る
、
人
権
委
員
会

へ
の
私
人
の
申
立
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
非
公
式
で
安
価
な
手
続
は
人
権
憲
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章
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

通
常
の
制
定
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
権
利
章
典

(ωge門
口
件
。
『
可
回

z
g
o同
河

-mvg)

通
常
の
制
定
法
と
し
て
の
権
利
章
典
も
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
保
護

(
お
)

に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
権
利
章
典
法
は
一

九
四
七
年
に
同
州
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、
公
平
な
雇
用
と

設
備
の
賃
貸
の
み
な
ら
ず
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、
宗
教
、
そ
し
て
結
社

の
自
由
に
関
す
る
基
本
的
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
法
は
同

法
に
抵
触
す
る
立
法
を
無
効
に
す
る
効
力
を
有
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
後

一
九
六

O
年
に
、
連
邦
議
会
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
を
制
定
し
た
。
こ

れ
は
多
く
の
種
類
の
人
権
を
保
障
し
、
同
章
典
に
抵
触
す
る
連
邦
法
を

適
用
不
能
に
す
る
効
力
を
有
し
て
い
る
。
一
九
七
二
年
に
は
ア
ル
パ

I
タ

州
が
ア
ル
パ

l
タ
権
利
章
典
を
、
さ
ら
に
、
一
九
七
五
年
に
は
ケ
ベ
ッ

ク
州
が
権
利
と
自
由
の
ケ
ベ
ッ
ク
憲
章
を
そ
れ
ぞ
れ
制
定
し
た
。
こ
れ

ら
二
つ
の
制
定
法
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
と
同
様
、
広
く
人
権
を
保
護
し
、

そ
れ
に
抵
触
す
る
立
法
を
無
効
に
す
る
効
力
を
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
制
定
法
で
規
定
さ
れ
た
権
利
章
典
は
、
連
邦
と
州
の
両

方
に
適
用
さ
れ
る
憲
法
上
の
人
権
憲
章
が
一
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
主
要
な
重
要
性
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
権
利

章
典
は
今
も
法
と
し
て
の
効
力
を
有
し
て
い
る
為
、
そ
れ
ら
が
人
権
憲
章

よ
り
も
広
い
範
囲
で
人
権
を
保
障
し
て
い
る
場
合
は
、
有
効
な
人
権
保
護

手
段
と
な
り
得
る
。
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一
八
六
七
年
憲
法
に
よ
る
人
権
保
障

一
憲
法
上
の
人
権
保
障

前
述
の
よ
う
に
、
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
合
衆
国
憲
法
が
有
す
る
よ
う

な
「
権
利
章
典
」
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
人
権
保
障

に
関
す
る
規
定
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
三

条
は
宗
派
学
校
に
関
す
る
権
利
と
特
権
を
保
障
し
、
第
一
三
三
条
は
ケ
ベ

ッ
ク
州
と
連
邦
の
管
轄
権
内
に
お
け
る
立
法
過
程
と
司
法
手
続
に
お
い

て
、
英
語
と
仏
語
の
ど
ち
ら
の
言
語
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
保

障
し
、
連
邦
議
会
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
議
会
の
立
法
が
そ
の
両
言
語
で
表
示
さ

れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
カ
ナ
ダ
の
歴
史

的
、
文
化
的
、
宗
教
的
、
複
雑
な
要
因
に
よ
り
、
特
に
一
八
六
七
年
憲
法

に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
項立

法
権
限
配
分
規
定
と
人
権
の
保
護

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
一
条
、
九
二
条
の
権
限
配
分
規
定
は
、
様
々
な

分
野
に
お
け
る
立
法
行
為
の
障
害
と
な
り

し
ば
し
ば
、
そ
れ
は
間
接
的



な
人
権
保
護
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。

例
え
ば
、
州
議
会
は
刑
法
を
制
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
為
、
賭

博
、
共
産
主
義
、
又
は
、
売
春
を
抑
制
す
る
州
の
立
法
が
刑
法
で
あ
る

と
認
定
さ
れ
、
各
州
法
が
無
効
と
な
っ
た
。
又
、
連
邦
議
会
は
、
州
に
お

け
る
財
産
権
及
び
市
民
的
権
利
を
規
制
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
マ
ー
ガ
リ
ン
の
販
売
を
禁
止
し
た
り
、
ピ

l

ル
の
ラ
ベ
ル
の
規

制
を
し
た
り
す
る
連
邦
法
は
、
連
邦
議
会
の
権
限
除
越
で
あ
る
為
、
無

効
と
な
っ
た
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

一
九
五

0
年
代
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
・
州
間
の
権
限
配
分

規
定
に
関
す
る
違
憲
審
査
権
を
用
い
て
、
市
民
的
自
由
、
特
に
、
言
論
の

自
由
や
信
仰
の
自
由
を
保
護
す
る
積
極
的
立
場
を
採
っ
て
い
た
。
し
か

し
そ
の
後
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
こ
の
手
法
に
よ
る
人
権
保
護
に
消
極
的
と

な
り
、
一
九
五

0
年
代
ほ
ど
、
こ
の
手
法
に
よ
る
人
権
保
護
に
期
待
す
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。「

黙
示
的
権
利
章
典
宮
間

LEE--ozmg」
の
理
論

権
限
配
分
規
定
に
よ
る
立
法
権
限
の
制
限
を
通
し
て
人
権
を
保
障
す
る

方
法
も
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
が
立
法
権
限
を
有
さ
な
い
分

野
で
は
、
州
が
自
由
に
立
法
す
る
こ
と
が
で
き
、
又
、
州
議
会
が
立
法
権

限
を
有
さ
な
い
分
野
で
は
連
邦
議
会
が
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
権
利
章
典
を
有
さ
な
い
一
八
六
七
年
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
市

民
的
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
な
立
法
に
対
す
る
審
査
の
争
点
は
、
「
ど
の

立
法
府
が
当
該
不
正
(
互

5
江
口
巾
)
を
行
な
う
権
限
を
有
す
べ
き
か
で
あ

り
、
当
該
不
正
が
完
全
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
で
は
な
い
」
の
で

あ
る
。し

か
し
、
人
権
保
護
に
積
極
的
な
裁
判
官
は
、
あ
る
種
の
不
正
は
完
全

に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
に
よ
り
、
一
八
六
七
年
憲
法
の
中

に
、
「
黙
示
的
権
利
章
典
」
を
読
み
込
む
試
み
を
行
な
っ
た
。
一
九
三
八

年
の

P
A
S
Sお
む
官
役
立
S
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
州
の
政

策
の
批
判
に
対
す
る
反
論
権
を
政
府
に
与
え
る
よ
う
ア
ル
パ

l
タ
州
内
の

新
開
会
社
に
対
し
て
要
請
し
て
い
る
州
の
法
律
案
を
、
当
該
法
律
が
他

の
立
法
権
限
外
の
法
律
に
依
存
し
、
か
っ
、
そ
の
法
律
の
補
助
的
性
格
を

有
す
る
が
故
に
、
当
該
法
律
も
立
法
権
限
外
の
も
の
で
あ
る
と
判
示
し

た
。
法
廷
意
見
を
書
い
た

U
Cぼ
最
高
裁
長
官
は
、
以
下
の
よ
う
な
「
更

な
る
検
討

8
宮
市
営
3
F
2
0
σ
R
3巳
g
ロ
」
を
加
え
た
。
即
ち
、
一
八
六

七
年
憲
法
は
、
そ
の
前
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
議
会
制
民
主
主
義

を
採
用
し
た
。
議
会
制
民
主
主
義
は
、
自
由
な
政
治
的
意
見
表
明
、
討
論

に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
を
果
た
し
得
る
。
「
公
の
討
論
(
切
口
σ
E
n
E
R
E
-

包
O
ロ
)
の
権
利
」
も
、
当
然
、
礼
儀
(
島
市

2
5
1
や
秩
序
、
そ
の
他
公
の

利
益
や
私
的
な
利
益
に
鑑
み
、
法
的
規
制
に
服
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
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法
的
規
制
の
内
と
は
い
え
、
公
共
の
事
項
に
関
す
る
自
由
な
公
の
討
論
の

権
利
は
、
議
会
制
度
の
「
生
命
」
で
あ
る
。
こ
の
権
利
を
保
護
す
る
立
法

権
限
は
憲
法
自
身
を
保
護
す
る
、
と
の
原
則
か
ら
し
て
、
州
議
会
に
専
属

的
な
も
の
は
な
く
、
連
邦
議
会
に
属
す
べ
き
で
あ
る
。
公
の
議
論
の
権
利

を
侵
害
し
、
又
は
、
当
該
権
利
の
伝
統
的
型
態
に
お
け
る
行
使
を
抑
制
し

よ
う
と
す
る
レ
か
な
る
試
み
も
一
八
六
七
年
憲
法
に
違
反
し
、
い
か
な
る

州
も
そ
の
よ
う
な
権
限
を
有
さ
な
い
。
公
の
討
論
の
権
利
を
保
護
し
て
い

た
法
は
一
八
六
七
年
憲
法
制
定
時
に
存
在
し
て
い
た
為
、
同
憲
法
二
一
九

条
に
よ
り
、
当
該
権
利
は
保
護
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い

る
法
律
案
は
他
の
法
律
と
独
立
の
も
の
と
し
て
考
え
て
も
、
議
会
制
度
の

活
動
を
妨
害
す
る
程
度
に
公
の
討
論
の
権
利
を
侵
害
す
る
為
、
州
の
立
法

権
限
外
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
廷
意
見
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
が
、
黙
示
的
に
、
連
邦
と
州
の

両
レ
ベ
ル
の
議
会
に
対
し
て
、
政
治
的
言
論
の
権
利
を
縮
少
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ

る。
ケ
ベ
ッ
ク
市
内
の
路
上
で
、
警
察
署
長
(
わ
E
町
内

O
片岡
M
O
-
H
2
)

の
事
前

の
許
可
な
く
し
て
、
本
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
小
冊
子
等
を
配
付
す
る
こ
と

を
禁
止
し
、
違
反
者
に
対
し
刑
罰
を
科
し
て
い
る
、
ケ
ベ
ッ
ク
市
条
例
の

有
効
性
が
問
題
と
な
り
、
宗
教
的
自
由
が
争
点
と
な
っ
た
一
九
五
三
年
の

事
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
何
回
足
裁
判
官
は
、
前
述
ロ
民
同
長

官
口
の
意
見
を
引
用
し
、
宗
教
の
自
由
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
規
制
権
限

は
州
議
会
に
は
属
さ
な
い
、
と
の
補
足
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
同
事
件

で
肉
色
o
n
w
裁
判
官
も
、
ロ
ロ
民
長
官
の
意
見
を
引
用
し
、
「
[
U
Z
片
品
最

高
裁
長
官
が
、
当
該
事
件
に
お
い
て
、
州
議
会
同
様
、
連
邦
議
会
も
当
該

法
律
を
立
法
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
か
否
か

は
、
考
虜
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
法
廷
意
見
か
ら
、
当
該
立
法
が
州
の

立
法
権
限
外
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
黙
示
的
権

利
章
典
の
存
在
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
得
る
o

F
o
n
-
8
裁
判
官
は
、
宗
教
的
自
由
は
、
一
八
五
一
年
の
制
定
法
に
よ
り
、

又
、
一
八
六
七
年
の
憲
法
の
前
文
に
よ
り
、
憲
法
上
の
権
利
と
解
さ
れ

る
、
と
の
前
提
に
立
ち
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
を
展
開
し
て
い
る
。
即

ち
、
一
八
五
一
年
の
法
律
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
宗
教
的
自
由
が
保

障
さ
れ
て
い
た
。
当
該
法
律
は
一
八
六
七
年
憲
法
制
定
以
前
に
既
に
存
在

し
て
い
た
為
、
州
の
議
会
が
そ
の
法
律
を
廃
止
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。

「
当
該
法
律
を
廃
止
す
る
事
が
、
一
八
六
七
年
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
の
前

文
に
照
ら
し
て
、
連
邦
議
会
の
権
限
内
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
問
題
が

生
じ
た
時
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
そ
の
問
題
は

生
じ
て
い
な
い
。
連
邦
議
会
は
当
該
法
律
を
廃
止
す
る
為
の
立
法
を
通
過

さ
せ
て
い
な
い
」
。
こ
う
述
べ
た
後

T
)
n
w巾
裁
判
官
は
、
前
述

U
C同
同
長
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官
の
法
廷
意
見
を
引
用
し
、
宗
教
的
自
由
を
規
制
す
る
立
法
権
限
は
州

(
臼
)

議
会
に
は
属
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

T)nw叩
裁
判
官
は
、
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
宗
教
的
自

由
に
関
す
る
規
制
権
限
が
州
議
会
に
属
さ
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
レ
る

が
、
連
邦
議
会
が
当
該
権
利
を
制
限
す
る
よ
う
な
立
法
を
行
な
う
権
限
を

有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
判
断
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
見
も
、

黙
示
的
権
利
章
典
の
存
在
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
解
す
る
こ
と

(
部
)

が
で
き
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

共
産
主
義
と
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
(
切
巳
岳

2
広
包
)
の
宣
伝
活
動
等
を
禁

止
し
た
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
法
律
を
、
州
の
立
法
権
限
外
の
立
法
で
あ
る
為
、

無
効
と
し
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
決
の
補
足
意
見
で
、
】
U
ロ
仏
裁
判
官
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
は
議
会
制
度
を
採
用
し
、
同
制

度
は
聞
か
れ
た
社
会
に
お
け
る
自
由
な
政
治
的
意
見
と
そ
の
討
論
を
不
可

欠
の
条
件
と
し
て
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
立
法
権
限
は
、
そ
れ

自
体
の
性
質
に
よ
り
、
州
の
立
法
権
限
外
の
も
の
で
あ
る
。
政
治
活
動
の

一
部
を
罪
悪
と
し
て
禁
止
す
る
こ
と
は
、
刑
法
の
分
野
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

議
会
制
度
が
カ
ナ
ダ
憲
法
体
制
の
不
変
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
刑
法
に
よ
る
政
治
活
動
の
禁
止
の
程
度
と
性
質
は
、
尚
一
層
の
考
察

を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
の
解
決
の
為
に
は
、
当
該
立
法
が
州

の
権
限
外
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
足
り
る
。

こ
の
意
見
も
黙
示
的
権
利
章
典
の
存
在
に
よ
り
、
州
議
会
の
み
な
ら
ず
、

連
邦
議
会
も
、
政
治
的
表
現
を
抑
制
す
る
こ
と
を
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
解
し
得
る
。

〉
σσ
。
洋
裁
判
官
は
、
補
足
意
見
の
中
で
、
政
治
的
表
現
の
自
由
は
カ

ナ
ダ
に
お
け
る
議
会
政
治
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
州
の
立
法

に
よ
っ
て
は
規
制
さ
れ
え
ず
、
か
っ
、
連
合
王
国
と
同
じ
原
理
の
「
我

が
憲
法
が
存
在
す
る
以
上
、
連
邦
議
会
そ
れ
自
体
も
、
こ
の
[
政
治
的
事

項
に
関
わ
る
]
討
論
と
議
論
を
す
る
権
利
を
廃
止
す
る
(
白
σ
3官
丹
市
)
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
の
〉

50H仲
裁
判
官
の
附
随
的
意
見
が
、

黙
示
的
権
利
章
典
の
理
論
に
関
し
て
明
示
的
に
言
及
し
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁

の
唯
一
の
判
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
裁
判
官
の
意
見
の
中
に
見
ら
れ
る
黙
示
的
権
利
章
典
の
理
論

は
、
以
下
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
カ
ナ

ダ
は
連
合
王
国
と
同
じ
原
理
の
憲
法
を
有
し
て
い
る
と
規
定
す
る
一
八
六

七
年
憲
法
の
前
文
に
よ
り
、
憲
法
制
定
時
に
連
合
王
国
内
で
享
受
さ
れ
て

い
た
市
民
的
自
由
は
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
同
様
に
享
受
さ
れ
る
べ
き
こ
と

が
意
図
さ
れ
て
い
た
、
と
レ
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
合
王
国
憲
法

の
原
理
は
「
議
会
主
権
の
原
則
」
で
あ
る
為
、
こ
の
理
由
は
黙
示
的
権
利

章
典
の
存
在
を
根
拠

e

つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
一

八
六
七
年
憲
法
が
代
表
議
会
制
度
を
採
用
し
た
為
、
そ
の
制
度
の
活
動
に
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必
要
不
可
欠
な
政
治
的
表
現
の
自
由
は
、
憲
法
上
、
黙
示
的
に
保
障
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
議
会
主
権
の
原
則
の

前
で
は
強
力
な
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
。
さ
ら
に
、
一
八
六
七
年
憲
法
の

制
定
者
達
は
合
衆
国
憲
法
を
も
モ
デ
ル
と
し
連
邦
制
度
を
採
用
し
た
が
、

熟
考
の
末
、
合
衆
国
憲
法
が
有
す
る
よ
う
な
権
利
章
典
を
自
国
の
憲
法
に

採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
黙
示
的
権
利
章
典

の
理
論
は
充
分
な
根
拠
を
有
す
る
と
は
解
さ
れ
得
な
い
。

黙
示
的
権
利
章
典
の
理
論
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
お
い
て
、
多
数
意
見

と
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
又
、
そ
の
理
論
に
よ
り
、
あ
る
立
法
が
無
効
と

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
州
裁
判
所
も
ほ
と
ん
ど
こ
の
理
論
を
採

用
し
て
は
い
な
い
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
自
身
も
、
一
九
六
三
年
か
ら
一
九

七
八
年
の
問
、
こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

一
九
七
八
年
の

b
・。・円
u
w
a
-
S礼
宮
、
富
札
・
せ
-
ミ
司
法
マ
ミ
事
件
に
お
い

て
、
∞

2
R
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
連
合
王
国
か
ら
継
受
し
た
い
か

な
る
基
本
的
自
由
(
宮
口
色
白

Egg-骨
g
色
O
B田
)
も
、
「
立
法
権
限
が
及

び
得
な
い
よ
う
に
、
憲
法
上
安
置
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
判
示
し
、
カ

ナ
ダ
最
高
裁
は
黙
示
的
権
利
章
典
の
理
論
を
明
示
的
に
否
定
し
た
。

黙
示
的
権
利
章
典
の
理
論
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
よ
り
最
終
的
に
は
否
定

さ
れ
た
が
、
権
利
章
典
を
有
し
な
い
カ
ナ
ダ
憲
法
の
中
に
立
法
権
限
の
及

ば
な
い
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
人
権
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
人
権
を
保

護
し
よ
う
と
し
た
少
数
の
裁
判
官
達
の
努
力
は
、
人
権
保
護
に
対
す
る
裁

判
所
の
積
極
的
役
割
の
必
要
性
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
解

さ
れ
る
。
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こ
こ
で
重
要
な
事
は
、
憲
法
の
解
釈
上
、
極
め
て
不
自
然
な
方
法
を
用

い
て
ま
で
も
、
裁
判
所
が
人
権
保
護
に
積
極
的
態
度
を
採
ろ
う
と
し
た
そ

の
理
由
で
あ
る
。

同り・

ω
n
o件
同
教
授
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
人
権
保
障
制
度
を
支
え
る
不
可
欠

の
要
素
と
し
て
、
川
立
法
に
お
け
る
議
会
の
自
己
抑
制
、
同
行
政
過
程
に

お
け
る
官
僚
の
自
己
抑
制
、
さ
ら
に
、
州
市
民
一
般
の
聞
に
存
す
る
個
人

の
自
由
に
対
す
る
強
固
で
実
践
的
な
(
印
可

g
m
g色
目
宮
市
)
伝
統
、
の
三

つ
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
は
市
民
的
自
由
に
関
す
る
強
い

社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
欠
い
て
い
る
。
複
数
の
民
族
の
存
在
、
英
語

圏
と
仏
語
圏
の
文
化
的
、
宗
教
的
、
心
理
的
対
立
、
複
数
の
立
法
管
轄
権

の
存
在
等
々
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
人
権
保
障
制
度
が

充
分
に
機
能
す
る
要
素
が
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ

ナ
ダ
独
自
の
要
因
と
、
人
権
保
護
の
問
題
が
社
会
的
に
重
要
視
さ
れ
て
き

た
一
九
五

0
年
代
の
特
殊
社
会
的
要
因
に
よ
り
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
、

及
び
、
司
法
審
査
権
の
行
使
に
よ
り
人
権
を
保
護
す
る
方
法
が
カ
ナ
ダ
に

お
い
て
は
よ
り
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と

解
さ
れ
る
。



ア
メ
リ
カ
型
人
権
保
障
制
度
の
導
入
と
し
て
特
に
注
目
に
値
す
る
も
の

と
し
て
、
以
下
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
に
よ
る
人
権
保
障
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

概
観
す
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

第
五
項
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
に
よ
る
人
権
保
障

一
権
利
章
典
制
定
の
歴
史

一
八
六
七
年
憲
法
が
権
利
章
典
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
第
二

次
大
戦
直
後
ま
で
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
戦

後
間
も
な
く
、
権
利
章
典
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
社
会
的
関
心
が
高
ま
っ

た
。
一
九
四
八
年
に
世
界
人
権
宣
言
が
制
定
さ
れ
る
と
い
う
人
権
保
護

に
関
す
る
国
際
的
要
因
と
と
も
に
、
「
戦
時
権
限
法

H
，

Z
巧
旬
、
吋
百
四

冨

g
g
B田
〉
円
同
」
、
及
び
、
そ
れ
に
基
づ
く
一
連
の
措
霞
、
日
系
市
民
の

強
制
移
住
に
代
表
さ
れ
る
戦
時
中
の
大
幅
な
権
利
の
抑
制
、
さ
ら
に
、
各

州
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
人
権
の
内
容
が
異
な
る
と
い
う
事
実
等
々
の
圏
内

的
要
因
に
よ
り
、
こ
の
傾
向
が
一
一
層
助
長
さ
れ
た
。
後
に
首
相
と
な
っ

た
]
虫
色

g
Z持
母
氏
が
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
を
提
唱
し
た
が
、
多
数
の

専
門
家
達
は
、
連
邦
と
同
様
州
に
も
適
用
の
あ
る
権
利
章
典
を
連
邦
議
会

の
立
法
で
制
定
す
る
こ
と
は
連
邦
議
会
の
権
限
険
越
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
権
利
章
典
の
制
定
は
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え

た。

そ
の
後
豆
町
同
市
ロ
ぴ
白
『
W
R
氏
が
首
相
と
な
り
権
利
章
典
の
法
案
を
提
出

し
、
一
九
六

O
年
、
「
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
」
は
通
常
の
連
邦
議
会
制
定
法

と
し
て
成
立
し
た
。

二
一
般
的
特
徴

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、
政
治
的
自
由
l
i
l信
仰
の
自
由
、
表
現
の
自

由
、
集
会
の
自
由
、
出
版
の
自
由
(
第
一
条
ω
1
似
て

l
l経
済
的
自

由
|
|
財
産
享
有
の
権
利
、
私
有
財
産
を
法
の
適
正
な
過
程

(
U
S
F
9

2
8
0同
円
、
担
当
)
に
よ
る
ほ
か
、
剥
奪
さ
れ
な
い
権
利
、
契
約
の
自
由
等

(
第
一
条
ω
)
|
|
、
司
法
上
の
権
利

l
l怒
意
的
か
つ
専
断
的
逮
捕

か
ら
の
自
由
、
公
正
な
聴
聞
を
受
け
る
権
利
、
弁
護
人
依
頼
権
(
第
一
条

ω
、
第
二
条
同
1
ω
)
1
1
、
平
等
権
|
|
法
の
前
の
平
等
(
第
一
川
)

ー
ー
、
と
い
う
多
種
の
人
権
を
保
障
し
て
い
る
「
カ
ナ
ダ
憲
法
史
上
最

初
の
包
括
的
人
権
規
定
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
、
同
章
典
に
抵
触
す
る
連
邦
法
は
適
用
不
能

(
5
・

呂
町
吋
見
守
内
)
に
な
り
、
連
邦
法
レ
ベ
ル
で
の
人
権
保
障
が
以
前
に
も
増

し
て
、
よ
り
確
実
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
又
、
権
利
章
典
第
三

条
は
、
連
邦
議
会
に
上
程
さ
れ
る
全
て
の
法
律
案
に
つ
い
て
法
務
大
臣

(冨

E
師同
2
0同
甘
え
庁
内
)
が
権
利
章
典
と
の
抵
触
の
有
無
を
審
査
し
、
抵

触
あ
る
場
合
に
は
議
会
に
報
告
す
べ
き
義
務
を
課
し
て
、
立
法
過
程
に
お
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け
る
人
権
保
障
を
よ
り
確
実
に
す
る
手
段
を
採
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
型
人
権
保
障
制
度
の
必
要
性
の
認
識
の
下
に
成
立

し
た
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
も
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
採
用
す
る
連
邦
制
度
及
び
イ

ギ
リ
ス
か
ら
継
受
し
た
議
会
主
権
の
原
則
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
制
約

を
有
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
一
の
制
約
は
、
こ
の
権
利
章
典
が
通
常
の
連
邦
議
会
立
法
に
よ
り
制

定
さ
れ
た
為
、
理
論
上
、
連
邦
議
会
は
通
常
の
立
法
手
続
で
臨
時
こ
の
権

利
章
典
を
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
権

利
章
典
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
人
権
は
立
法
権
限
の
及
び
得
な
い
憲
法
上
の

人
権
で
は
な
く
、
立
法
権
限
内
の
人
権
保
護
を
受
け
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
実
際
上
、
政
治
的
理
由
か
ら
連
邦
議
会
は
権
利
章
典

を
簡
単
に
改
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
為
、
権
利
章
典
に
よ
り
保
障
さ

れ
た
人
権
は
「
準
憲
法
」
上
保
護
さ
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
得
る
。

第
二
の
制
約
は
、
権
利
章
典
は
連
邦
の
行
為
に
対
し
て
の
み
適
用
さ

(
邸
)

れ
、
州
の
行
為
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

州
の
立
法
等
に
よ
り
権
利
章
典
で
保
障
さ
れ
た
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
場

合
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
か
か
る
人
権
侵
害
を
防
止
す
る
効
力
を
有
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
の
制
約
は
、
第
二
条
の
「
適
用
除
外
条
項
ロ

B
o
g
s
E巾
」
の
存

在
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
権
利
章
典
に
抵
触
す
る
立
法
を
制
定
す
る
際
、

当
該
法
律
が
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
効
力
を
有
す
る

旨
明
文
を
も
っ
て
宣
言
す
れ
ば
、
当
該
法
律
へ
の
カ
ナ
タ
権
利
章
典
の
適

用
は
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
伝
統
で
あ
る
議
会
主
権

の
原
則
及
び
ア
メ
リ
カ
型
人
権
保
障
制
度
の
必
要
性
と
の
聞
に
生
じ
た
妥

協
の
産
物
で
あ
る
。

権
利
章
典
に
抵
触
す
る
連
邦
法
を
適
用
不
能
に
す
る
効
力
及
び
前
述
の

諸
制
約
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
人
権
保
障
制
度
と

ア
メ
リ
カ
型
の
そ
れ
と
の
「
中
間
型
」
と
も
い
う
べ
き
特
殊
な
人
権
保

障
制
度
で
あ
る
。
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三
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
の
効
力

川
権
利
章
典
の
文
言
と
連
邦
議
会
の
議
論

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
第
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第

条

カ
ナ
ダ
の
す
べ
て
の
法
律
は
、
カ
ナ
ダ
議
会
制
定
法
に
よ
っ

て
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
効
力
を
有
す
る
旨
明
文

を
も
っ
て
宣
言
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
こ
に
確
認
さ
れ
宣
言
さ
れ
た
権

利
も
し
く
は
自
由
の
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
れ
を
廃
棄
し
、
制

限
し
、
も
し
く
は
侵
害
し
、
ま
た
は
、
か
か
る
廃
棄
、
制
限
、
侵
害

を
な
す
権
限
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
、
解
釈
あ
る
い
は
適
用
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
、
:
・
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連
邦
議
会
で
は
、
こ
の
規
定
の
意
味
に
関
し
て
、
こ
の
文
言
は
、
川
解

釈
の
準
則
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
権
利
章
典
に
抵
触
す
る
法
律
を
無
効
に

す
る
効
力
を
有
さ
な
い
と
も
、
同
か
か
る
効
力
を
有
す
る
と
も
、
そ
の
両

方
の
解
釈
が
可
能
な
為
、
こ
の
規
定
の
文
言
を
権
利
章
典
に
抵
触
す
る
法

律
を
無
効
に
す
る
旨
の
条
文
に
改
正
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
ヲ
居
。
ロ
法
務
大
臣
は
、
第
二
条
の
文
言
は
裁
判
所
に
対
し

権
利
章
典
に
抵
解
す
る
法
律
を
無
効
に
す
る
よ
う
要
請
し
て
レ
る
こ
と
は

(
肝
)

明
白
で
あ
る
、
と
反
論
し
た
。
か
か
る
法
務
大
臣
の
意
見
を
受
け
、
連

邦
議
会
は
現
行
の
権
利
章
典
を
成
立
さ
せ
た
。

立
法
経
過
か
ら
、
内
閣
及
び
連
邦
議
会
は
権
利
章
典
が
保
障
す
る
諸
権

利
を
侵
害
す
る
立
法
を
無
効
に
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
、
裁
判
所
の

権
限
を
大
幅
に
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
白
で
あ

場。。

例
裁
判
所
の
解
釈

カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
は
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
に
習
い
制
定
法
を
解
釈
す
る

際
に
立
法
経
過
を
参
考
と
し
な
い
為
、
権
利
章
典
第
二
条
の
効
力
に
つ

い
て
様
々
な
立
場
の
判
例
が
出
さ
れ
た
。

第
二
条
の
文
言
を
解
釈
す
る
際
、
問
題
と
な
る
の
は
、
「
カ
ナ
ダ
の
す

べ
て
の
法
律
は
」
権
利
章
典
で
保
障
さ
れ
て
い
る
諸
権
利
を
「
廃
棄
し
、

制
限
し
、
も
し
く
は
侵
害
:
:
:
す
る
も
の
と
し
て
、
解
釈
、
あ
る
い
は
適

用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
・
:
・
」
の
部
分
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
六
三
年
の
均

b
tミ
8
芯
ぬ
さ
叫
ー
均
巴

-hsg唱え

戸、

M
3
言
。
寝
室
事
件
で
、
初
め
て
、
こ
の
問
題
に
つ
き
判
断
す
る
機
会

を
得
た
。
本
件
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祝
日
で
あ
る
日
曜
日
に
商
業
活
動

を
禁
止
す
る
日
曜
休
業
法
が
、
権
利
章
典
第
一
条

ωに
よ
り
保
障
さ
れ

た
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
否
か
が
、
争
点
と
な

っ
た
。
多
数
意
見
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
「
人
権
や
基
本
的
自
由

E
B
Bロ
魯
E
S
S
P邑
回
目

g
E骨
2
含
自
由
」
に
は
関
係
な
く
、
権
利

章
典
が
制
定
さ
れ
る
直
前
に
カ
ナ
ダ
に
存
在
し
て
い
た
「
権
利
と
自
由

ユm
v
g
宮
内
ご

B
a
o
B田
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、

権
利
章
典
制
定
以
前
か
ら
日
曜
休
業
法
の
規
定
が
存
在
し
て
い
て
も
「
完

全
な
信
仰
の
自
由
」
が
存
在
し
て
い
た
、
と
認
定
し
た
。
さ
ら
に
、
同
法

は
世
俗
的
目
的
の
立
法
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
効
果
は
、
い
か
な
る
信
仰

の
自
由
も
侵
害
せ
ず
、
「
歴
史
的
に
か
か
る
立
法
は
、
権
利
章
典
に
よ
り

保
障
さ
れ
て
い
る
『
信
仰
の
自
由
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
侵
害
す
る
も

の
と
は
、
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
判
示
し
、
同
法
と
権
利
章
典
と
の

抵
触
を
否
定
し
た
。
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。
同
門
件
当
『
百
四
回
丹
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
同
法
は
明
ら

か
に
信
仰
の
自
由
を
侵
害
す
る
、
と
認
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
裁

そ
れ
に
対
し
、
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判
官
は
、
権
利
章
典
第
二
条
を
単
な
る
解
釈
の
準
則
と
し
て
解
し
た

の

S
N
a
E
事
件
に
お
け
る

0
2司
裁
判
官
の
意
見
に
反
対
の
意
を
表
明

し
、
権
利
章
典
第
二
条
は
裁
判
所
に
対
し
て
信
仰
の
自
由
を
侵
害
す
る
連

邦
法
の
適
用
を
拒
否
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
と
述
べ
、
同
法
は
「
適
用

不
能

Z
O唱巾一
E
E
4巾
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

し
た
。か

か
る
の
白
『
件
当
ユ

m
Z
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
七
年
後
同
町
h
s
h
H
司-

b
q守
司
法
情
的
事
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
の
最
高
裁
の
多
数
意
見
と
な
っ
た
。

本
件
で
は
、
保
留
地
外
で
飲
酒
銘
町
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
し
一

0
ド

ル
以
上
五

0
ド
ル
以
下
の
科
料
も
し
く
は
三
月
以
下
の
禁
鋼
ま
た
は
そ
の

併
科
を
定
め
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
法
九
四
条
例
の
罰
則
が
、
非
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
同
様
の
行
為
に
対
す
る
罰
則
よ
り
も
重
い
と
の
理
由
で
、
同
法
九

四
条
の
規
定
が
権
利
章
典
第
一
条
例
の
平
等
保
護
に
抵
触
す
る
か
否
か
が

争
わ
れ
た
。
多
数
意
見
を
書
い
た

E
R
E巾
裁
判
官
は
、
当
該
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
法
は
、
非
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
あ
れ
ば
刑
罰
を
受
け
な
い
行
為
を
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
が
行
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
刑
罰
を
科
し
、
さ
ら
に
、
非
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
の
特
定
の
行
為
に
対
す
る
他
の
法
令
の
刑
罰
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
に
よ
る
同
様
の
行
為
に
対
す
る
当
該
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
法
に
よ
る
刑
罰
よ

り
軽
い
の
は
、
人
種
に
よ
る
差
別
で
あ
り
、
権
利
章
典
の
保
障
す
る
法
の

前
の
平
等
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、
前
述
の
わ
曲
三
巧
ユ

mz
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
引
用
し
、
権
利
章
典
に
抵
触
す
る
法
律
は
「
権
利

章
典
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
効
力
を
有
す
る
旨
」
の
明
文
に
よ
る
宣
言
が

(
間
)

な
い
場
合
「
適
用
不
能
」
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
そ
の
際
、
百
件
岳
山
内

裁
判
官
は
「
適
用
不
能
」
の
意
味
を
「
廃
止
吋

3
2ど
と
は
区
別
し
、
「
適

用
不
能
」
と
宣
言
さ
れ
た
法
律
又
は
そ
の
条
文
の
効
力
は
、
「
他
の
連
邦

法
に
よ
り
先
占
さ
れ
て
い
な
い
分
野
で
は
有
効
な
州
の
法
律
が
、
連
邦
法

と
の
抵
触
に
よ
り
、
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
場
合
に
類
似
す
る
」
と
説

明
し
て
い
る
。
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こ
の
判
決
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、
通
常
の
連
邦
議
会
制
定
法

よ
り
も
、
優
位
な
効
力
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
九
七
五

(
問
)

年
の
同
指
令
諸
官
・
司
君
。
寝
室
事
件
で
、
戸
白
凹
窓
口
裁
判
官
は
、
こ
の
こ

と
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
。
即
ち
、
「
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、
純
粋
な

コ
モ
ン
・
ロ

1
の
制
度
と
憲
法
上
の
制
度
の
中
間
点
に
あ
り
、
準
憲
法
的

法
典

S
C
E
-
-
n
o自
己
E
位
。
ロ
巳

E
2
2
5
2
5
と
表
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ

(
附
}
(
刷
)

う
」
と
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
は
、
純
粋
な
イ
ギ
リ
ス
型
人
権
保
障
制
度

(
問
)

か
ら
大
き
く
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
一
般
的
傾
向

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
の
制
定
に
よ
り
、
連
邦
議
会
は
裁
判
所
に
対
し
単
に

四



あ
る
立
法
が
ど
の
立
法
管
轄
権
限
内
に
属
す
る
か
、
換
言
す
る
と
、
ど
の

レ
ベ
ル
の
政
府
が
特
定
の
社
会
政
策
を
行
な
う
べ
き
か
を
決
定
す
る
の
で

は
な
く
、
政
府
は
特
定
の
社
会
政
策
を
す
べ
き
か
、
又
、
そ
の
社
会
政
策

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

は
正
当
な
方
法
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
議
会
制
定
法
の
内

(
附
)

容
に
対
す
る
実
体
的
判
断
を
す
る
権
限
を
付
与
し
た
と
解
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
権
限
も
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
充
分
に
使
い
こ
な
す
為
の
「
全

て
の
必
要
な
技
能
」
を
有
し
て
い
ー
な
く
て
は
、
有
効
な
人
権
保
障
の
機

(
間
)

能
を
発
揮
し
得
な
い
。
実
際
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
権
利
章
典
に
列
挙
さ

れ
た
権
利
及
び
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
旨
の
認
定
を
拒
ん
だ
の
み
な
ら

ず
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
権
利
及
び
自
由
を
効
果
的
に
保
護
す
る
為
に
必
要

か
つ
適
切
な
救
済
方
法
を
生
み
出
す
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
き
た
の
で
あ

{
問
)

る。
こ
の
人
権
保
障
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
消
極
的
姿
勢
は
、
立
法
府

へ
の
敬
譲
、
政
策
決
定
を
行
な
う
こ
と
に
対
す
る
裁
判
所
の
能
力
的
限
界
、

司
法
府
が
政
治
化
す
る
こ
と
へ
の
憂
慮
等
に
基
づ
く
裁
判
所
に
よ
る
人
権

保
障
制
度
へ
の
懐
疑
か
ら
生
じ
る
も
の
と
解
さ
れ
得
る
。
カ
ナ
ダ
最
高

裁
は
、
権
利
章
典
の
下
で
要
請
さ
れ
る
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
諸
事

情
を
考
慮
に
入
れ
る
実
体
的
判
断
に
必
要
な
技
術
も
、
そ
れ
を
支
え
る
司

法
哲
学
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ

q
σ
oロ
g
事
件
に
お
け
る

盟
関
市
O
ロ
裁
判
官
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
日
々
変
化
す
る
世
界
に
お
け
る
人

権
の
実
体
的
内
容
を
決
定
す
る
の
は
専
属
的
に
議
会
の
責
務
で
あ
る
、
と

の
反
対
意
見
は
、
か
か
る
裁
判
所
の
体
質
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
反
対
意
見
に
代
表
さ
れ
る
権
利
章
典
に
よ
る
人
権
保
障
制
度
に
対

す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
消
極
的
態
度
の
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は

ロ
ミ
σ
8
2
事
件
以
外
で
は
連
邦
法
を
権
利
章
典
違
反
と
の
理
由
で
適
用

不
能
と
判
断
せ
ず
、
ロ
弓
σoロ
冊
目
事
件
以
後
一
貫
し
て
消
極
的
態
度
を
採

り
、
「
事
実
上
、
ロ
叶
吋
グ
0
3
2
判
決
の
意
義
を
無
意
味
に
ナ
る
判
示
を
行

な
っ
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
な
、
裁
判
所
の
消
極
的
態
度
の
為
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、

「
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
両
国
の
制
度
よ
り
、
改
良
さ
れ
た
人
権
保
障

制
度
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
期
待
さ
れ
、
か
っ
、

そ
の
可
能
性
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
充
分
な
人
権
保
障
制

度
と
し
て
、
大
き
な
不
満
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。

五
憲
法
上
の
人
権
保
障
を
め
ぐ
っ
て

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
が
、
人
権
保
障
に
お
い
て
、
効
果
的
機
能
を
果
た
さ

北法39(2・107)359 

な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
と
も
相
侠
っ
て
、
憲
法
上
の
人
権
保
障
の

必
要
性
に
関
す
る
議
論
は
権
利
章
典
制
定
以
後
も
活
発
に
な
さ
れ
た
。

憲
法
上
の
人
権
保
障
に
肯
定
的
な
者
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス

型
人
権
保
障
制
度
の
限
界
及
び
カ
ナ
ダ
裁
判
所
が
人
権
保
障
に
適
し
て
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い
る
こ
と
等
を
論
拠
に
、
議
論
を
進
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、
反
対
派
は
、

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
で
享
有
さ
れ
て
い
る
人
権
が
同
様
に
享
有

さ
れ
、
か
っ
、
そ
れ
ら
の
人
権
は
通
常
の
法
に
よ
り
効
果
的
に
保
護
さ

れ
、
仮
り
に
そ
う
で
な
く
と
も
、
各
種
の
法
改
正
に
よ
り
そ
の
保
護
は
可

{
川
山
)

能
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
合
衆
国
の
よ
う
に
、
裁
判
所
が
「
最
後

の
言
葉
日
目
件
当

o
E」
を
述
べ
議
会
の
立
法
を
無
効
に
す
る
権
限
を
有
す

る
こ
と
は
民
主
主
義
の
原
則
と
議
会
主
権
の
伝
統
に
反
し
、
か
っ
、
裁
判

所
は
重
要
な
社
会
政
策
上
の
争
点
を
決
定
す
る
能
力
と
技
術
を
有
し
な
い

と
反
論
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
常
に
変
化
す
る
社
会
に
お
け
る
人
権
を

「
憲
法
と
い
う
拘
束
服
。

0
5号
三
宮
口
氏

gs-7]R宮
門
」
の
中
に
閉
じ

(
問
)

込
め
る
こ
と
は
、
憲
法
改
正
の
困
難
性
に
鑑
み
て
も
賢
明
で
は
な
い
、

と
の
議
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
中
、
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
」

が
一
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
六
項

一

概

要
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章

権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
の
制
定
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
憲
法

史
上
初
め
て
、
硬
性
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
権
利
章
典
が
採
用
さ
れ
た
。

人
権
憲
章
は
最
高
法
規
性
を
有
し
(
第
五
二
条
)
、
そ
れ
に
抵
触
す
る
法

規
を
無
効
に
す
る
効
力
を
有
し
て
い
る
。
人
権
憲
章
は
、
連
邦
政
府
の
み

な
ら
ず
州
政
府
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
、
人
権
保
障
の
統
一
的
基
準
が
カ

ナ
ダ
に
お
い
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
。

北法39(2・108)360 

人
権
憲
章
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
諸
権
利
は
、
合
衆
国
憲
法
下
で
保
障
さ

れ
て
い
る
諸
権
利
と
か
な
り
の
程
度
類
似
し
て
い
る
。
両
憲
法
と
も
、

(

防

)

(

邸

)

(

問

)

表
現
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
、
平
等
権
、
刑
事
被
告
人
の
諸
権
利
|
弁

護
人
依
頼
権
及
び
陪
審
に
よ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
恋
意
的
か
っ
、

(
悶
)

不
合
理
な
捜
査
及
び
逮
捕
を
受
け
な
い
権
利
、
強
制
的
自
己
負
罪
に
対

(
印
)

す
る
権
利
、
残
虐
か
つ
異
常
な
刑
罰
を
受
け
な
い
権
利
、
事
後
法
の
禁

止
、
一
事
不
再
理
の
原
則
ー
を
明
文
で
保
障
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人

権
憲
章
は
、
移
転
の
権
利
、
連
邦
及
び
州
議
会
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

権
及
び
被
選
挙
権
を
規
定
し
て
い
る
。
後
者
の
諸
権
利
は
、
合
衆
国
憲

法
上
、
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
り
、
そ

れ
ら
の
諸
権
利
が
実
質
的
に
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
か
な
り
の
類
似
点
が
存
在
し
て
い
る
が
、
両
憲
法
の
聞

に
は
、
重
要
な
相
違
点
も
存
す
る
。
人
権
憲
章
が
保
障
す
る
教
育
、
立
法
、

司
法
及
び
行
政
過
程
に
お
け
る
言
語
権
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
憲

(
問
)

法
の
文
言
上
も
判
例
上
も
そ
の
対
応
物
が
存
し
な
い
。
さ
ら
に
、
合
衆

国
憲
法
は
、
人
権
憲
章
が
「
カ
ナ
ダ
国
民
の
多
元
的
文
化
の
伝
統
の
維
持



及
び
向
上
と
一
致
す
る
方
法
に
よ
り
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

規
定
す
る
第
二
七
条
に
相
当
す
る
規
定
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
と
は
逆

に
、
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
が
有
す
る
国
教
樹
立
禁
止
規
定
は
人
権
憲
章

に
は
存
し
な
い
。
又
、
人
権
憲
章
は
、
合
衆
国
憲
法
が
保
障
す
る
程
度
に
、

財
産
権
や
契
約
の
自
由
を
保
障
し
て
い
な
い
。

か
か
る
文
言
上
の
相
違
点
が
、
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
る

か
は
今
後
の
判
例
の
展
開
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
と
の
関
係

人
権
憲
章
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
を
明
示
的
に
廃
止
し
て
い
な
い
。
そ

れ
故
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、
今
も
な
お
有
効
な
法
律
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
人
権
憲
章
第
二
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
各
州
の
制
定
法

で
規
定
さ
れ
た
権
利
章
典
及
び
そ
の
他
の
人
権
保
護
に
関
す
る
法
律
は
、

人
権
憲
章
の
下
、
有
効
な
法
律
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

人
権
憲
章
の
規
定
は
、
権
利
章
典
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
複
す
る
為
、
重
複

し
た
権
利
章
典
の
規
定
は
意
義
を
有
し
な
い
も
の
と
解
し
得
る
。
し
か

し
、
重
複
せ
ず
、
か
っ
、
権
利
章
典
が
人
権
憲
章
よ
り
広
く
人
権
を
保
障

し
て
い
る
規
定
、
即
ち
、
権
利
章
典
第
一
条

ωの
財
産
権
保
障
を
規
定
し

た
条
項
、
さ
ら
に
、
第
二
条
糾
の
自
己
の
権
利
義
務
の
決
定
に
関
し
て
公

正
な
聴
聞
を
受
け
る
権
利
は
、
人
権
憲
章
の
規
定
以
外
の
有
効
な
人
権
規

定
と
し
て
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
政
府
の
行
為
を
拘
束
し
続
け
て
い
る
。

一
般
的
特
徴

川
一
般
的
制
限
条
項

人
権
憲
章
第
一
条
は
、
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
は
、

自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を

有
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
制
限
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該

憲
章
で
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
人
権
憲
章
に
保
障
さ
れ
た
権
利
及
び
自
由
は
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
く
、
「
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る

合
理
性
」
を
有
し
、
か
っ
、
法
律
で
定
め
る
制
限
に
服
す
る
相
対
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
「
人

権
及
び
基
本
的
自
由
保
護
の
た
め
の
条
約
」
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
)

及
び
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
(
国
際
人
権
規

約
B
規
約
)
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
「
概
念
凍
結
理
論

(
F
O
N
S
ゎ
o
ロ
2
Z

3
2弓
)
」
の
根
拠
と
な
る
文
言
を
慎
重
に
避
け
、
か
か
る
調
)
論
に
よ

り
人
権
保
障
の
効
果
が
減
少
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
。

裁
判
所
は
、
こ
の
一
般
的
制
限
条
項
に
よ
り
人
権
憲
章
上
の
諸
権
利
に

対
す
る
制
約
の
正
当
性
を
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
為
、
憲
法
上
の
諸
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権
利
が
あ
た
か
も
絶
対
的
で
あ
る
か
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
て
い
る
合
衆
国

憲
法
の
下
で
、
連
邦
最
高
裁
が
発
展
さ
せ
た
各
種
の
人
権
制
約
を
正
当
化

す
る
理
論
と
は
異
な
っ
た
理
論
を
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る。

ω
適
用
除
外
条
項

人
権
憲
章
第
三
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
三
三
条
例
連
邦
議
会
又
は
州
の
立
法
府
は
、
連
邦
法
若
し
く
は

州
法
又
は
そ
れ
ら
の
条
項
が
こ
の
憲
章
の
第
二
条
及
び
第
七
条
か

ら
第
一
五
条
に
定
め
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
旨
を
、

当
該
法
律
に
お
い
て
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

仰
木
条
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
宣
言
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
律

又
は
法
律
の
条
項
は
、
そ
の
宣
言
に
指
定
す
る
こ
の
憲
章
の
規
定

が
な
い
も
の
と
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
宣
言
は
、
そ
の
施
行
の
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
目
、
又
は
そ
の
宣
言
に
五
年
よ
り
早

い
日
に
施
行
日
が
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
施
行
日
に
失
効
す

る
州
連
邦
議
会
又
は
州
の
立
法
府
は
、
第
一
項
に
基
づ
き
な
さ
れ
た

宣
言
を
、
再
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
第
三
項
は
、
第
四
項
に
基
づ
く
再
制
定
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ

る。

こ
の
規
定
に
よ
り
、
連
邦
議
会
、
も
し
く
は
、
州
議
会
は
、
明
示
的
宣

言
を
制
定
法
内
で
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
高
法
規
性
を
有
す
る
人
権
憲
章

の
二
条
、
及
び
、
七
条
か
ら
一
五
条
に
規
定
さ
れ
た
諸
権
利
の
保
障
に
抵

触
す
る
立
法
を
、
合
憲
的
に
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

規
定
を
援
用
す
れ
ば
、
連
邦
又
は
州
の
議
会
は
、
当
該
権
利
制
約
が
第
一

条
の
要
請
す
る
「
合
理
性
」
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
な
く
、
権

利
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
適
用
除
外
条
項
も
、
以
下
の
四
つ
の
重
要
な
制
限
に
服
す
る
。

そ
の
第
一
は
、
当
該
宣
言
は
「
明
示
的
」
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宣
言
の
明
示
性
の
要
件
は
立
法
の
「
方
法
と
形
式

B
B
5ご
百
島
町
O
『
自
」
の
要
請
で
あ
り
、
こ
れ
を
欠
く
立
法
は
人
権
憲
章

と
の
抵
触
の
限
度
に
お
い
て
無
効
と
な
る
。
第
二
の
制
限
は
、
当
該
宣
言

は
ど
の
法
律
が
人
権
憲
章
の
規
定
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
を
具
体
的

に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
行

な
っ
た
一
般
的
包
括
的
適
用
除
外
宣
言
が
憲
法
上
有
効
か
否
か
は
、
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
一
般
的
包
括
的
適
用

除
外
宣
言
が
人
権
憲
章
の
「
精
神
」
に
反
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
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ぅ
。
第
三
の
制
限
は
、
当
該
適
用
除
外
条
項
は
、
第
二
条
(
信
教
の
自
由
、

表
現
の
自
由
、
結
社
の
自
由
)
、
第
七
条
か
ら
一
五
条
(
司
法
上
の
権
利
、

平
等
権
)
の
み
に
適
用
が
あ
り
、
民
主
的
権
利
(
第
三
条
l
五
条
)
、
移

転
の
権
利
(
第
六
条
)
、
言
語
権
(
第
一
七
条
l
二
三
条
)
、
人
権
憲
章
の

執
行
規
定
(
第
二
四
条
)
、
性
的
平
等
権
(
第
二
八
条
)
に
は
適
用
が
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
当
該
宣
言
は
人
権
憲
章
上
の
ど
の
規

定
の
適
用
を
除
外
す
る
か
を
、
明
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

最
後
の
制
限
と
し
て
、
当
該
適
用
除
外
宣
言
は
、
五
年
間
の
有
効
期
限
を

有
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
三
条
四
項
は
当
該
宣
言
の
再
制

定
を
認
め
て
い
る
が
、
永
続
的
な
適
用
除
外
行
為
が
人
権
憲
章
上
認
め
ら

れ
る
か
否
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

か
か
る
適
用
除
外
条
項
は
、
人
権
憲
章
が
カ
ナ
ダ
憲
法
の
伝
統
で
あ
る

議
会
主
権
を
損
な
う
と
の
理
由
で
人
権
憲
章
制
定
に
反
対
し
て
い
た
州
の

同
意
を
得
る
為
の
、
政
治
的
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
対
し
て

は
、
議
会
制
民
主
主
義
と
基
本
的
人
権
保
障
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
為
の

も
の
で
あ
る
と
の
肯
定
的
評
価
も
存
す
る
が
、
基
本
的
人
権
の
保
障
を
不

完
全
な
も
の
に
す
る
と
の
否
定
的
な
評
価
も
あ
る
。

四
人
権
憲
章
の
意
義

川
人
権
の
保
護

硬
性
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
人
権
は
連
邦
及
び
州
議
会
の
立
法
権
限

の
及
び
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
権
憲
章
の
制
定
に
よ
り
、
人
権
保
障

の
為
の
強
力
な
武
器
が
議
会
主
権
の
原
則
に
対
し
て
採
用
さ
れ
た
。
し
か

し
、
国
o
m
m
教
授
は
、
こ
の
強
力
な
武
器
が
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
主
要
な

人
権
保
障
措
置
と
な
る
の
で
は
な
く
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
政
治
制
度
の
有

す
る
民
主
的
性
質
、
司
法
権
の
独
立
、
そ
し
て
、
人
権
尊
重
の
法
的
伝
統

が
主
要
な
人
権
保
障
の
基
盤
で
あ
り
続
け
る
と
解
し
て
い
る
。
人
権
保

障
の
為
の
強
力
な
武
器
を
有
効
な
措
置
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ

(
印
)

の
武
器
を
用
い
る
側
の
責
任
だ
か
ら
で
あ
る
。

ω
違
憲
審
査
権
の
範
囲
の
拡
大

人
権
憲
章
の
最
も
大
き
な
意
義
は
、
違
憲
審
査
権
の
範
囲
の
拡
大
で
あ

(
問
)

る
と
解
さ
れ
る
。
人
権
憲
章
の
制
定
以
前
、
違
憲
審
査
権
の
主
な
領
域

は
連
邦
・
州
聞
の
権
限
配
分
に
関
す
る
分
野
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
権

憲
章
制
定
に
よ
り
、
裁
判
所
は
人
権
を
保
障
し
た
憲
章
に
違
反
す
る
こ
と

を
理
由
に
、
議
会
立
法
を
無
効
と
す
る
権
限
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
違
憲
審
査
権
の
範
囲
の
拡
大
は
、
単
に
、
違
憲
審
査
権
を

発
動
す
る
量
が
増
大
す
る
の
み
な
ら
ず
、
違
憲
審
査
権
の
質
的
変
化
を
も
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意
味
す
る
。
即
ち
、
連
邦
制
に
お
け
る
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
の

場
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
あ
る
社
会
政
策
が
ど
の
レ
ベ
ル
の
政
府
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
立
法
権
限
の
配
分
に
関
す
る
判
断
を
、

憲
法
上
の
権
限
配
分
規
定
に
照
ら
し
て
行
な
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
人
権
憲
章
が
問
題
と
な
る
場
で
は
、
裁
判
所
は
川
あ
る
社
会
政

策
は
政
府
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
べ
き
か
、
川
そ
の
社
会
政
策
を
行
な
う

方
法
は
、
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る

合
理
性
、
正
当
性
を
有
す
る
か
、
川
如
何
な
る
人
権
が
、
如
何
か
る
社

会
的
利
益
の
下
で
、
正
当
に
制
限
さ
れ
得
る
か
、
等
々
の
極
め
て
、
道
徳

的
、
哲
学
的
、
か
っ
、
社
会
的
、
政
治
的
な
、
実
体
的
判
断
を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
と
っ
て
は
、
同

裁
判
所
が
全
て
の
人
権
問
題
に
関
し
て
最
終
的
判
断
を
す
べ
き
立
場
に
い

る
為
、
こ
の
違
憲
審
査
権
の
範
囲
の
拡
大
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
も
の

と
解
さ
れ
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
立
法
権
限
の
範
囲
に
関
す
る
判

断
の
み
な
ら
ず
、
実
体
的
政
策
的
判
断
を
す
る
よ
う
連
邦
議
会
及
び
州
議

(
出
}

会
、
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
国
民
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
‘

υ

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
は
憲
法
上
の
人
権
保
障
規
定
を
有
し
、
裁
判

ア
メ
リ
カ
型
人
権
保
障
制
度
へ
の
接
近

所
が
そ
の
保
障
の
為
の
最
終
的
判
断
を
下
す
責
務
を
担
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
特
定
の
問
題
に
関
し
て
は
、
議
会
に
「
最
後
の
言
葉
」
を
述
べ
る
権

限
が
憲
法
上
留
保
さ
れ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
人
権
憲
章
が
制
定
さ
れ
て
、
五
年
程
し
か
経
過
し
て
い
な
い
為
、

今
の
段
階
で
人
権
憲
章
に
対
す
る
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
保
障
制
度
は
、
そ
の
制
度
的
制
面
の
み
か
ら

す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
型
人
権
保
障
制
度
に
か
な
り
接
近
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
制
度
は
、
合
衆
国
に
お
け
る

人
権
保
障
に
関
す
る
多
く
の
経
験
を
ふ
ま
与
え
て
そ
の
欠
点
を
補
い
、
カ
ナ

ダ
の
伝
統
に
よ
り
良
く
合
致
す
る
よ
う
改
良
さ
れ
た
人
権
保
障
制
度
と
し

て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
評
価
が
適
切
で
あ
る

か
否
か
は
、
今
後
の
判
例
法
理
の
展
示
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ

H
片
ノ
。

(
l
)

こ
の
分
野
に
関
す
る
日
本
の
研
究
と
し
て
長
内
了
「
カ
ナ
ダ

憲
法
の
非
イ
ギ
リ
ス
化
現
象
川

l
n
g白
色
自
国
巴
え

E
m
v
g

を
め
ぐ
っ
て
l
」
『
比
較
法
雑
誌
』
九
巻
二
号
(
一
九
七
六
年
)

八
七
頁
。
問
、
「
カ
ナ
ダ
連
邦
制
度
下
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
」

『
比
較
法
研
究
』
四
コ
一
号
(
一
九
八
一
年
)
九

O
頁
。
同
、
「
カ

ナ
ダ
連
邦
制
度
の
新
展
開
伯
倒
的
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
九

O

号
、
七
九
一
号
、
七
九
四
号
こ
九
八
三
年
)
等
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
人
権
憲
章
下
で
の
人
権
保
障
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
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同州・
(
M
色)∞∞。・

本
件
に
お
け
る
原
告
は
、
自
ら
も
エ
ホ
パ
の
証
人
の
信
者
で

あ
り
、
市
条
例
に
違
反
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
街
頭
で
配
付
し

た
多
く
の
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
達
の
保
証
人
と
な
っ
て
い

た
。
当
局
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
料
理
庖
経
営
者
で

あ
る
原
告
の
酒
類
販
売
免
許
を
取
消
し
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、

か
か
る
取
消
処
分
は
、
法
律
の
授
権
に
よ
っ
て
い
な
い
こ
と
を

理
由
に
、
当
該
取
消
処
分
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し

た。
私
人
の
家
で
平
和
的
に
行
な
っ
て
い
た
エ
ホ
パ
の
-
証
人
の
信

者
達
の
集
会
を
、
警
察
官
が
解
散
さ
せ
た

n
p
eミ
坦
・
均
c-

sh江
戸
{
呂
町
印
]
ω
・
。
・
河
・
∞
位
、
並
び
に
、
街
頭
で
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
配
付
し
て
い
た
エ
ホ
パ
の
証
人
の
信
者
を
警
察
官
が
逮

捕
し
た
h
む
さ
ど
』
・
N
w
s
b
F
2
8
2
ω
・
ゎ
・
戸
ω
自
の
荷
事
件
に

お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
当
該
警
察
官
の
行
為
は
、
法
律

上
の
根
拠
を
欠
く
と
し
て
、
当
該
警
察
官
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
を
認
め
た
。

「
合
法
性
の
原
則
」
を
適
用
す
る
際
、
裁
判
所
は
、
し
ば
し

ば
、
「
自
然
的
正
義
Z
回
同
日
白
こ
g
在
日
の
原
則
」
に
適
合
し
た

手
続
を
確
保
す
る
よ
う
、
行
政
庁
に
対
し
て
強
制
し
た
。

回
・
図
。
三
ロ
タ
H
N
・
呂
町
内
』

p
伝
]
門
}
同
町
門
担
問
仰
向
出
血
ロ
(
U
V
曲
「
丹
市
『
。
同

同州-m伊丹田釦ロ円四司叶巾町内田
O
自
由
吉
伸
宮
市
ω
区
間
》
吋
巾
同
国
刊
の
o
g
円
丹
O
同

m
U
白
ロ
即
門
U
3
(
]
F
C
∞
ω
)
・
。
]
「
(
u
r
S
F
切
さ
、
河
町
噌
・
ω
日

mYRω町内山・

(
げ
)
図
。
自
・
話
、
R
S
Z
少
釦
二
日
・

(凶
)

ι

ミ・

(叩

)

A
・
c・ha芯・
9
同
rHN』町ご冊。

s、
ミ
・
[
呂
町
N
]
〉
・
。
-
A
F
U
N叶

-a

品切。・

(
初
)
見
回
目
。
こ
者
倉
持
孝
司
訳
「
市
民
的
自
由
と
カ
ナ
ダ
最

高
裁
判
所
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
五
九
号
(
一
九
八
二
年
)
一

一
八
一
一
九
頁
。

(
幻
)
司

2
-
R
L足
、
a
w
g
S
H
H
・
白
ミ
5
・

裁
判
所
に
よ
り
採
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
人
権
保
障
手
段
は
、
主
に

州
法
に
対
す
る
制
約
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
連
邦
法
に
対

す
る
制
約
と
し
て
は
、
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

uam-国
・
盤
、
P
ロ
o
Z
5
・
同
同
ω
5
・

(
幻
)
ブ
リ
テ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
人
権
委
員
会
裁
決
の
一
事

例
の
翻
訳
と
し
て
、
桑
原
昌
宏
H
大
島
佳
代
子
訳
「
カ
ナ
ダ

B

C
州
人
権
委
員
会
裁
決
の
一
事
例
|
シ
ェ
ラ
・
ス
チ
ュ
ア
l
ト

対
ダ
ン
カ
ン
・
イ
ン
事
件
|
」
『
法
政
理
論
』
一
八
巻
二
号
(
一

九
八
五
年
)
二
三
四
頁
が
あ
る
。

(
幻
)
こ
れ
ら
の
人
権
法
典
は
、
政
府
の
行
為
に
も
適
用
が
あ
り
、

そ
の
限
り
で
、
人
権
憲
章
第
一
五
条
と
重
複
す
る
。

(
M
)

匂

rw両国omm-h足、

s-ロ。丹
m
p
白
件
。
ω
N
|
。
ω
ω
・

(
お
)
ω
白
血
E
R
宮
巧
白
ロ
回
口
氏
自
m
v
g
k
戸
え
・
ω
・
ω
・
巴
A
q
-
n
ω
印
・

(
m
m
)
m
U
白
ロ
白
色
広
ロ
切
E
O同
河
-
m
v
z
・
ω
・
ゎ
-
H
C
α
o
w
n
-
A
肝
品
・

(
幻
)
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
は
、
連
邦
法
に
の
み
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

適
用
さ
れ
、
州
法
に
は
、
そ
の
適
用
が
な
い
。
こ
れ
は
、
人
権

保
障
に
お
け
る
同
章
典
の
大
き
な
欠
陥
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

(
犯
)
〉
5
巾吋

g
回

--o同担拘伊丹田・

ω
・〉・

5
吋
N
-
n
-
H
・

(却
)

O

ロ巾
σ
m
n
円U
F
釦
叫
丹
市
吋
。
同
国

g
g釦
ロ
担
何
回
忌
白
白
ロ
弘
司
吋
巾
巾
向
日
。
自
由
・

ω・
0
・]戸山由吋印・

nw
。・

(却

)
ω
問
問
問
。
m
m
-
g
y
p
s
S
0・国件。
ωω
・

(
引
)
回
・

ω可
印
可

mHJM2pmnhHah民
営
芯

nSHL切
な
ぎ
た
ミ

H
白唱え

HP同

。
OHh司
、
叫
師
、
吋
皆
問
、
さ
悼
円
な
q
s
b
S
R出
切
門
司
、
情
。
L

『同志向山九円払白山知
hs.両
国
セ

(
N
ロ円四・巾門戸]戸市出∞
ω)
・回同串・

(
辺
)
出
o
m
m
L
H
e
s
-
ロ
。
席
。
・
巳
∞
ωhp・

(お
)
v
b
a
h
-
B
R
A・
C
-
h
E
J
[邑
忠
]
ω
-
n・同
-
H
N
N
-
M
U・問、.

剛山

(
M
g
S印
・
本
件
で
は
、
ス
ロ
ッ
ト
・
マ
シ

l
ン
を
没
収
す

る
州
法
が
無
効
と
判
示
さ
れ
た
。

(M)

匂
SH.狩
送
hHSHh-N円NF』

3
h・
{Hmw印、吋
]ω
・。
-
m
-
N∞
印
よ
吋
ロ
・
円
、
.
河
・

(包
)ωω
吋
・
本
件
で
は
、
共
産
主
義
を
宣
伝
す
る
為
に
使
用
さ

れ
た
い
か
な
る
家
屋
を
も
、
立
入
禁
止
に
す
る
権
限
を
与
え
て

い
る
州
法
が
、
無
効
と
判
示
さ
れ
た
。

(
お
)
唱
で
E

S
今
烏
暗
号
・
昌
信
。
言
語
・
[
邑
∞
ω
]
H
ω
-
m
u・閉山・呂町・

本
件
で
は
、
街
頭
に
お
け
る
売
春
勧
誘
行
為
を
禁
止
す
る
市

条
例
が
、
無
効
と
判
示
さ
れ
た
。

(お

)
h
g
-
M可ミ
S
H一言ミ
.
k

曲
、
§
宏
之
官
-
h
-
C
-
e
p
[
H
S
H
]

krn-H邑
・
本
件
で
は
、
マ
ー
ガ
リ
ン
の
製
造
、
販
売
を
禁
止

し
た
連
邦
法
が
、
無
効
と
判
示
さ
れ
た
。

(
幻
)
宮
宮
足
切
認
さ

3
5
N
K札・哩
-
h
-
C・
(US--{邑
∞
。
]Hω
・ゎ・

河
-mEHAF--HHOU-F・岡山・

(ω
仏
)
印
山
本
・
本
件
で
は
、
「
ラ
イ
ト
ビ
ー

ル
」
と
標
示
さ
れ
た
製
品
の
内
容
の
基
準
を
規
定
し
て
い
た
連

邦
法
が
、
無
効
と
判
示
さ
れ
た
。

(
犯
)
匂

2-2・
盤
、
ぬ
・
ロ
O
丹
市
戸
帥
ミ

E-

(却

)
E
E
L
R
マb
h
O
R
g
-

白ニ
NH
・

(
州
制
)
国
o
p
s
y
a
-
ロ
。
丹
市
少
民
毘
印
・

(

引

)

巧

a
-
m
p
E
4宮
ω
毛吋
m
g冊
わ

2
2
S
E
y
m
u
d司
O州

内
U
世
田
由
E

内
出
曲
目
司

m
s
m
g
-
2
5
3
(
E
J
a
)
・
NU
門

N
M
J
h
-
-
N
ω
。
叶
唱
え

ω十件・

4
『
巾
ロ
叩
司
教
授
は
、
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
最
高
裁
自

身
が
、
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
法
律
を
無
効
と

す
る
為
、
当
該
法
律
の
立
法
権
限
を
、
そ
の
権
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利
章
典
第
一
条
刷
(
法
の
前
の
平
等
)
に
違
反
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
為
に
は
、
そ
の
違
反
を
主
張
す
る
個
人
は
連
邦
議

会
が
当
該
法
律
に
よ
り
妥
当
な
連
邦
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
は

し
て
い
な
い
こ
と
を
裁
判
所
に
対
し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
述
べ
、
重
い
立
証
責
任
を
個
人
に
課
し
、
権
利
章
典

第
一
条
例
に
よ
る
人
権
保
護
を
、
ほ
ぼ
不
可
能
な
も
の
と
し
た
。

匂町内・町
-
h・
吋
砕
向
。
寝
室
培
・
句
史
喜
朗
F
S司

(
E
2
)
-
t
u・円、.

HN・
(
包
)
印
∞
酔
一
平
ぬ
官
官
-
s
s・
ロ
ミ
hqsH6
ミ
ミ
ミ
H
S
豆町可
b
a

H
3
3
(
邑
苫
)
-
g
u
-
H
t
m
(
包
)ω
∞ω
一足
RFa---
言問

@
お
き
(
凶
器
。
)
・

H
E
U
-
F
-
M
N・
(
包

)
ω
8・

(
川
)
長
内
・
前
掲
論
文
「
カ
ナ
ダ
連
邦
制
度
の
新
展
開
制
」
(
註

-
)
八
四
頁
。

(
山
)
一
九
五

0
年
代
に
は
人
権
保
護
に
比
較
的
積
極
的
だ
っ
た
カ

ナ
ダ
最
高
裁
は
、
一
九
六

O
|
七
0
年
代
で
は
、
消
極
的
立
場

を
採
っ
て
い
る
。

最
高
裁
の
立
場
は
、
時
代
に
よ
り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

】・

ωロ
島
教
授
と
喝
・
〈

gmzg
教
授
は
、
こ
の
変
化
の
理
由

を
裁
判
官
、
か
有
し
て
い
る
司
法
哲
学
が
裁
判
官
の
交
代
に
よ
り

変
化
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
両
教
授
に
よ
る
と
、
伝
統
的

に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
司
法
的
保
守
主
義
(
〕

Z
e
n
s
-
S
E
R
-

g吾
自
)
、
即
ち
、
既
存
の
法
理
や
先
例
を
文
言
通
り
厳
格
に
、
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そ
し
て
、
時
に
は
機
械
的
に
解
釈
、
適
用
し
て
い
く
傾
向
を
有

し
て
き
た
。
こ
の
司
法
的
保
守
主
義
は
、
そ
れ
に
よ
る
判
決
の

結
果
に
対
し
て
は
注
意
を
払
わ
ず
、
そ
れ
故
、
判
決
の
結
果
に

よ
り
人
権
が
保
護
さ
れ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
判
決
を
下
す
際

に
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般

的
傾
向
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
上
訴
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い

た
枢
密
院
司
法
委
員
会
の
存
在
に
よ
り
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。し

か
し
、
一
九
四
九
年
、
同
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
が
廃
止

さ
れ
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
最
上
級
裁
判
所
と

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
役
割
が
変
化
し
た
。

か
か
る
役
割
変
化
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
速
や
か
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
最
高
裁
は
し
だ
い
に
カ
ナ
ダ
の

独
自
性
に
合
っ
た
法
形
成
の
為
に
試
行
錯
誤
す
る
よ
う
に
な
っ

た。
一
九
五

0
年
代
の
判
例
に
よ
る
人
権
保
護
の
動
き
は
、
人
権

保
護
の
社
会
的
要
請
に
支
え
ら
れ
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
試
行
錯

誤
の
一
側
面
と
し
て
理
解
で
き
る
。
五

0
年
代
の
判
例
に
一
貫

性
が
欠
け
る
の
も
そ
の
為
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五

0

年
代
に
お
い
て
は
今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
人
権
保
護
の
機
能
を

果
た
す
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
伝
統
的
司
法
的
保
守
主
義
か
ら

離
れ
る
傾
向
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
レ
傾
向
は
、
長
年
の
裁
判
経
験
を
有
し
自
己
の
判

断
に
自
信
を
有
し
て
い
た
間
同
ロ
門
Y

関
巾
ロ
o
n
w
両
裁
判
官
等
に

よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
自
己
の
判
断
に
自
信

を
有
し
て
い
た
裁
判
官
達
が
退
官
し
、
伝
統
的
司
法
的
保
守
主

義
の
伝
統
の
中
で
教
育
を
受
け
、
か
っ
、
裁
判
官
と
し
て
の
経

験
の
浅
い
若
い
裁
判
官
が
最
高
裁
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

最
高
裁
は
以
前
の
司
法
的
保
守
主
義
に
逆
戻
り
し
た
。

六

0
年
代
、
七

0
年
代
前
半
に
は
、
伝
統
的
司
法
的
保
守
主

義
、
特
に
、
伝
統
的
議
会
の
優
越
の
考
え
方
に
支
え
ら
れ
た
裁

判
官
に
よ
る
立
法
府
へ
の
敬
譲
が
強
く
、
通
常
の
議
会
制
定
法

と
し
て
の
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
の
規
定
の
み
で
は
、
カ
ナ
ダ
最
高

裁
を
人
権
保
護
の
為
に
積
極
的
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章

典
を
有
効
な
人
権
保
障
手
段
と
し
て
活
用
し
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。切

符
・
』
・

ωロ
巾
ロ
・
同
り
・
〈
白
ロ
畑
町
四
回
同
H
Y
M
J
F
?
切N
h
h
》
『
間
違
町
内
室
ミ
色
L
『

(リ白諸白色む
~
E
h
H
b
ミ
ミ
H
b
h
h
a
h
H凡
H
R
S
S
(
H
C∞
印
)
唱
釦
同

N
H
ω
-

H
e
∞1
N
H
ω
・
N
H
A
F
l
M
N
ω
.

向
山
町
時

h
H
N
8
0
・
ω
円

}
H
E
m
-
∞
巾
ア
(
り
な
む

h
凡
守
町
可
叫
帆
町

h

s

n
ぬ
噌
悼
む

hHKH
・

(
H山
由
。

h
p
)
w
a
E
l
H叶・

(川

)
F
E
R
g
s
-
認
可
p
g
g
口
唱
え
N

g

N

∞H
・

(川

)
ω
g
p
室、

F
g
z
s
-
曲ニ
ω・

(
川
)
わ
岩
田
ロ
ロ
N
N
0
・
袋
、
戸
ロ

O
R
3・
a
s
N・

わ
雪
印
-
-
g
N
N
O

教
授
は
、
権
利
章
典
に
お
け
る
諸
権
利
は
非
常
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

に
一
般
的
な
文
言
で
表
現
さ
れ
て
い
る
為
、
そ
れ
ら
の
権
利
内

容
を
宣
言
す
る
の
は
当
然
裁
判
所
の
機
能
で
あ
り
、
裁
判
所
は

社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
て
そ
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
立
法
府
は
、
そ
れ
ら
諸
権

利
の
内
容
を
適
切
に
改
正
す
る
政
治
的
能
力
を
有
し
て
い
ず
、

ま
た
、
権
利
章
典
の
内
容
は
立
法
に
よ
る
ば
ら
ば
ら
の
改
正
に

適
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
民
は
、
裁
判
所
が
独

立
、
公
正
な
裁
判
官
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る

為
、
裁
判
所
の
判
断
は
国
民
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
こ

と
等
を
あ
げ
、
裁
判
所
が
人
権
保
障
に
適
し
て
い
る
と
主
張
し

て
い
る
。

(
山
)
阿
国
ロ
富
国

nw巾ロ
N

F

出
・
ゎ

-
U巾
σ包
2
2
c
h
H斗
)
〈
o--
∞
少

ω冨
∞
・

日
別
町
四
わ
釦
〈
釦
ロ
ロ
N
N
o
t
p
h
Hニ
釦
昨
日
H
川
町
・

(
印
)
当
・
岡
市
ロ
ロ
巾
島
司
・
、
H
，F
巾
』
包
ロ
円
円

U
O
B
B
X丹市巾

Oロ
国
ロ

B
S

同

-mE白
血
口
弘
司
ロ
ロ
【
凶
即
日
開
ロ

S
ニ
り
吋
巾

E
b自
由

(
Z
A
F
-
-
N
O
(
U
r
H
a
-

阿W
K
H

『
同
町
せ
・
斗
。
。
・
由
同
叶
H
H

・

(
凶
)
]
当
呂
田
・

8
・
回
。
。
}
門
間

2-mF(HSC)uNO
ロ同
J
h
-
-
h

N
叶A
H

・回同
M
∞]{・

当
呂
田
教
授
は
、
少
な
い
ス
タ
ッ
フ
し
か
有
せ
ず
、
か
っ
、

訴
訟
当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
証
拠
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
裁
判

所
は
、
内
閣
や
立
法
府
の
よ
う
に
重
要
な
社
会
政
策
を
決
定
す

る
能
力
と
技
術
を
有
さ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

(
凶
)
出
・
宮
門
河
口
市
ア
ゎ
。

B
S
F即日
-op伺吋・岡山
OM『
色
わ

O
B
B
Z位
。
ロ
同
ロ
'

sz-ミ

Ege--一
月
百
四
回
同
印
一
同
町
旬
。
ュ

Z
0・N
・
〈

o--AF531∞
N

(H句
。
@
)
咽
定
時
閉
，
od司
ぽ
ア
凹
己
目
】

E-
ロ。丹市

H
y
a
ムロ。

l
u可

N
吋・

(
問
)
一
九
八
二
年
憲
法
の
制
定
過
程
は
、
斎
藤
憲
司
「
一
九
八
二

年
カ
ナ
ダ
憲
法
」
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
一
二
八
一
号
(
一
九
八
二

年
)
七
四
頁
、
佐
藤
延
子
「
カ
ナ
ダ
新
憲
法
制
定
の
背
景
と
展

望
」
『
比
較
法
研
究
』
四
六
号
(
一
九
八
四
年
)
一
五
九
頁
、

伊
藤
勝
美
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
憲
法
改
正
論
争
川
例
」
『
比
較

法
政
』
一
二
号
(
一
九
八
二
年
)
一
頁
、
二
三
H

二
四
号
(
一

九
八
四
年
)
七
三
頁
、
紙
谷
雅
子
「
憲
法
と
最
高
裁
判
所
l
カ

ナ
ダ
の
場
合
」
藤
倉
時
一
郎
代
表
編
集
『
英
米
法
論
集
』
(
東

京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
七
年
)
五
九
頁
、
野
上
修
市
「
一
九

八
二
年
『
カ
ナ
ダ
人
権
憲
章
』
と
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
」
『
法

律
論
叢
』
五
八
巻
四
日
五
号
(
一
九
八
六
年
)
二
七
九
頁
、
参

昭…。

(
山
)
何
回
巾
ロ
也
市
ア

ε
、
『
宮
市
わ
出
口
白
血
釘
ロ
m
U
V
何回H
1

丹市司
O
同
河

-mvg
同口。

司

B
a
o自
由
同
ロ
色
丹
宮
市

d
E
R
w色
ω
g
Z回
目
-
-
。
同
何
百
伊
丹
曲
一
〉

p
g宮
江
田
O
ロ
ョ
(
凶
器

ω)
い
∞
』

hash-H∞
戸
主
∞
冨
・

カ
ナ
ダ
人
権
憲
章
の
保
障
す
る
人
権
と
合
衆
国
憲
法
下
で
保

障
さ
れ
て
い
る
人
権
の
比
較
は
、
人
権
憲
章
の
文
言
と
、
合
衆

国
連
邦
最
高
裁
判
例
の
比
較
と
い
う
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
性

格
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
憲
章
第
二
条
例
、
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
。

(
凶
)
同
右
二
条

ω、
同
右
第
一
修
正
。
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(
印
)
同
右
一
五
条
、
同
右
第
一
四
修
正
。

(
問
)
同
右
一

O
条
例
、
一
一
条
例
、
同
右
第
六
修
正
及
び
第
三
編

第
二
節
三
項
。

(
問
)
同
右
八
条
、
九
条
、
同
右
第
四
修
正
。

(
印
)
同
右
一
一
条

ω、
同
右
第
五
修
正
。

(
川
)
同
右
二
一
条
、
同
右
第
八
修
正
。

(
印
)
同
右
一
一
条

ω、
同
右
第
一
編
第
九
節
一
項
及
び
第
一

O
節

一
項
。

(
印
)
同
右
一
一
条
例
、
同
右
第
五
修
正
。

(
問
)
同
右
六
条
。

(
悶
)
同
右
三
条
。

(
附
)
移
転
の
権
利
に
関
し
、
例
え
ば
、
何
色
J
E
E
田
4
・
n
白
E
2
E

ロ
-
白
・
ω
E
C
・
ω
・
5
0
2
E
H
)
U
ω
E
立
3
4
・
H
，
Z
S
M
M
g
p
ω
E

d
・
ω
・
。
]
{
∞
(
]
戸
市
町
∞
@
)
一
口
・
ω
・
4
・
の
己
叩
m
w
F
ω
∞
ω
d
・
ω
・
叶
仏
印

(
E
g
)
、
選
挙
権
に
関
し
、
出
血
召
2
4
・
〈
町
m
z
u
ω
S芯

切
。
R
a
o
片
岡
目
巾
丸
山
。
ロ
田
・
ω
∞
ω
d
・
ω
・
8
ω
(
巴
虫
)
一
同
g
B
2
4
・

d
E
o
ロ
司
円
巾
叩
ω
円
}
H
o
o
-
U
U丹
江

2
Z
0
・
H
F
ω
@日

d
・
ω
・
。
N
H

(
凶
器
@
)
、
被
選
挙
権
に
関
し
、
当
邑
回
目
印
4
・
同
F
a
g
-
ω
g

d
.
ω
-
N
ω
(
5
8
)
参
照
。

(
印
)
憲
章
第
一
六
|
二
三
条
。

(
川
)
凶
H
h
H
M
宮
司
戸
白
戸
M
4
・
Z
W
F
o
z
・
色
e
h
p
d
・
ω
・
印
。
ω
(
同
市
W
U
可
品
川
)
・

(

m

)

M

山町問、

ss守
F

E

F

S

マb
w
ロ
O
R
H
N
串
・

(

削

)

め

mwhh司法ミミ々
、同，
g-ロOH》

O
Z
W
M
『
白
ロ
仏
国
内
白
戸
M
a
o
-
ロ
(
巾
島
田
・
)
・

同2
君
。
将
司
H
h
H
h
町
一
怠
芯
n
p
b
ミ
ミ
ミ
均
釘
』
W
H
h
s
h
刷
、
ミ
ミ
σ途切
~
n
s
a
-

さ
き
s
q
(
H
C
∞
N
)
・
釦
件
。
F
H
・

(
山
)
図
。
事
袋
、
F
B
R
a
-
巳

S0・

(
叫
)
註
叫
参
照
。

(
凶
)
野
上
・
前
掲
論
文
(
註
問
)
三

O
四
|
三

O
五
頁
。
萩
野
・

前
掲
論
文
(
註
1
)

一
七
三
|
一
七
四
頁
。

(
凶
)
問
。
m
F
h
a
ミ
p
g
g
p
白
骨
密
0
・

し
か
し
、
合
衆
国
で
発
展
し
た
理
論
が
、
ま
っ
た
く
無
用

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
同
教
授
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

問

)

同

札

J
a
g
H・

(
凶
)
旬
、
J

同
件
。
m
E
H
|①
mEN・

(
川
)
〉
ロ
〉
円
件
『
g
M
】
巾
円
巴
ロ
m
p
巾
。
。
ロ
由
民
z
t
。
ロ
〉
2
・
E
∞
N
・
ω
・

0
・
5
∞
N
-
n
-
N
H
・
同
法
は
、
一
九
八
二
年
四
月
一
七
日
以
前
に

ケ
ベ
ッ
グ
州
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
立
法
の
全
て
に
、
人
権

憲
章
の
可
能
な
条
文
の
適
用
を
除
外
す
る
旨
の
一
般
的
包
括
的

宣
言
を
し
て
い
る
。

(
川
町
)
紙
谷
・
前
掲
論
文
(
註
山
)
七
九
頁
。

(
附
)
こ
の
よ
う
な
適
用
除
外
条
項
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
、
及
び
、

ア
ル
パ

l
タ
州
及
び
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
権
利
章
典
に
お
い
て
既
に

採
用
さ
れ
て
い
た
。

(
印
)
例
外
と
し
て
、
前
述
第
一
一
一
一
一
一
条
。

(
問
)
図
。
容
認
可
p
g丹
市
少
巳

S

F

(
印
)
人
権
保
護
に
対
す
る
裁
判
所
の
消
極
的
姿
勢
の
為
、
カ
ナ
ダ
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

権
利
章
典
が
、
有
効
な
武
器
と
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起

せ
よ
。し

か
し
、
少
な
く
と
も
一
九
八
六
年
現
在
で
は
、
カ
ナ
ダ
最

高
裁
は
か
な
り
積
極
的
に
人
権
憲
章
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
違
権

審
査
権
を
行
使
し
、
最
高
裁
が
判
断
し
た
人
権
憲
章
に
関
す
る

一
O
数
件
の
事
件
の
内
約
半
数
の
事
件
に
お
い
て
人
権
憲
章
違

反
を
理
由
に
、
法
律
を
無
効
と
し
て
い
る
。

問・

ω
F
R司
夕
食
叶
，

z
n
E
5
2
0同
担
事
件

Z
E
F
2
a
o
B由
自
己

同，

Zω
石
5
5
m
n
o
ロユ
O
R
S包
白
日
吋
，

Z
百
円
弘
司

O
R
J同
g
g
J

{
H
川町叶∞
]
h
J
h

ミ
号
ト
h
H
S
A
F

∞・

(
印
)
問
。
容
認
可

a-gs
。-
a
g
N・

(
削
)
宮
内

p
g話
E
p
g
y
p
g
S
H
E
-
B
M
M串

NS-

人
権
憲
章
は
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
、
特
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判

所
に
対
し
、
「
社
会
的
正
義
及
び
少
数
者
の
言
語
権
の
分
野
に

お
い
て
、
政
策
決
定
機
能

Go--n可
包
曲
目
江
口
m
g
Z
)
」
を
果

た
す
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
注
・
唱
え

N
切
]
「

第
三
節

議
会
主
権
の
伝
統
と
そ
の
変
遷

第

一

項

概

要

一
八
六
七
年
憲
法
は
、
そ
の
前
文
で
、
カ
ナ
ダ
は
「
連
合
王
国
の
憲
法

と
向
じ
原
理
の
憲
法
」
を
有
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
議

会
主
権
の
原
則

a
o
n
E
5
0片

岡

M
R
E
g
g
sミ
ω04mSFmロ
々
」
を
そ
の

憲
法
の
基
本
原
則
と
し
て
採
用
し
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
は
、
同
時
に
連

邦
制
度
を
採
用
し
た
為
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
議
会
主
権
の
原
則
」
を

完
全
に
継
受
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六

O
年
の
カ
ナ

ダ
権
利
章
典
及
び
一
九
八
二
年
の
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章

の
制
定
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
会
主
権
の
原
則
は
そ
の
内
容
を
大

き
く
変
え
、
逆
に
、
「
司
法
権
の
優
越
の
原
則
」
が
カ
ナ
ダ
憲
法
上
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
る
。

以
下
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
主
権
の
原
則
の
概
念
と
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
そ
れ
と
を
比
較
検
討
す
る
。

第
二
項

U
W喜
一
教
授
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
主
権
を
以
下
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
議
会
主
権
の
原
則
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ

と
、
即
ち
、
議
会
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
(
開
口

mrvmug回
岳
民
位
。
ロ
)
の
下

で
は
た
と
え
い
か
な
る
法
で
あ
っ
て
も
制
定
又
は
廃
止
す
る
権
限
を
有
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
い
か
な
る
人
も
し
く
は
機
関

も
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
に
よ
り
、
議
会
の
立
法
を
無
効
(
。
話
豆
島
市
)
に
し
、

又
は
、
排
除
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
、
と

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
主
権
概
念
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い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
立
法
権
限
を
制
限
す
る
も
の
は
理
論
上
何
も

存
在
し
な
い
。
通
常
の
議
会
立
法
で
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
法
、

特
定
の
事
項
に
関
す
る
立
法
権
限
を
議
会
に
付
与
し
他
の
機
関
が
同
様
の

立
法
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
統
治
構
造
に
関
す
る
法
、
さ
ら
に
、
議
会

が
そ
れ
に
反
す
る
立
法
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
権
利
章
典
は
、
い
ず
れ

も
イ
ギ
リ
ス
に
は
存
在
し
な
い
。
議
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
法
も
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
立

法
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
、

法
律
に
よ
り
将
来
の
議
会
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
裁
判
所
を
含
め
、

い
か
な
る
機
関
も
議
会
立
法
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
立
法
審
査
権
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
の
叫
者
教
授
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
議
会
が
立

法
過
程
に
関
す
る
規
定
、
即
ち
、
立
法
手
続
や
、
立
法
の
方
法
、
形
式
に

関
す
る
規
定
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
主
権
を
自
ら
制
限
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
将
来
の
議
会
に
対

し
特
定
の
内
容
の
立
法
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
議
会
自
身
も
な
し
得
な
い

の
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
会
主
権
概
念

連
邦
制
度
に
よ
る
議
会
主
権
の
制
限

一
八
六
七
年
憲
法
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
議
会
主
権
の
原
則
は
、
同
法
が

同
時
に
採
用
し
た
連
邦
制
度
に
内
在
す
る
要
請
に
よ
り
、
制
限
を
受
け
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
連
邦
制
度
の
下
に
お
い
て
は
連
邦
・
州
聞
の
権
限
配

分
規
定
を
有
す
る
「
成
文
憲
法
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、
「
憲
法
の
優
越
性
」

が
前
提
と
な
る
。
そ
の
為
、
連
邦
及
び
州
の
議
会
は
憲
法
上
の
立
法
権
限

配
分
規
定
に
常
に
拘
束
さ
れ
、
当
該
権
限
配
分
規
定
を
自
ら
の
立
法
で
覆

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
連
邦
及
び
州
の
議
会
は
、

憲
法
に
よ
り
、
自
己
に
配
分
さ
れ
た
立
法
管
轄
権
内
の
事
項
に
関
し
て
の

み
立
法
権
限
を
有
し
、
他
の
レ
ベ
ル
の
政
府
に
配
分
さ
れ
た
事
項
に
関
し

て
は
一
切
立
法
権
限
を
有
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ナ
ダ

に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
有
す
る
「
主
権
性
」
が
存
在
し
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
会
主
権

原
則
の
影
響
が
強
く
、
連
邦
議
会
及
び
州
議
会
は
、
自
己
の
立
法
権
限
内

に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
同
様
、
「
万
能
な
立
巾
ロ
白
弓
削
ロ
色
白
g
H
L
m
L

立
法
権
限
を
有
す
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
連
邦
制
度
の
下
、
連
邦
及
び
州
の
議
会
の
立
法
権
限

に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
が
各
レ
ベ
ル
の
立
法
権
限

優
越
を
審
査
す
る
権
限
を
行
使
し
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
存

第
三
項
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在
し
な
い
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
権
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
連
邦

制
度
の
下
、
裁
判
所
の
当
然
の
権
限
の
ご
と
く
解
さ
れ
、
憲
法
上
の
権
限

配
分
規
定
に
違
反
す
る
議
会
立
法
(
連
邦
及
び
州
を
含
む
)
を
、
裁
判
所

が
、
議
会
の
権
限
磁
越
を
理
由
に
無
効
と
判
示
し
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
一
八
六
七
年
憲
法
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
議
会
主
権
の
原
則
は
、
連
邦
制
度
に
内
在
す
る
諸
要
請
の
為
、
立
法

事
項
に
関
す
る
権
限
配
分
上
の
制
限
を
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
に
よ
る
制
限

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
問
権
利
章
典
に
抵
触
す
る

連
邦
法
は
そ
の
効
力
を
停
止
さ
れ
適
用
不
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見

す
る
と
、
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
、
前
述
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
制
限
さ
れ

た
議
会
主
権
の
原
則
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
権
利
章
典
第
二
条
は
、
将
来
の
議
会
に
対
し
て
権
利
章
典
に

抵
触
す
る
内
容
の
立
法
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
連
邦
議
会
は
自
己

の
立
法
権
限
内
に
お
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
同
様
な
万
能
の
立
法
権
限

を
有
す
る
、
と
い
う
原
則
に
反
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、

以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
理
由
に
よ
り
、
同
二
条
の
規
定
が
、
カ
ナ
ダ
の
伝

統
に
反
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
同
二
条
の
適
用
除
外
条
項
が
存

在
す
る
為
、
こ
の
規
定
を
援
用
す
れ
ば
、
連
邦
議
会
は
権
利
章
典
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
種
の
立

法
の
先
例
が
あ
り
、
そ
れ
は

u
w
a
教
授
の
い
う
議
会
主
権
の
原
則
に

反
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
九
三
二
年
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン

ス
タ
l
法
第
四
条
は
、
「
こ
の
制
定
法
の
施
行
後
制
定
さ
れ
た
連
合
王
国

議
会
の
制
定
法
は
、
そ
の
制
定
法
に
お
い
て
、
自
治
領
が
そ
の
制
定
を
請

求
し
、
か
っ
、
そ
れ
を
承
認
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
宣
言
さ
れ
な
い
限
り
、

当
該
自
治
領
の
法
律
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
自
治
領
に
そ
の
効
力
を
及
ぼ

し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
及
ぼ
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規

定
し
、
将
来
の
議
会
の
立
法
権
限
を
制
限
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
解
さ
れ

得
る
。
し
か
し
、
当

Z
R
m
教
授
は
、
「
:
・
こ
の
規
定
は
、
将
来
の
議

会
の
、
自
治
領
に
対
す
る
立
法
権
限
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

は
、
当
該
立
法
権
限
が
い
つ
行
使
さ
れ
た
と
看
倣
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る

為
の
準
則
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
理
論
に
よ

れ
ば
、
権
利
章
典
第
二
条
も
立
法
の
方
法
と
形
式
、
即
ち
、
立
法
過
程

の
手
続
的
規
定
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
議
会
主
権
の
原
則
に
反
し
な
い
も

の
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
第
一
一
一
の
理
由
と
し
て
、
権
利
章
典
は
通

常
の
議
会
制
定
法
で
あ
る
為
、
議
会
は
通
常
の
立
法
で
い
つ
で
も
同
法
を

改
正
、
も
し
く
は
、
廃
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来

の
議
会
の
主
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る。
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権
利
章
典
第
二
条
の
規
定
が
カ
ナ
ダ
の
議
会
主
権
原
則
に
反
す
る
と
思

わ
れ
る
第
二
の
理
由
は
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
連
邦
制
度
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
は
自
己
の
立
法
権
限
内
で
は
い

か
な
る
立
法
を
な
す
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
裁
判
所
の
違
憲
審

査
は
、
特
定
の
立
法
が
連
邦
議
会
の
権
限
内
に
あ
る
か
否
か
と
い
う
立
法

権
限
範
囲
に
関
す
る
審
査
の
み
を
行
な
い
、
当
該
立
法
の
賢
明
さ
や
公
正

さ
(
呈
邑

O
B
R
P
-
g
m
g
a
p
Z巾
包
曲
目

g
gロ
)
と
い
っ
た
立
法
内
容
の

実
体
的
審
査
は
行
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
権
利
章
典
の
制
定

に
よ
り
、
裁
判
所
に
立
法
内
容
の
実
体
的
審
査
権
が
付
与
さ
れ
た
為
、

連
邦
議
会
は
自
己
の
立
法
権
限
内
に
お
い
て
も
そ
の
万
能
の
権
限
を
有
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
制
度
に
よ
り
制
限
さ
れ

た
議
会
主
権
が
よ
り
制
限
さ
れ
た
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
適

用
除
外
条
項
の
援
用
や
議
会
立
法
に
よ
る
権
利
章
典
の
改
廃
に
よ
り
、
議

会
は
自
己
の
主
権
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
権

利
章
典
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
制
限
さ
れ
た
議
会
主
権
の
原
則
に
反
し
な
い

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
適
用
除
外
条
項
の
援
用
が
政
治
的
諸
事
由
か
ら
実
際

上
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
以
上
に
、
権
利
章
典
を
廃
止
、

又
は
、
改
悪
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
理
論

上
維
持
さ
れ
て
い
る
議
会
主
権
の
原
則
も
、
「
実
際
上
は
、
多
大
な
程
度
、

弱
め
ら
れ
て
い
る
」
と
み
る
の
が
よ
り
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
が
「
準
憲
法
」
的
性
格
を
有
す
る
為
に
生
じ
た
議
会
主

権
の
原
則
の
更
な
る
制
限
は
、
同
時
に
、
「
準
・
司
法
権
の
優
越

(
告
白
色
宮
内
出

n
E
E℃
B
B
R可
)
」
の
原
則
を
カ
ナ
ダ
の
法
制
度
に
も
た

ら
し
た
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
制
下
で
立
法
権
限
配
分
規
定
に
よ
り
制
限
さ
れ
て

い
た
議
会
主
権
の
原
則
は
、
連
邦
議
会
に
関
す
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
カ

ナ
ダ
権
利
章
典
に
よ
り
更
に
制
限
を
加
え
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る。

権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
と

議
会
主
権
の
原
則

一
九
八
二
年
に
人
権
憲
章
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
及
び
州

の
議
会
は
、
人
権
憲
章
で
保
障
さ
れ
た
諸
権
利
を
侵
害
す
る
法
律
を
制
定

す
る
こ
と
を
憲
法
上
禁
止
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
と
州
の
議

会
は
、
川
連
邦
制
に
お
け
る
立
法
権
限
配
分
規
定
に
よ
る
制
限
、
及
び
、

ω人
権
保
護
に
関
す
る
人
権
憲
章
上
の
制
限
、
の
二
つ
の
立
法
権
限
に
関

す
る
憲
法
上
の
制
限
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

人
権
憲
章
は
、
権
利
章
典
同
様
、
第
三
三
条
で
適
用
除
外
条
項
を
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
援
用
す
れ
ば
、
連
邦
及
び
州
の
議
会
は
人
権
憲

北法39(2 -126) 378 
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章
の
拘
束
か
ら
自
由
に
な
る
。
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
憲
法
の
伝
統
で
あ
る
議

会
主
権
の
原
則
を
保
持
す
る
為
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
適
用
除
外
条
項
も
人
権
憲
章
第
二
条
及
び
第
七
条
か
ら

第
一
五
条
に
の
み
適
用
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
条
項
の
援
用
は
政
治
的

に
み
て
も
非
常
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
実
際
上
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
会
主
権
の
原
則
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
向
原
則
と
比
較
す
る
と
、
極
め
て
重
要
な
程
度
、
制
限
を
加
え
ら

れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
特
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
人
権
憲
章
に

基
づ
き
人
権
保
障
に
積
極
的
立
場
を
採
っ
て
い
る
現
段
階
に
お
い
て
は
、

少
な
く
と
も
、
「
準
司
法
権
の
優
越
」
と
解
し
得
る
現
象
が
カ
ナ
ダ
に

お
い
て
生
じ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

(
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)
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(
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)
E
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(
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包
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部
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一
章
第
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節
四
項
参
照
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(
刊
)
一
八
七
五
年
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
を
設
立
す
る
為
の
法
案
が
庶

民
院
で
審
議
さ
れ
た
際
、
同
町

0
5巳
伸
司
法
務
大
臣
は
法
案
の
説

明
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
下
す
憲
法
問
題
に
関
す
る
判

断
は
、
照
会
事
件
に
お
け
る
判
断
同
様
勧
告
的
で
「
道
徳
的
な

重
要
性
自

O
B一
毛
色

m
Z」
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
為
、
法
的

意
味
に
お
け
る
判
決

(gm白ご
c
a
m
g
mロ
円
)
と
し
て
の
効
力
を

有
し
な
い
、
と
述
べ
た
。

こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
憲
法
判
断
を

下
し
て
も
、
議
会
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
議
会
主
権

の
原
則
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
他
の
多
く
の
議
員
達
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
判
決
が

法
的
拘
束
力
を
有
す
る
最
終
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
を
有

し
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
判
例
は
、
後
者
の
立
場
を
明
示

的
に
採
っ
た
為
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
議
会
主
権
の
原
則
は
、
か

な
り
、
制
限
つ
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

わ曲ロ釦色白一
w
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g
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タ
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叩
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白丹市少]{∞
ud--N∞
AF--∞∞-
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忠
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宮
包
EVロ
事
件
の
よ
う
な
歴
史
的
に
重
要
な
判
決
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ

故
、
違
憲
審
査
権
の
起
源
に
関
し
、
様
々
な
学
説
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論

拠
に
基
づ
い
て
説
明
を
試
み
て
い
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
代
表
的
な
三
つ
の
学
説
の
検
討
を

通
し
て
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
起
源
に
つ
い
て
考
察
を
進
め

て
レ
く
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

4
『

-Fae呂
田
ロ
教
授
の
学
説

r
a
R
g
g
教
授
は
、
カ
ナ
ダ
が
建
国
当
時
既
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
継
受

し
て
い
た
司
法
権
の
独
立
性
と
、
連
邦
制
度
の
理
論
に
、
違
憲
審
査
権
の

起
源
を
求
め
て
い
る
。

同
教
授
は
、
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
原
別
で
あ
る
議
会
の
優
越

性
は
、
他
の
憲
法
上
の
原
則
、
特
に
、
司
法
権
の
独
立
性
に
よ
り
制
限
を

受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
説
明
す
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
同
教
授
は
、
中

央
集
権
化
し
た
コ
モ
ン
・
ロ

1
裁
判
所
の
中
で
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
が

そ
の
報
酬
、
身
分
を
保
障
さ
れ
、
裁
判
所
が
裁
判
所
侮
辱
罪
の
適
用
に
よ

り
、
裁
判
所
の
命
令
の
実
行
性
を
自
ら
の
手
で
担
保
す
る
権
限
を
有
し
た

こ
と
等
が
、
歴
史
的
に
い
か
に
発
展
し
た
か
を
考
察
し
、
結
論
と
し
て
、

そ
れ
ら
上
級
裁
判
所
の
独
立
性
が
憲
法
上
の
地
位
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
上
級
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
に
説
明

す
る
。
即
ち
、
裁
判
所
は
議
会
立
法
の
有
効
性
の
審
査
権
は
有
し
な
い
が
、

下
級
行
政
機
関
や
公
務
員
の
行
為
に
関
す
る
審
査
権
を
有
し
、
そ
れ
ら
の

行
為
が
権
限
外
の
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
ら
の
行
為
の
効
力
を
奪
う
権
限
を

有
し
て
い
た
。
下
級
裁
判
所
の
判
断
は
上
級
裁
判
所
に
よ
り
審
査
さ
れ
る

が
、
上
級
裁
判
所
の
判
断
は
他
の
国
家
機
関
に
よ
り
原
則
と
し
て
審
査
さ

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
が
公
法
、
私
法
の
紛
争

に
関
し
最
終
的
判
断
を
下
す
権
限
を
有
し
、
司
法
権
が
独
立
し
た
管
轄
権

限
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

次
に
同
教
授
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
確
立
し
た
司
法
権
の
独
立
の
原

則
1

裁
判
官
の
身
分
保
障
と
司
法
管
轄
権
の
独
立
ー
が
、
連
邦
結
成
前
夜

に
は
、
現
在
の
カ
ナ
ダ
に
あ
た
る
植
民
地
の
統
治
構
造
の
一
部
と
し
て
既

に
確
立
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
、
一
八
六
七
年
憲
法
に
よ
り
確
認

さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
一
八
六
七
年
憲
法
の
司
法
に
関
す
る
規

定
(
九
六
条
l
一

O
O条
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
央
集
権
化
し
た
国
王
裁

判
所
の
よ
う
な
州
の
上
級
裁
判
所
を
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
創
設
す
る
意
図
を

示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官
が
有
し
て
い
た
独
立
性

(
身
分
保
障
)
は
、
州
の
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
も
有
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
独
立
性
は
、
特
に
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
州
の
上
級
裁
判
所
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
級
裁
判
所
が
有
し
て
い
た
の

と
同
様
の
、
他
の
機
関
に
よ
っ
て
は
行
使
さ
れ
得
な
い
法
適
用
機
能
に
関

北法39(2・129)381 
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す
る
独
自
の
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
が
、
憲
法
の
司
法
規
定
に
よ
り
保
障

さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
王
座
裁
判
所
は
「
公
務
員
や
、
他

の
機
関
が
、
適
切
に
法
を
遵
守
し
て
い
る
か
に
つ
き
、
一
般
的
監
督
権

(mgq色
白
星
巾
ユ
ロ
窓
口

agn巾
)
を
行
使
し
て
き
た
」
為
、
立
法
権
限
配

分
に
関
す
る
問
題
の
最
終
的
判
断
権
限
は
州
の
上
級
裁
判
所
の
権
限
と
し

て
特
に
適
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
六
条

か
ら
一

O
O条
は
、
か
か
る
権
限
配
分
に
関
す
る
問
題
の
最
終
的
判
断
権

を
州
の
上
級
裁
判
所
に
付
与
し
て
い
る
。
「
さ
ら
に
、
連
邦
国
家
に
お
い

て
は
、
権
限
配
分
の
決
定
は
、
上
級
裁
判
所
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
」
。

同
様
に
、
連
邦
の
上
級
裁
判
所
も
、
憲
法
上
、
裁
判
官
の
独
立
性
と
管
轄

権
の
独
立
性
を
有
し
て
い
る
。

円
包
R
B
S
教
授
は
、
司
法
権
の
独
立
に
よ
り
保

障
さ
れ
た
独
自
の
管
轄
権
と
、
連
邦
国
家
が
そ
の
立
法
権
限
配
分
に
関
し

最
終
的
判
断
機
関
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
、
違
憲
審
査
権
の
起
源
を
求
め
、

そ
れ
が
、
一
八
六
七
年
憲
法
(
第
九
六
条
|
一

O
一
条
)
に
よ
り
前
提
さ

れ
て
い
た
と
説
明
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

こ
の
説
に
対
し
、

ω丹
EU可
四
円
博
士
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
級
裁
判
所
は

議
会
制
定
法
の
有
効
性
を
審
査
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
を
継
受
し
た
カ
ナ
ダ
の
上
級
裁
判
所
は
決
し

て
違
憲
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。
さ

ω
g
E
H
教
授
は
、
連
邦
結
成
時
と
一
八
七
五
年
の
カ
ナ
ダ
最
高

裁
判
所
設
立
時
の
違
憲
審
査
権
に
関
す
る
議
会
に
お
け
る
議
論
が
、

F
a
R
B
B
教
授
に
よ
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
反
論

し
て
い
る
。
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ら

二
回
・

ω同
日
百
三
博
士
の
学
説

ω可
a
R
博
士
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
は
、
現
在
の
カ
ナ

ダ
に
あ
た
る
植
民
地
の
立
法
権
限
を
規
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
立
法
に

黙
示
的
に
前
提
と
さ
れ
て
い
た
裁
判
管
轄
権
に
基
礎
を
置
く
植
民
地
制
度

の
所
産
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
伝
統
に
よ
り
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た

管
轄
権
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
違
憲
審

査
権
の
主
要
な
関
心
事
は
、
人
権
保
障
で
は
な
く
連
邦
制
の
擁
護
に
あ
っ

た
と
主
張
す
る
。

2
3
M『
巾
『
博
士
は
、
ま
ず
、
植
民
地
の
立
法
府
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
の

立
法
に
・
抵
触
す
る
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
意

味
に
お
い
て
喰
定
さ
れ
た
立
法
権
限
の
み
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
他
の
植
民
地
裁
判
所
は
、
一
八
六
五
年
植
民
地
法
効
力

法
に
明
示
の
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
植
民
地
の
立
法
が
本
国
の
立
法
に
抵

触
す
る
か
否
か
、
即
ち
、
植
民
地
立
法
の
有
効
性
を
審
査
し
た
事
実
を
示

す
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
連
邦
結
成
以
前
に
は
、
植
民
地
裁
判
所
が
実
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際
に
植
民
地
立
法
を
無
効
と
し
た
事
例
は
存
し
な
い
が
、
適
切
な
事
件
が

発
生
し
て
い
れ
ば
、
裁
判
所
は
植
民
地
立
法
を
、
立
法
府
の
権
限
険
越
を

理
由
に
無
効
と
す
る
準
備
を
し
て
い
た
、
と
同
博
士
は
主
張
す
る
。
さ

ら
に
、
植
民
地
に
お
け
る
法
的
紛
争
の
最
上
級
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
て

い
た
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
、
植
民
地
立
法
の
有
効
性
を
審
査
し
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
、
他
の
植
民
地
裁
判
所
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
裁

判
所
、
さ
ら
に
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
、
植
民
地
立
法
の
有
効
性
を
審

査
す
る
権
限
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
の
植
民
地
裁
判
所

の
裁
判
官
も
、
必
要
な
場
合
に
、
植
民
地
立
法
の
有
効
性
を
審
査
す
る
こ

と
は
適
切
な
司
法
権
の
行
使
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

g
g
M『
巾
『
博
土
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
議
会
の

立
法
権
限
に
は
制
限
が
存
し
、
そ
の
制
限
は
裁
判
所
が
強
制
窓
口
町

2
8
)

す
る
と
い
う
原
則
の
下
に
制
定
さ
れ
た
、
と
結
論
‘
、
つ
け
て
い
る
。

連
邦
結
成
時
の
議
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
、

連
邦
結
成
の
後
、
違
憲
立
法
審
査
権
を
行
使
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
一

八
七
五
年
に
設
立
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
も
、
一
八
七
八
年
の

切
宮
内
ミ
ゼ
・
吋
可
。
寝
室
事
件
に
お
い
て
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
つ
き

何
ら
臨
時
踏
す
る
こ
と
な
く
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
制
定
法
の
有
効
性
を
審
査

し
た
。
さ
ら
に
、
一
八
七
九
年
の

S
E
-
-
h
g
h
h
S
事
件
に
お
い
て
、

担
仲
岳
町
最
高
裁
長
官
は
、
連
邦
制
度
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
と
し
て
、

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
連
邦
及
び
州
の
議
会
が
支
配
さ
れ
る
諸
原
則
を
有

権
的
に
宣
言
す
る
責
務
を
有
す
る
、
と
判
示
し
た
o

g
E克
司
博
士
に
よ
る
と
、
連
邦
結
成
の
後
に
裁
判
所
が
違
憲
審
査

を
行
使
し
た
の
は
、
一
八
六
七
年
以
前
に
存
在
し
て
い
た
状
況
の
結
果
で

し
か
な
い
。
植
民
地
体
制
は
、
基
本
的
に
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
為
、
司

法
権
行
使
の
実
際
も
継
続
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
カ
ナ
ダ
の
立
法
は
、
一

八
六
五
年
植
民
地
法
効
力
法
の
支
配
下
に
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
り
無
効
と

さ
れ
る
可
能
性
が
存
し
て
い
た
。
連
邦
及
び
州
の
議
会
は
、
制
限
さ
れ
た

立
法
権
限
の
み
を
有
し
、
そ
の
制
限
は
、
裁
判
所
に
よ
り
審
査
判
断
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

ω可
白
山
諸
吋
博
士
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査

権
の
起
源
を
限
定
さ
れ
た
立
法
権
限
を
有
す
る
植
民
地
立
法
府
の
制
定
法

の
有
効
性
を
審
査
し
た
裁
判
所
の
審
査
権
に
求
め
、
そ
れ
は
、
植
民
地
体

制
の
所
産
で
あ
る
と
結
論
，
つ
け
て
い
る
。

ω
B
E
H
教
授
は
、

g
E
M『
巾
司
博
士
が
一
八
六
七
年
憲
法
、
及
び
、
一

八
七
五
年
カ
ナ
ダ
'
最
高
裁
判
所
法
制
定
時
の
議
会
に
お
け
る
議
論
に
対
し

ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
同
博
士
の
議
論
は
根

拠
の
脆
弱
な
仮
定
に
の
っ
て
い
る
と
い
う
宮
島
市

B
B教
授
の

ω
Eヨ
『

博
士
に
対
す
る
批
判
を
肯
定
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
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三
』
・

ω
S
R
V
教
授
の
学
説

ω
B
E
H
教
授
は
、
一
八
六
七
年
の
連
邦
結
成
時
及
び
一
八
七
五
年
カ

ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
制
定
時
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
に
関
す
る
議
会
に
お

け
る
議
論
か
ら
、
違
憲
審
査
権
の
起
源
を
探
ろ
う
と
試
み
る
。

一
八
六
四
年
の
ケ
ベ
ッ
ク
会
議
と
カ
ナ
ダ
議
会
で
の
議
論
を
分
折
し
、

ω巴
同
町
教
授
は
、
「
誰
も
、
違
憲
審
査
の
重
要
性
、
特
に
、
連
邦
議
会
と

地
方
議
会
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
重
要
性
に
つ
き
、
レ

か
な
る
幻
想
を
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
ケ
ベ
ッ
ク

決
議
で
意
図
さ
れ
た
連
邦
体
制
の
下
で
、
違
憲
審
査
が
必
要
か
否
か
で
あ

っ
た
」
と
指
摘
し
、
連
邦
政
府
が
有
す
る
州
議
会
立
法
に
対
す
る
執
行
停

止
権
限
の
存
在
に
よ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
権
限
配
分
紛
争
解
決
の
必
要
性

が
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
同
教
授
は
、
一
八

七
五
年
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
の
制
定
が
審
議
さ
れ
た
頃
ま
で
に
は
、

憲
法
上
並
び
に
実
際
上
の
要
請
か
ら
、
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
権
の
必

要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査

機
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
川
そ
れ
は
、
連
邦
政
府
の
州
の
立
法
に
対
す
る

執
行
停
止
権
限
の
補
助
的
役
割
を
果
た
す
、
つ
ま
り
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
は
連
邦
機
関
の
一
部
で
あ
る
と
の
考
え
と
、

ω新
設
さ
れ
る
カ
ナ
ダ

最
高
裁
の
違
憲
審
査
権
は
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
最
終
的
判
断
権
を
連

邦
政
府
か
ら
裁
判
所
へ
移
送
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
の
見
解
に
分
か
れ

(
お
}

て
い
た
。
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カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
結
局
、
後
者
の
見
解
に
よ
り
近
い
立
場
で
違

憲
審
査
権
を
行
使
し
た
が
、

ωヨ
正
岡
教
授
は
、
か
か
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁

に
よ
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
が
一
八
七
五
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
に
そ

の
根
拠
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

ω
B
E
H
教
授
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
と
一
八
七
五

年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
制
定
時
の
議
会
に
お
け
る
議
論
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
起
源
を
一
八
七
五
年
の
カ

ナ
ダ
最
高
裁
判
所
設
立
時
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

四

検
討

F
E
R
g
g
教
授
の
説
は
、

ω円
ZM可
巾
円
博
士
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
上
級
裁
判
所
が
行
使
し
て
い
な
か
っ
た
議
会
制
定
法
の
有
効

性
の
審
査
権
を
、
同
裁
判
所
を
モ
デ
ル
と
し
た
カ
ナ
ダ
の
上
級
裁
判
所
が

有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
が
不
明
確
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
が
違

憲
立
法
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
は
司
法
権
の
独
立
性
の
み
で
は
説
明
の
つ

か
な
い
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
仮
に
こ
の
批
判
が
正
当
で
あ
れ
ば
、

r
e
g
g教
授
の
有
す
る
論
拠
は
、
連
邦
制
に
お
け
る
権
限
配
分
に
関

す
る
紛
争
を
裁
判
所
に
よ
り
解
決
す
る
必
要
性
の
み
と
な
る
。
こ
の
論
拠

は

ωヨ
吉
岡
教
授
の
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

ω
B
E
H
教
授
の
説



は
、
連
邦
結
成
以
降
一
八
七
五
年
以
前
の
問
、
州
の
裁
判
所
が
行
使
し
て

い
た
違
憲
審
査
権
の
起
源
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
っ
、
こ
の
事

実
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
起
源
が
、
一
八
七
五
年
の
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
設
立
時
に
あ
る
と
す
る
同
教
授
の
説
を
、
真
向
か
ら
否
定

す
る
。
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ω同
司
印
可
巾
吋
博
士
は
、
連
邦
結
成
以
前
に
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
が
植
民
地

法
の
有
効
性
を
審
査
し
、
立
法
府
の
権
限
険
越
の
場
合
当
該
立
法
を
無
効

に
す
る
準
備
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
違
憲
審
査
権
の
起
源
を
連

邦
結
成
以
前
の
植
民
地
体
制
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
.
こ
の
前
提
が
歴

史
的
事
実
に
よ
り
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
同
博
士
の
説
も
論
拠
脆
弱
と
批

判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

P
S
M
B吋
博
士
の
か
か
る
前
提
が
論
拠
を
欠

く
場
合
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
起
源
は
連
邦
国
家
の
体
制
に

求
め
ら
れ
、
そ
れ
故
、
連
邦
結
成
以
降
、
州
裁
判
所
と
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判

所
が
鴎
賭
な
く
違
憲
審
査
権
を
行
使
し
た
こ
と
の
説
明
も
可
能
と
な
る
。

前
述
三
つ
の
学
説
の
共
通
部
分
は
、
制
限
さ
れ
た
立
法
権
限
し
か
持
た

な
い
連
邦
及
び
州
の
議
会
の
立
法
権
限
険
越
に
関
す
る
紛
争
は
裁
判
所
と

い
う
中
立
的
な
判
定
者
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
連
邦
制
度
の
要
請
が
制
限
さ
れ
た
議
会
の
立
法
権
限
に
由
来
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
立
法
権
限
除
越
に
関
す
る
紛
争
を
裁
判
所
に
よ
り
解
決
す
べ
き

要
請
は
植
民
地
時
代
に
も
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
植
民

地
の
立
法
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
法
に
よ
り
立
法
権
限
が
制
限
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
法
的
紛
争
の
最
上
級
裁
判
所
と
し
て
、
当
該
立
法
権
限
に
関
す

る
紛
争
を
判
断
し
て
き
た
。
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
行
使
し
た
植
民
地
立

法
の
審
査
権
に
対
し
何
ら
疑
義
が
生
ぜ
ず
、
同
司
法
委
員
会
が
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
裁
判
制
度
の
最
上
級
裁
判
所
と
し
て
司
法
機
能
を
果
た
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
植
民
地
立
法
の
有
効
性
に
関

す
る
審
査
権
が
裁
判
所
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
黙
示
的

に
は
、
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
連

邦
結
成
直
後
に
州
裁
判
所
が
何
の
薦
踏
も
な
く
議
会
立
法
の
有
効
性
を
審

査
し
、
そ
の
審
査
権
限
に
対
し
何
ら
疑
義
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

も
充
分
に
推
論
さ
れ
得
る
。
こ
の
推
論
が
、
仮
に
正
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

前
述

ω可

aR博
士
の
前
提
(
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
植
民
地
裁
判
所
に
よ

り
議
会
立
法
の
有
効
性
を
審
査
す
る
準
備
が
、
連
邦
結
成
以
前
に
で
き
て

い
た
)
も
そ
の
根
拠
を
強
め
、
同
博
士
の
説
の
妥
当
性
を
よ
り
高
め
る
こ
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と
に
な
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
が
、
限
定
さ
れ
た
立
法
権
限
し
か
有
さ

な
い
議
会
の
権
限
除
越
の
有
無
を
審
査
す
る
権
限
と
し
て
理
解
さ
れ
る
以

上
、
そ
の
起
源
を
、
植
民
地
体
制
下
の
裁
判
所
が
有
す
る
植
民
地
立
法
の
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有
効
性
の
審
査
権
に
求
め
る
こ
と
は
、
か
な
り
の
妥
当
性
が
あ
る
よ
う
に

解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
現
段
階
で
は
、
前
述

ω昨
日
可

R
博
士
の
説
が
、

他
の
学
説
と
比
較
し
て
よ
り
説
得
的
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

第
二
項
違
憲
審
査
権
の
発
展

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
は
議
会
が
有
す
る
限

定
さ
れ
た
立
法
権
の
権
限
険
越
を
審
査
す
る
権
限
と
し
て
発
展
し
て
き

た
。
一
八
六
七
年
憲
法
が
権
利
章
典
を
有
せ
ず
、
主
に
連
邦
・
州
の
立
法

権
限
の
配
分
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審

査
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
当
該
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
従
っ
て
、
裁
判
所
が
審
査
す
る
対
象
は
、
連
邦
又
は
州
議
会
の

制
定
法
の
有
効
性
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
特
定
の
立
法
が

当
該
立
法
を
制
定
し
た
議
会
の
立
法
権
限
内
に
あ
る
場
合
、
当
該
立
法
の

賢
明
さ
や
公
正
さ
、
又
は
、
立
法
権
限
濫
用
の
可
能
性
を
審
査
す
る
こ

と
を
拒
否
し
て
き
た
。
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
憲
法
の
文
言
に
照
ら
し
あ
る
特
定
の
立
法
が
ど
の
レ
ベ
ル
の

議
会
の
権
限
に
属
す
る
か
、
換
言
す
る
と
、
憲
法
上
あ
る
特
定
の
社
会
政

策
は
ど
の
レ
ベ
ル
の
政
府
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
立
法
権

限
の
範
囲
に
関
す
る
判
断
の
み
を
行
な
う
機
能
を
有
し
て
い
た
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
上
級
、
下
級
を
間
わ
ず
、
連
邦
及
び
州
の
裁
判

所
が
違
憲
審
査
権
を
行
使
し
得
る
。
そ
し
て
、
憲
法
問
題
は
、
最
終
的
に

は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

一
九
四
九
年
ま
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
、
カ
ナ

ダ
に
お
け
る
法
律
問
題
の
最
終
審
査
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
同

司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
同
裁

判
所
の
先
例
及
び
カ
ナ
ダ
か
ら
の
上
訴
に
対
す
る
枢
密
院
司
法
委
員
会
の

先
例
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
が
廃

止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九
六
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
院
が
そ
れ
を
適
切

と
認
め
た
場
合
貴
族
院
自
身
の
先
例
を
変
更
す
る
意
思
を
表
明
し
た
後
、

一
九
六
七
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
そ
れ
が
適
切
な
場
合
先
例
を
変
更
す
る
可

能
性
を
示
し
、
一
九
七
七
年
に
は
最
高
裁
自
身
の
先
例
を
示
し
、
一
九

七
八
年
に
は
枢
密
院
司
法
委
員
会
の
先
例
を
変
更
し
た
。
確
か
に
、
先
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例
拘
束
性
の
原
則
に
対
す
る
柔
軟
な
態
度
の
み
で
は
憲
法
の
動
的
な
発
展

に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ

れ
は
憲
法
の
発
展
の
為
の
一
つ
の
手
段
を
提
供
し
得
る
。
先
例
拘
束
性
の

原
則
を
柔
軟
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
激
変
す
る
社

会
状
況
に
適
合
し
た
発
展
的
な
憲
法
解
釈
を
す
る
為
の
一
つ
の
手
段
を
手

に
入
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
手
段
が
い
か
に
行
使
さ
れ
る
か
は
、
一
九

八
二
年
以
後
の
判
例
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
八
二
年
、
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
が
制
定
さ
れ
、
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裁
判
所
は
人
権
保
障
と
い
う
新
た
な
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人

権
憲
章
が
問
題
と
な
る
事
件
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
制
定
法
の
有
効
性

の
み
な
ら
ず
、
行
政
庁
の
処
分
や
行
為
の
有
効
性
も
人
権
憲
章
と
の
関
係

に
お
い
て
審
査
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
レ
る
。

人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
人
権
憲
章

に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
諸
権
利
を
保
護
す
る
為
に
、
第
一
に
立
法
内
容
、

即
ち
、
川
特
定
の
社
会
政
策
の
必
要
性
の
有
無
、
川
必
要
な
社
会
政
策
の

手
段
の
妥
当
性
、
と
い
う
極
め
て
実
体
的
政
策
的
判
断
、
加
え
て
、
第
二

に
行
政
権
限
行
使
の
方
法
の
賢
明
さ
、
公
正
さ
と
い
う
、
極
め
て
実
体
的

行
政
政
策
的
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
行

政
権
限
の
行
使
に
関
す
る
違
憲
審
査
権
限
は
、
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る

伝
統
的
違
憲
審
査
権
と
は
関
連
性
を
有
さ
な
い
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ

る。

カ
ナ
ダ
憲
法
の
発
展
に
伴
い
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違

憲
審
査
権
は
そ
の
範
囲
を
広
げ
、
立
法
権
限
配
分
機
能
か
ら
実
体
的
政
策

判
断
機
能
へ
と
い
う
質
的
転
化
を
遂
げ
て
き
た
。
現
在
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
は
こ
れ
ら
荷
者
の
機
能
を
有
し
、
従
来
か
ら
の
立
法
権
限
配
分
の
判

定
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
人
権
保
障
機
関
と
し
て
も
そ
の
責
務
を
果
た

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
に
お
い
て
権
利
章
典
に
関
す
る
違
憲
審
査

が
連
邦
制
度
に
関
す
る
そ
れ
よ
り
も
よ
り
重
要
に
な
っ
て
き
た
の
と
同
様

以
上
の
よ
う
に
、

に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
I

て
も
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
が
よ
り
重
要
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
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分
に
つ
き
違
憲
の
疑
い
あ
る
州
法
が
あ
ま
り
に
も
多
過
ぎ
、
連

邦
の
執
行
停
止
権
の
行
使
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
こ
と
を
本
法

案
の
説
明
の
際
述
べ
て
い
る
。
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司
m
a
q
丘
町
B-

白
ロ
色
丹
}
岡
市
わ
白
ロ
白
血
広
ロ
。
。
ロ
2
R
Z
Z
O
ロ
ョ
(
H
山
W
A
H
N
Y
H
∞
C
S
F
H
N
別
町
・

除
、
丸
山
山
町
民
・
印
ω
U
J

白昨日品。・

(
却
)
司

-n白
ag--gNN0
・
4
g
庄
三
曲
-
m
m
a
i
m
d『
同
ロ
a
S
巾
切
巳
O
同

問
符
宮
田
一
ロ
ミ
σoロ
開
国
曲
ロ
【
凶
昨
Z
K
F
R巾司自由
5
3
(
H
C
戸
)
・
mE

O
M
h
s
s
s
h
h
h
-
H
-
E
Y
注
目
。
・
同
教
授
も
、
カ
ナ
ダ
に
お

け
る
違
憲
審
査
権
は
植
民
地
立
法
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
立
法
に

抵
触
す
る
か
否
か
を
審
査
す
る
司
法
審
査
権
に
よ
り
確
立
さ
れ

た
と
述
べ
、
こ
の
種
の
司
法
審
査
権
は
第
一
審
裁
判
所
で
あ
る

植
民
地
裁
判
所
に
よ
り
行
使
さ
れ
、
最
終
的
に
は
枢
密
院
司
法

委
員
会
に
よ
り
行
使
さ
れ
た
、
と
の
〉
.
、
斗
吋
。
【
色
同
斥
門

引
用
し
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
(
〉
-
H，O
円

E
・
、
む
ミ
&
遺
言
・

H
a
ミ
の
室
町
還
さ
S
H
S
H
F
間
切
ミ
史
的
p
q
q
N
-
s
t
g
・
(
N
D
島
町
内
凶
-

H

∞
宏
)
と

ω。M
)

。
さ
ら
に
、
実
際
上
の
理
由
と
し
て
、
連
邦

制
度
に
お
い
て
、
連
邦
・
州
聞
の
権
限
配
分
に
関
し
公
正
な
判

定
者
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

(
州
制
)
ぎ
a
q
-
認
可
P
S
S
E
-
同
ニ
-

(
引
)
足
・
・
巳
H

・

(位

)
h
e
C
・
雪
作
培
-
A
-
b
-
P
R
W
{
H
E
N
]
K
M
-
n
・
印

2
・白押印∞ω・

(砧

)
N
W
S
E
F
q
¥
M
2
ミ
S
H
q
N
〉
ト
む
さ

~v同
(
H
∞
∞
吋
)
-
H
N
k
r
qヲ
【

U
2・

切
吋
m
Y
曲
仲
間
∞
叶
(
同
M
・
。
・
)
一
弘
・
。
・
n
S
F
H
h
h
・
。
・

0
ミ
J
[
H
∞
。
∞
]

kr-n・斗
{}0
・
回
同
斗
一
戸
N
|戸
ω
(】

M・ゎ・)・

(

川

明

)

わ

雪

印

-ENOw認
可

p
g
z
s
-丘
町
戸

(
川
町
)
カ
ナ
ダ
最
高
裁
か
ら
枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
は
、
同

司
法
委
員
会
が
上
訴
許
可
を
与
え
た
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
っ

た
。
同
司
法
委
員
会
は
、
主
に
重
要
な
憲
法
問
題
に
関
す
る
事

件
の
上
訴
を
認
め
て
い
た
。
州
の
裁
判
所
か
ら
直
接
枢
密
院
司

法
委
員
会
へ
上
訴
す
る
道
も
開
か
れ
て
い
た
。

M
U時
間
5
3
F

MHhも『民ロ。rwHm-同昨N4・

(必

)
W
S
M『

2
・
R
・・巳
N
C
・

(
門
別
)
こ
の
点
に
つ
き
、
田
中
英
夫
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
先
例
拘

束
性
の
原
理
の
変
更
に
つ
い
て
」
『
英
米
法
研
究
l
、
法
形
成

過
程
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
七
年
)
六
二
頁
参
照
。

(
必
)
N
W
S
S
R
M
2
言
@
ミ
タ
[
昌
司
}
ω
-
n
・
河
・
印
宮
・

(ω)
同町
-

h

叫・勾
-
p
h
u
S
実
容
(
巴
コ

)λ
。
0
・H
E
岡
山
・
(
包
)
巳
む
一

北法39(2・137)389 
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ミ
円
」
〈
お
さ
白
言
。
言
え
・
へ
唱
で
ご
同
町
司
法
)
』
い
足
-
t
・
吋
君
。
定
時
間
誌

(
H
C
U可一吋
)

w

沼
山
口
・
円
、
.
同

(ω
仏
)
凶
吋
ω
・

(
印
)
想
、
ミ
言
明
司
馬
、
曲
、
S
N
H
R
ミ
守
口
札
R

5

ミ
ミ
マ
H
H
.
a
h
h
ミ

(
同
市
町
叶
∞
)

w

∞

A
F
U
-
H
E
m
-
(
ω
仏
)

N
印、吋・

(
日
)
先
例
拘
束
性
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
部
第
三
章
第

三
節
参
照
。

(臼

)
ω
可
白
百
円
w

袋、

s-ロ
o
g
H
P
R
ω
。・

(
臼
)
人
権
憲
章
制
定
以
前
も
、
裁
判
所
は
司
法
審
査
権
の
行
使
と

し
て
行
政
庁
の
処
分
や
行
為
が
法
律
の
根
拠
を
有
す
る
か
否
か

を
審
査
し
て
い
た
。
人
権
憲
章
制
定
後
は
、
裁
判
所
は
違
憲
審

査
権
の
行
使
と
し
て
行
政
庁
の
行
為
が
人
権
憲
章
に
適
合
す
る

か
否
か
を
審
査
す
る
権
限
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(M)

留

5
3ア
ha
マh

H

・
5
8
5・白同印・

こ
の
種
の
違
憲
審
査
権
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
カ
ナ
ダ
権

利
章
典
の
下
で
の
司
法
審
査
権
が
あ
る
。

(
日
)
同
国
o
m
m
-
n色
言
及
言
及
ミ
悼
む
一
h
a
s
-
h
l
h
S
R
H
R
H
K
H
(
N
ロ。
-
m仏・

]FC

∞切
)

w

担件。∞・

第
五
節

本
章
の
ま
と
め

-
カ
ナ
ダ
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
し
て
発
展
し
、
一
八
六
七
年
の
イ

ギ
リ
ス
議
会
制
定
法
で
あ
る
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
ご
八
六
七
年
憲
法
)

の
制
定
に
よ
り
、
連
邦
国
家
と
し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
イ

ギ
リ
ス
と
の
宗
属
関
係
は
維
持
さ
れ
た
。

一
八
六
七
年
憲
法
は
主
に
統
治
機
構
を
規
定
し
、
そ
の
中
で
も
重
要
な

も
の
は
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
規
定
で
あ
っ
た
。
同
憲
法
は
合
衆

国
憲
法
が
有
す
る
よ
う
な
「
権
利
章
典
」
を
規
定
せ
ず
、
そ
れ
と
は
逆
に
、

イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
「
議
会
主
権
の
原
則
」
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
連
邦

制
度
を
採
用
し
た
為
、
連
邦
、
州
の
各
議
会
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
が
有
す
る

よ
う
な
主
権
性
を
有
す
る
こ
と
は
な
く
、
憲
法
上
付
与
さ
れ
た
立
法
権
限

内
に
お
い
て
の
み
万
能
な
立
法
権
限
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
に
関
す
る
法
的
紛
争
が

生
じ
、
裁
判
所
が
当
該
紛
争
の
最
終
的
判
断
権
と
し
て
の
違
憲
審
査
権
を

行
使
し
て
き
た
。
こ
の
違
憲
審
査
権
は
、
植
民
地
の
立
法
府
が
イ
ギ
リ
ス

本
国
の
立
法
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
立
法
権
限
の
み
を
有
し
、
立
法
権
限
険

越
の
有
無
を
植
民
地
裁
判
所
が
審
査
し
て
い
た
こ
と
に
そ
の
起
源
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

北法39(2・138)390 

2
一
八
六
七
年
憲
法
が
権
利
章
典
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
カ

ナ
ダ
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
イ

ギ
リ
ス
の
伝
統
の
下
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
立
法
府
が
積
極
的
に
人
権
保

護
に
配
慮
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
不
充
分
な
所
を
裁
判
所
が
コ
モ
ン
・
?
ー

の
諸
原
則
を
用
い
て
補
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
伝
統
的



に
、
人
権
保
護
を
立
法
府
の
責
務
と
理
解
し
、
立
法
府
は
か
か
る
責
務
を

果
た
し
て
き
た
。

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
、
人
権
保
護
問
題
が
重
要
な
社
会
問
題
と
な

り
、
各
州
が
独
自
の
権
利
章
典
を
通
常
の
制
定
法
に
よ
り
規
定
し
、
連
邦

議
会
が
連
邦
政
府
に
の
み
適
用
あ
る
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
を
制
定
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
も
有
効
な
人
権
保
護
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
ず
、
一
九
八
二
年
憲
法
を
制
定
す
る
際
、
硬
性
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ

た
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
が
制
定
さ
れ
、
人
権
保
障
が
憲

法
上
確
立
さ
れ
た
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

3
一
九
八
二
年
憲
法
は
、
人
権
憲
章
の
外
に
憲
法
改
正
手
続
を
規
定
し
、

自
国
内
で
憲
法
改
正
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

4
人
権
憲
章
制
定
に
よ
り
、
連
邦
、
州
の
各
議
会
は
一
八
六
七
年
憲
法

の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
よ
る
立
法
権
限
の
制
約
と
と
も
に
、
立
法
内
容

に
対
す
る
実
体
的
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
議
会
主
権
の
原
則
は
極

め
て
重
要
な
制
限
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
段
階
で
は
、
カ
ナ
ダ

に
お
い
て
少
な
く
と
も
「
準
・
司
法
権
の
優
越
」
と
理
解
し
得
る
憲
法
体

制
が
確
立
し
た
と
解
さ
れ
る
。

5
こ
の
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
内
容
も
変
化
し

た
。
人
権
憲
章
制
定
以
前
、
違
憲
審
査
の
対
象
は
、
法
律
が
そ
の
立
法
を

な
し
た
議
会
の
立
法
権
限
内
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
あ
り
、
立
法
内
容

の
賢
明
き
公
正
さ
等
の
要
素
は
一
切
審
査
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
人
権
憲
章
制
定
後
、
今
ま
で
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
立

法
内
容
の
妥
当
性
、
正
当
性
の
実
体
的
判
断
が
裁
判
所
に
よ
り
行
な
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
か
る
違
憲
審
査
権
の
質
的
変
化
は
、
「
立
法
権
限

配
分
機
能
」
か
ら
「
実
体
的
政
策
判
断
機
能
」
へ
の
転
化
と
し
て
理
解
し

得
る
。
現
在
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
機
能
を
用
い
て
違

憲
審
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
又
、
人
権
憲
章
の
制
定
に
よ
り
、
連
邦
制
の

維
持
と
い
う
意
味
に
お
け
る
連
邦
憲
法
の
保
障
と
い
う
従
来
の
機
能
に
加

え
、
人
権
保
障
機
能
が
違
憲
審
査
の
機
能
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
。

以
上
で
、
カ
ナ
ダ
憲
法
に
関
す
る
基
礎
的
概
念
の
概
観
を
終
え
る
。
次

章
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
に
つ
き
概
観
す
る
。

第
二
章

裁
判
所
制
鹿

第
一
節

概
要

北法39(2・139)391 

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
は
、
連
邦
国
家
と
し
て
の
性
質
を
有
し

て
い
る
面
も
あ
る
が
、
合
衆
国
に
お
け
る
よ
う
な
連
邦
裁
判
所
と
州
裁
判

所
の
分
離
は
み
ら
れ
ず
、
極
め
て
統
一
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
。
州
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の
裁
判
所
は
、
適
用
す
る
法
が
連
邦
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
州
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、
又
、
連
邦
憲
法
で
あ
っ
て
も
、
全
て
の
事
件
に
関
す
る
管
轄

権
を
有
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
州
の
裁

判
所
は
「
そ
れ
が
連
邦
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
州
議

会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
拘
わ
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
園
内
で
有

効
な
全
て
の
法
を
実
行
(
叩
岡
市

g
g
)
す
る
義
務
を
有
す
る
」
の
で
あ
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
は
、
連
邦
裁
判
所
が
連
邦
の
法
律
に
関
す
る
問
題
を

判
断
す
る
、
と
い
う
連
邦
裁
判
所
と
州
裁
判
所
の
分
離
制
度
を
要
請
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
同
法
一

O
一
条
は
、
連
邦
議
会
が
「
カ
ナ
ダ
の
諸
法

律
の
円
滑
な
運
営
の
為
」
連
邦
裁
判
所
を
設
立
す
る
権
限
を
有
す
る
旨
規

定
し
て
い
る
。
こ
の
権
限
は
、
一
八
七
五
年
に
カ
ナ
ダ
財
務
裁
判
所

(
別
居
宮
古
旬
。
。
同
士
}
同
わ
告
白
色
白
)
を
設
立
す
る
際
に
行
使
さ
れ
た
。
同

裁
判
所
は
、
一
九
七
一
年
に
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
(
司

aq色
。
。
ロ
ユ

え
の
自
白
色
白
)
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
裁
判
所
が
設
立
さ

れ
た
為
、
一
定
の
事
件
は
、
州
裁
判
所
に
お
い
て
で
は
な
く
、
連
邦
裁
判

所
に
よ
り
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
連
邦

裁
判
所
も
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
制
度
が
有
す
る
一
般
的
統
一
性
の
例
外
的

性
質
に
す
ぎ
な
い
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
立
法
に
よ
り
一
八
七
五
年
に
設
立

さ
れ
た
が
、
「
カ
ナ
ダ
の
一
般
的
上
訴
裁
判
所
」
と
し
て
、
単
一
国
家
に

お
け
る
最
高
裁
判
所

(Ea。ロ包
gロ
ユ
)
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
適
用
す
る
法
が
連
邦
法
、
州
法
の
何
れ
で
あ
っ
て
も
、

全
て
の
種
類
の
事
件
に
関
す
る
州
上
訴
裁
判
所
(
州
の
最
高
裁
判
所
)
及

び
連
邦
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
理
す
る
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
網
羅
的
管
轄
権
を
有
し
各
州
の
裁
判
所
の
最
上
級
裁
判
所
と
し
て

機
能
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
一

O
州
が
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
裁
判
所

構
造
を
単
一
一
国
家
的
裁
判
所
構
造
へ
融
合
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い

る
。
又
、
州
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
等
に
関
す
る
一
八
六
七
年
憲
法

の
諸
規
定
(
九
六
条
l
一
O
O条
)
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
制
度
の

有
す
る
統
一
的
性
質
は
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
統
一
的
性
質
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
制
度
に
つ
い

て
、
以
下
、
州
裁
判
所
、
連
邦
裁
判
所
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
そ
れ
ぞ
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れ
の
特
徴
を
考
察
し
つ
つ
検
討
を
進
め
て
い
く
。

(
l
)

こ
の
分
野
の
日
本
の
研
究
と
し
て
、
森
島
昭
夫
H
ケ
ネ
ス

M
・
リ
シ
ッ
ク
編
『
カ
ナ
ダ
法
概
説
』
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
選
書
)
(
有

斐
閣
・
一
九
八
四
年
)
第
三
章
、
ジ
ョ
ン
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
著

吉
田
善
明
監
修
、
吉
田
健
正
訳
『
カ
ナ
ダ
の
政
治
と
憲
法
』
(
三

省
堂
・
一
九
八
七
年
)
一
六
五
頁
以
下
参
照
。

(
2
)

句

R
h
S
Hミ
ミ
令
市
・
図
。
m
m
-
E
司冊色

mWE--回
目
白
口
弘
同
町
叩

』ロ岡山白色円丘
O
ロ
え
の
自
邑
宮
口
。
。
ロ
司
仲
間
ョ
(
凶
器
5
・
8
ロ
ミ
-
N
W

・



h
-
H・C
・

(
3
)
S
E
-
-
E
s
h
h
S
(
5
3
)
い∞
-n・河・

7ニ
。
・

(
4
)

司
・
出
o
m
m
v
n
6
a
h之
宮
町
な
さ
H
N
h
b
s
q
k
l
n白
諸
島
内
地
ぬ

(
N
ロ己申門戸

H
m
w∞
印
)
・
白
件

H
ω
印・

(
5
)

一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条

(
6
)

因。
mm-
的

Hh』

va-ロ。丹市
h
P
R
民間・

(
7
)

句、-第
二
節

州
裁
判
所

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

設
立
権
限
と
組
織

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
一
四
項
は
、
州
議
会
に
対
し
、
「
州
内
の

民
事
・
刑
事
裁
判
所
の
設
置
、
維
持
及
び
組
織
」
に
関
す
る
立
法
権
限
を

付
与
し
て
い
る
。
こ
の
権
限
は
、
民
事
手
続
に
関
す
る
立
法
権
限
を
含
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
立
法
権
限
は
、
同
法
九
一
条
二

七
項
に
よ
り
連
邦
議
会
に
属
し
て
い
る
。
州
の
有
す
る
州
内
の
司
法
運
営

に
関
す
る
権
限
の
中
に
は
、
州
内
の
刑
事
司
法
(
わ
ユ
邑
ロ
回
二
居
住

2)
も

含
ま
れ
て
い
る
。

連
邦
結
成
時
(
一
八
六
七
年
)
に
連
邦
制
度
に
加
わ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

州
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
た
州
独
自
の
裁
判
所
制

度
を
有
し
て
い
た
。
一
般
的
に
州
に
は
、
上
級
裁
判
所

(Z匂
由
三
百

第
一
項

g
gユ
)
が
あ
り
、
そ
の
下
に
地
方
裁
判
所
(
伝
田

E
a
n
o
sユ
)
、
又
は
、

郡
裁
判
所

(gロロ
q
g
Rと
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
下
に
、
下
級
裁

判
所
(
宮
内
町
江
R
g
gユ
)
が
あ
る
と
い
う
裁
判
所
構
造
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
一
二
九
条
に
よ
り
連
邦
結
成

後
も
明
示
的
に
維
持
さ
れ
、
そ
れ
ら
裁
判
所
の
組
及
び
管
轄
権
は
同
九
二

条
一
四
項
に
よ
り
州
の
立
法
権
限
に
委
ね
ら
れ
た
。

各
州
の
裁
判
所
構
造
は
、
連
邦
結
成
後
に
連
邦
に
加
わ
っ
た
諸
州
の
そ

れ
を
含
め
て
、
最
近
に
至
る
ま
で
連
邦
結
成
以
前
の
構
造
と
そ
れ
ほ
ど
変

わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
多
少
の
差
異
は
存
す
る
が
、
各
州
の
裁
判
所

構
造
は
だ
い
た
い
以
下
の
よ
う
な
三
重
構
造

(
F
Z
m
Z巾
司
目
。
内
吾
冊

』

zanEm百
円
冊
目
)
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
複
数
も
し
く
は
単
数
の
上

級
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
控
訴
部
及
び
事
実
審
理
部
を

有
す
る
裁
判
所
で
あ
る
。
そ
の
下
に
、
郡
裁
判
所
も
し
く
は
地
方
裁
判
所

が
置
か
れ
て
い
る
。
但
し
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
は
、
こ
の
種
の
裁
判
所
は
存
在

し
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で
地
区
裁
判
所
(
胃
o
iロ-

a巳
g戸
旦
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
下
級
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

一
九
七

0
年
代
に
、
地
方
裁
判
所
や
郡
裁
判
所
を
上
級
裁
判
所
に
併
合

す
る
動
き
が
、
い
く
つ
か
の
州
で
み
ら
れ
た
。
こ
の
併
合
運
動
は
地
方
裁

判
所
や
郡
裁
判
所
と
い
っ
た
中
間
裁
判
所
を
廃
止
し
、
上
級
裁
判
所
の
規

模
を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
五
つ
の
州
で
こ
の
併
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合
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
。
現
在
、
地
方
裁
判
所
、
も
し
く
は
、
郡
裁
判

所
を
有
し
て
い
る
の
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、
オ
ン
タ

リ
オ
州
、
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
州
、
そ
れ
に
、
ニ
ュ

l
プ
ァ
ウ
ン
ド
ラ
ン

ド
州
の
四
つ
の
州
の
み
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
州
裁
判
所
は
、
適
用
す
る
法
が
連
邦
法
で
あ
る
か
州

法
で
あ
る
か
に
拘
わ
ら
ず
、
全
て
の
事
件
に
関
す
る
一
般
的
管
轄
権
を
有

し
て
い
る
。
従
っ
て
、
連
邦
法
に
関
す
る
事
件
が
生
じ
、
ど
の
裁
判
所
が

管
路
権
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
当
該
連
邦
法
に
よ
り
明
示
的
に
規
定
さ
れ

て
い
な
い
場
合
に
は
、
州
の
裁
判
所
が
適
切
な
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
。

州
最
高
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
な
さ
れ
る
。

第
二
項
裁
判
官
の
任
命
と
そ
の
報
酬

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
四
項
は
、
各
州
に
、
「
州
の
官
職
の
設
置

及
び
任
期
(
窓
口
氏
巾
)
並
び
に
州
の
官
吏
の
任
命
及
び
俸
給
」
に
関
す
る

立
法
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
権
限
に
基
づ
き
、
州
は
下
級
裁
判
所

の
裁
判
官
を
任
命
し
、
そ
れ
に
対
し
報
酬
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
州

は
、
上
級
裁
判
所
、
及
び
、
地
方
裁
判
所
、
郡
裁
判
所
(
こ
れ
か
ら
の
裁

判
所
が
存
在
し
て
い
る
州
に
お
い
て
)
の
裁
判
官
を
任
命
し
、
か
か
る
裁

判
官
に
報
酬
を
与
え
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
同
憲
法
の
司
法
に
関
す

る
諸
条
項
(
九
六
条
一

O
O条
)
は
、
特
に
、
そ
れ
ら
の
裁
判
官
の
任

命
権
並
び
に
報
酬
決
定
権
及
び
報
酬
支
給
権
を
連
邦
議
会
に
付
与
し
て
い

る。
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一
八
六
七
年
憲
法
第
九
六
条
は
、
総
督
、
即
ち
、
連
邦
政
府
が
、
各
州

の
上
級
裁
判
所
及
び
地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
を
任
命
す
べ
き
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
合
衆
国
連
邦
政
府
が
州
の
裁
判
所
の
裁
判
官
を
任
命

す
る
権
限
を
全
く
有
し
て
い
な
い
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
規
定
は
極

め
て
変
則
的
に
見
え
る
。
こ
の
規
定
が
制
定
さ
れ
た
理
由
に
関
す
る
立
法

経
過
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、
同
規

定
が
裁
判
官
を
地
方
的
圧
力
か
ら
守
る
こ
と
に
よ
り
司
法
の
独
立
性
が
補

強
さ
れ
る
、
と
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
州
に
よ
り
任
命

さ
れ
た
裁
判
官
が
連
邦
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
よ
り
、
能
力
的
に
劣

り
独
立
性
を
欠
く
と
考
え
る
実
質
的
根
拠
は
乏
し
い
。
問
。
mm円
一
教
授
は
、

同
九
六
条
が
制
定
さ
れ
た
理
由
を
州
裁
判
所
が
一
般
的
管
轄
権
を
有
し
て

い
る
事
実
に
求
め
、
州
裁
判
所
が
連
邦
法
、
州
法
、
並
び
に
、
憲
法
や
私

法
に
関
す
る
全
て
の
事
件
に
対
し
判
断
を
下
す
権
限
を
有
し
て
い
る
為
、

あ
る
程
度
の
連
邦
政
府
の
介
入
は
適
当
な
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
。
連
邦
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
て
い
ず
、
全
て
の
事
件
が
州
裁
判
所
で

判
断
さ
れ
て
い
た
連
邦
結
成
時
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
説
明
は
説
得

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



一
八
六
七
年
憲
法
第
九
七
条
及
び
九
八
条
は
、
各
州
の
上
級
、
地
方
又

は
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
弁
護
士
白
血
円
)
の
中
か

ら
選
任
さ
れ
る
べ
き
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ら
連

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
裁
判
官
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
法
に
精
通
し

た
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
O条
は
、
上
級
、
地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
裁

判
官
の
報
酬
が
「
連
邦
議
会
に
よ
り
固
定
さ
れ

S
5
8
支
給
さ
れ
る
」

べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
か
ら
、
連
邦
政
府
に
よ
り
任
命

さ
れ
た
裁
判
官
は
、
連
邦
政
府
か
ら
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
報
酬
が
連
邦
議
会
に
よ
り
「
固
定
さ
れ
支
給
さ
れ
る
」
こ

と
か
ら
、
裁
判
官
の
任
期
中
に
、
報
酬
を
減
額
し
た
り
、
増
額
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
政
府
が
司
法
権
の
独
立
を
侵
害
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
と
、

一
般
に
は
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
規
定
に
よ
り
、
司
法
権
の
独

立
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、

「
強
制
的
協
力
型
連
邦
制
度

(
g
g吉
宮
。
弓

g
o
U
2同
包
括
同

a
m
E
a
gご

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
。
州
は
、
同
九
二
条
一
四
項

に
よ
り
、
州
の
全
て
の
裁
判
所
を
設
立
し
任
命
さ
れ
る
べ
き
裁
判
官
の
人

数
を
決
定
す
る
。
し
か
し
、
上
級
、
地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任

命
と
そ
の
報
酬
に
関
し
て
は
、
連
邦
政
府
が
そ
の
権
限
を
有
し
て
い
る
。

州
が
連
邦
政
府
に
対
し
新
た
な
裁
判
官
の
任
命
を
要
請
す
る
場
合
、
そ
の

全
て
が
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
な
任
命
権
は
あ
く
ま
で

も
連
邦
政
府
が
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
連
邦
政
府
に
よ
る
裁
判
官
の

任
命
は
、
総
理
大
臣
が
各
裁
判
所
長
官
を
推
薦
し
、
さ
ら
に
、
法
務
大
臣

が
そ
の
他
の
裁
判
官
を
推
薦
し
、
そ
れ
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
内
閣
が
決
定

す
る
。
裁
判
官
の
報
酬
は
連
邦
の
裁
判
官
法

G
Z己

m
g
〉
己
)
に
よ
り
固

定
さ
れ
て
い
る
。

州
が
裁
判
所
組
織
を
変
更
す
る
場
合
、
上
級
裁
判
所
に
新
た
な
部

(
庄
三
回
目
。
ロ
由
)
を
設
置
し
、
又
は
、
新
た
な
上
級
裁
判
所
を
設
立
す
る
こ

と
は
州
の
権
限
内
の
事
項
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
新
設
の
部
、
又
は
、
新
設

の
裁
判
所
へ
裁
判
官
を
任
命
す
る
権
限
は
連
邦
政
府
が
有
し
、
連
邦
政

府
が
協
力
し
な
く
て
は
、
州
内
の
裁
判
所
組
織
の
変
更
は
実
施
さ
れ
得
な

い
の
で
あ
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
六
条
か
ら
一

O
O条
の
規
定
は
、
各
州
の
上
級
、

地
方
又
は
郡
裁
判
所
に
関
し
て
の
み
適
用
が
あ
り
、
下
級
裁
判
所
に
は
そ

の
適
用
は
な
い
。
下
級
裁
判
所
に
関
し
て
は
、
同
憲
法
は
何
も
規
定
せ
ず
、

各
州
が
そ
れ
ら
裁
判
所
の
裁
判
官
を
任
命
し
そ
の
報
酬
を
闘
定
し
支
給
し

て
い
る
。
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第
三
項
裁
判
官
の
任
期
と
身
分
保
障

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
九
条
一
項
は
、
「
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、

非
行
の
な
い
限
り
(
島
区
一
江
口

mmoazzioロ
『
)
、
罷
免
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
た
だ
し
、
元
老
院
及
び
庶
民
院
の
裁
判
官
能
免
要
求
決
議
が
あ
る

場
合
、
総
督
は
こ
れ
を
罷
免
し
得
る
」
と
規
定
し
、
上
級
裁
判
所
の
裁
判

官
の
身
分
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
他
の
司
法
に
関
す
る
規
定

(
九
六
、
九
七
、
九
八
、
一

O
O条
)
と
異
な
り
、
上
級
裁
判
所
に
の
み

適
用
さ
れ
地
方
又
は
郡
裁
判
所
に
は
適
用
が
な
い
。
従
来
、
こ
の
規
定
は

裁
判
官
の
終
身
在
職
権
を
保
障
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
た
為
、
一
九
六

O
年
に
改
正
第
二
項
が
加
え
ら
れ
、
上
級
裁
判
所
裁
判
官
の
定
年
を
七
五

歳
と
規
定
し
た
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
上
級
裁
判
所
裁
判
官
の
身
分
保
障

が
憲
法
上
守
ら
れ
、
司
法
権
の
独
立
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

本
条
に
関
し
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
い
か
な
る
場
合
に
裁
判
官
が
罷

免
さ
れ
得
る
か
で
あ
る
。
本
条
は
、
裁
判
官
に
非
行
が
あ
る

(σ
白
色

zzi。
ロ
円
)
場
合
で
、
か
っ
、
両
院
の
裁
判
官
罷
免
要
求
決
議
が
あ
る

場
合
に
の
み
罷
免
さ
れ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し

他
方
で
、
裁
判
官
の
非
行
が
あ
っ
た
場
合
両
院
の
罷
免
要
求
決
議
が
存
し

な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
連
邦
政
府
に
よ
り
罷
免
可
能
で
あ
り
、
又
、
そ
れ

と
は
独
立
に
両
院
の
罷
免
要
求
が
出
さ
れ
た
場
合
に
も
裁
判
官
の
罷
免
が

可
能
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
罷
免
原
因
を
読
み
込
む
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
同
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
司
法
権
の
独
立
の
原
則
か
ら
す

る
と
、
前
者
の
解
釈
が
よ
り
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
過
去
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
は
、
両
院
の
裁
判
官
罷
免
要
求
決

議
を
欠
く
裁
判
官
の
罷
免
を
試
み
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
か
か
る
両
院

決
議
が
最
終
的
に
出
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
故
、
今
ま
で
一
人
の
上

級
裁
判
所
裁
判
官
も
罷
免
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
九
条
は
上
級
裁
判
所
に
の
み

適
用
さ
れ
、
地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
の
身
分
保
障
に
関
す
る
憲
法

上
の
明
示
的
規
定
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
、
州
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ

る
裁
判
官
に
対
す
る
憲
法
上
の
身
分
保
障
規
定
も
存
し
な
い
。
し
か
し
、

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
司
法
権
の
独
立
に
対
す
る
強
い
伝
統
に
よ
り
、
実
際
上
、

そ
れ
ら
の
裁
判
官
は
怒
意
的
専
断
的
罷
免
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
伝
統
は
、
制
定
法
上
の
身
分
保
障
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
連

邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
連
邦
の

裁
判
官
法
に
基
づ
き
「
非
行
の
な
い
限
り
」
そ
の
身
分
が
保
障
さ
れ
て
い

る
。
州
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
下
級
裁
判
所
の
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
官

に
関
し
て
は
、
州
の
制
定
法
に
よ
っ
て
向
様
の
身
分
保
障
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
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権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
一
条
同
項
も
、
司
法
権
の

独
立
を
保
障
し
て
い
る
と
解
し
得
る
。
第
一
一
条
同
項
は
、
犯
罪
の
嫌



疑
で
告
発
さ
れ
た
者
は
「
独
立
か
っ
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
公
正
か
つ
公

開
の
審
理
に
お
い
て
、
法
に
従
い
有
罪
の
認
定
が
下
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪

の
推
定
を
受
け
る
権
利
」
を
有
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
独
立

か
つ
公
平
な
裁
判
所
」
で
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
刑
事
裁
判
管
轄
権
を
有

す
る
裁
判
所
に
の
み
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
独
立
か
つ
公
平
な
裁
判
所
」

の
保
障
は
、
実
際
上
、
全
裁
判
所
制
度
に
及
ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
刑
事
事
件
は
、
州
政
府
に
よ
り
任
命

さ
れ
た
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
て
い
る
下
級
裁
判
所
に
よ
り
審
理
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

以
上
の
よ
う
に
、
州
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
(
連
邦
政
府
に
任
命
さ

れ
た
者
、
及
び
、
州
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
者
)
は
、
憲
法
上
、
又
は
、

制
定
法
上
そ
の
身
分
を
保
障
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
司
法
権
の
独
立
が
確
保

さ
れ
て
い
る
。
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-
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会
は
、
自
己
の
立
法
権
限
内
の
事
項
に
関
す
る
立
法

で
、
裁
判
管
轄
権
を
明
示
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(4)

上
訴
管
轄
及
び
上
訴
権
に
関
し
て
は
、
後
述
、
本
章
第
四
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参
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法
が
そ
れ
ら
裁
判
官
の
報
酬

を
減
額
す
る
こ
と
を
禁
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し
て
い
な
い
と
解
し
て
い
る
。
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)
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-HN-
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(
は
)
図
。
自
・
伺

REvロO
丹
市
ゲ
回
二
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(
日
)
こ
の
こ
と
は
、
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
が
、
州
の
弁
護
士
の

中
か
ら
任
命
さ
れ
る
べ
き
憲
法
上
の
要
請
が
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

(
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)

出

omm-
同RY-P
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(
げ
)
司
法
権
の
独
立
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
強
い
伝
統
と
し

て
確
立
し
て
い
る
。

(
問
)
出

o
F
S

、R
B
R
H
Lニ
包
・

同・

ωロ巾
F
司
・
〈

g
m
F
S
-
M
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4
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g
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¥
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R
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〉
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H
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(
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句
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河
口
白
白
色
】
¥
門
U
O
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吉
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。
口
弘
同
耐
え
。
円
同
口
。
同
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町
内
』
ロ
内
田
区
白
】

回門田口
n
V
3
(
H
@
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p
y
H
J

可。SF
H
E・M
M
b
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・
ω5.-NN
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(
幻
)
問
。
mmLRHwB-
ロ
。
丹
市
ゲ
呉
昌
∞
l
E
H
・

第
三
節

連
邦
裁
判
所

第
一
項
設
立
権
限
と
組
織

一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
は
、
「
カ
ナ
ダ
の
諸
法
律
の
円
滑
な
運

営
の
為
」
、
最
高
裁
判
所
以
外
の
「
そ
の
他
の
裁
判
所
」
を
設
立
す
る
権

限
を
連
邦
議
会
に
付
与
し
、
連
邦
政
府
が
連
邦
法
に
関
す
る
事
件
を
判
断

す
る
連
邦
裁
判
所
を
設
立
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
的
に
規

定
し
て
い
る
。
一
八
七
五
年
ま
で
連
邦
裁
判
所
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

が
、
同
年
、
連
邦
政
府
は
「
カ
ナ
ダ
財
務
裁
判
所
」
と
い
う
連
邦
裁
判
所

を
設
立
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
当
初
、
税
務
局
(
神
宮
吋

2
8
5
)
や
連
邦

政
府

(
0
0
4
司
口
同
ロ
ユ

m
g
o同門
UE包
白
)
に
関
す
る
事
件
に
対
す
る
管
轄
権

の
み
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
に
、
著
作
権
、
商
標
、
発
明
特
許

権
、
海
事
裁
判
、
税
金
、
市
民
権
、
そ
の
他
連
邦
法
が
規
制
し
て
い
る
い

く
つ
か
の
事
項
に
関
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
七
一
年
に
、
財
務
裁
判
所
は
、
「
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所

F
宏
E-

m
v
o
ロ
え
え
の
告
白
色
白
」
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
、
そ

の
前
身
た
る
カ
ナ
ダ
財
務
裁
判
所
の
管
轄
権
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
ぎ
、
さ

ら
に
、
連
邦
行
政
機
関
の
決
定
に
関
す
る
審
査
権
、
航
空
事
件
に
関
す
る

管
轄
権
、
州
際
企
業
や
特
定
の
商
業
商
券
に
関
す
る
管
轄
権
等
、
新
た
な

管
鱈
権
を
も
付
与
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
、
控
訴
部
と
事
実
審

理
部
の
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
控
訴
部
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
と
し
て

機
能
し
、
連
邦
裁
判
所
事
実
審
浬
部
か
ら
の
控
訴
を
審
理
し
、
又
、
連
邦

の
行
政
審
査
会

(σSE)
、
行
政
委
員
会

(
g
B
S広
島
旨
印
)
及
び
行
政

審
判
所

(EEE-)
の
決
定
を
審
査
す
る
。
事
実
審
理
部
は
、
連
邦
議

会
の
権
限
に
属
す
る
一
定
の
事
件
に
関
し
、
専
属
的
管
轄
権
を
有
し
て
い

る
。
著
作
権
、
商
標
、
特
許
権
に
関
す
る
事
件
な
ど
が
そ
れ
に
当
る
。
事

実
審
理
部
は
、
さ
ら
に
、
連
邦
政
府
を
相
手
と
す
る
訴
訟
、
及
び
、
カ
ナ

ダ
の
他
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
さ
な
い
全
て
の
事
項
に
関
す
る
管
結
権

を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
裁
判
所
事
実
審
理
部

は
、
事
実
審
理
裁
判
所
と
し
て
機
能
す
る
。
さ
ら
に
同
部
は
、
市
民
権
裁
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

判
所

(
n
E
N
g田
F
G
n
oロ
ユ
)
か
ら
の
控
訴
、
又
は
、
所
得
税
法
に
基
づ

く
控
訴
と
い
っ
た
一
定
の
事
件
に
関
す
る
控
訴
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。

連
邦
議
会
が
連
邦
裁
判
所
を
設
立
す
る
権
限
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第

一
O
一
条
の
文
言
に
よ
り
制
限
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
同
条
は
、
州
裁
判

所
に
類
似
し
た
一
般
的
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
設
立
を
認
め
て
は
い

な
い
。
同
条
は
、
「
カ
ナ
ダ
の
諸
法
律
の
円
滑
な
運
営
の
為
」
の
裁
判
所

の
設
立
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
「
カ

ナ
ダ
の
諸
法
律
」
に
関
す
る
事
件
、
即
ち
、
連
邦
法
に
関
す
る
事
件
に
対

す
る
韓
国
轄
権
の
み
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
連
邦
裁
判
所
の
設
立
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
・
州
の

二
つ
の
裁
判
所
制
度
へ
の
接
近
の
第
一
歩
と
な
り
得
る
。

第
二
項
裁
判
官
の
隻
即
、
報
酬
及
ひ
、
そ
の
身
令
保
障

F
E
R
g
g
教
授
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
九
条
及
び
一

O
O条

が
連
邦
の
上
級
裁
判
所
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
、
従
っ
て
、
連
邦
の
上

級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
そ
の
報
酬
及
び
身
分
保
障
に
関
し
州
に
お
け
る
上

級
裁
判
所
の
裁
判
官
と
同
様
の
立
場
に
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
し

か
し
、
同
九
六
条
か
ら
九
八
条
が
明
ら
か
に
州
の
裁
判
所
に
関
す
る
規
定

で
あ
る
為
、
一
般
的
に
は
、
同
九
九
条
、
一

O
O条
も
、
州
裁
判
所
に
関

す
る
規
定
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
解
釈
は
、
連
邦
議
会
が
「
こ

の
憲
法
の
他
の
規
定
に
拘
わ
ら
ず
」
連
邦
裁
判
所
を
設
立
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
規
定
す
る
同
一

O
一
条
に
よ
っ
て
も
、
支
持
さ
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
の
立
法
を
見
る
と
、
連
邦
議
会
は
連
邦
裁
判
所
と
州
裁

判
所
の
裁
判
官
に
関
し
て
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
し
て
い
る
。
連
邦
の
各
裁

判
所
を
設
立
し
た
諸
立
法
は
そ
れ
ら
連
邦
の
裁
判
所
の
裁
判
官
を
任
命
す

る
権
限
を
総
督
に
与
え
、
そ
れ
ら
の
裁
判
官
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
上
級
、

地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
裁
判
官
、
も
し
く
は
、
少
な
く
と
も
一

0
年
間
あ

る
州
に
お
い
て
法
廷
弁
護
士
で
あ
っ
た
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
全
て

の
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
の
報
酬
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
六
条
が
規

定
す
る
裁
判
所
の
裁
判
官
の
報
酬
を
固
定
し
支
給
し
て
い
る
も
の
と
同
じ

法
律
に
よ
り
固
定
さ
れ
支
給
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
官
の
任
命
方
法
も
、
州
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
方
法
と
同
様
で
あ

る
。
即
ち
、
各
裁
判
所
の
長
官
は
総
理
大
臣
の
推
薦
に
基
づ
き
、
ま
た
、

他
の
裁
判
官
は
法
務
大
臣
の
推
薦
に
基
づ
い
て
、
内
閣
に
よ
り
任
命
決
定

が
下
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
の
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
、
報
酬
に
関
し
て

は
、
憲
法
上
規
定
の
あ
る
州
の
裁
判
官
の
そ
れ
と
同
様
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
一
八
六
七
年
憲
法
九
九
条
の
身
分
保
障
に
関
し
て
は
、
連

邦
裁
判
所
の
裁
判
官
と
州
の
裁
判
所
の
裁
判
官
と
で
は
、
規
定
上
差
異
が
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存
し
て
い
た
。
過
去
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
は
、
同
九
九
条
の
終
身
的
身

分
保
障
規
定
は
連
邦
裁
判
所
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
す
る
解
釈
を
採
っ

て
い
た
。
そ
れ
故
、
一
九
二
七
年
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
七
五

歳
定
年
制
が
通
常
の
連
邦
議
会
制
定
法
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
。
又
、
カ

ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
七

O
歳
で
定
年
退
官
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
連
邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
連
邦
の
裁
判

官
の
定
年
は
七
五
歳
で
あ
る
。

司
法
権
の
独
立
の
観
点
、
及
び
、
連
邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
州
裁

判
所
の
裁
判
官
と
同
様
に
任
命
さ
れ
る
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
の
同
質
性

と
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

VA丘
四
一
叫
百
回
ロ
ー
教
授
が
主
張
す
る
よ

う
に
、
連
邦
の
裁
判
官
に
も
、
州
の
裁
判
官
と
同
様
憲
法
上
の
身
分
保
障

を
憲
法
解
釈
上
導
出
し
、
任
命
や
報
酬
に
関
し
て
も
州
の
裁
判
官
の
立
場

と
同
等
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)

連
邦
裁
判
所
(
同

a
R色
n
o
gユ
由
)
を
、
「
連
邦
議
会
立
法
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
裁
判
所
」
と
定
義
す
る
と
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
も
、
連
邦
裁
判
所
の
中
に
含
ま
れ
、
一
般
に
、
カ
ナ
ダ
最

高
裁
は
連
邦
の
裁
判
所
の
一
部
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
本
節
で
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
以
外
の
連
邦
裁
判
所

に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。

(
2
)
ω
居
間
】
吋
巾

g
m
田
口
色
刷
H
n
y巾
s
g
m司。。ロ一司仲田〉♀・

ω
-
n
-
H∞叶一
y
n
-

同岡山内。ュロユ帥《回目
n
t
oロ]忘叶一戸・

hs再
開
H
A
H
F
叩
直
ロ
叩
同
ー
の
。
匡
『
同
〉

a・
m-

ω
・。・

H@吋
{
y
n
-
開

l
H
H
・

(
3
)

司
叩
島
町
円
向
島
。
。
ロ
ユ
〉
n
F
ω
-
A
U
・]Fmw

叶。

1
2・|吋
u
p
n
-
H
・

)
九
八
三
年
現
在
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
、
二
一
名
の

裁
判
官
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
四
名
の
裁
判
官
は
、

ケ
ベ
ッ
ク
州
の
弁
護
士
又
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
上
級
裁
判
所
も
し

く
は
女
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
者
の
中
か
ら
選
出
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
』
・

J

同
om山田
-o・

p
・

εSEさお
E
S豆
町
時
一
言
ぬ
ミ

(
H
S
8
・白骨∞
ω・

(
4
)

森
島
昭
夫
H

ケ
ネ
ス
・

M
・
リ
シ
ッ
ク
編
『
カ
ナ
ダ
法
概
説
』

(
ジ
ュ
リ
ス
ト
選
書
)
(
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
)
四

O

四

一
頁
参
照
。

(5)

同M
・
図
。
提
唱
む
ま
な
さ
$
さ
~
h
a
s
ミ

ngarH(MEa-

巴
∞
印
)
・
巳

E
M
l
E
ω
・

連
邦
裁
判
所
も
、
憲
法
に
関
す
る
事
件
に
対
す
る
管
轄
権

を
有
し
て
い
る
。

(
6
)

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
@
お
宮
円
見
色
ミ
F
'
窓
口
送
、
尋
問
『
h
q
-
R

。
白
衰
え
芯
湾
、
R
H

円九百円・[同市町口ミ
]
N
ω

・
。
・
河
・

H
O
印
品
・
及
び

ミ
円
』
〈

ssasむ
ま
咋
喜
氏

§
2・
NhH
明
。
寝
室
L
E
コ]
N
ω
・
わ
-

M

州・

2
u・
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
、
事
件
に
対
し

て
適
用
可
能
な
連
邦
法
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
、
当
該
事
件

に
関
し
管
轄
権
を
有
し
な
い
、
と
判
示
し
、
従
来
か
ら
の
カ
ナ

ダ
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
に
対
す
る
考
え
方
、
即
ち
、
カ
ナ
ダ
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連
邦
裁
判
所
は
、
た
と
え
、
連
邦
議
会
が
、
あ
る
事
項
に
対
し

て
法
律
を
制
定
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
連
邦
議
会
が

当
該
事
項
に
対
し
て
立
法
権
限
を
有
し
て
い
れ
ば
、
当
該
事
項

に
関
す
る
事
件
に
対
し
管
轄
権
を
有
す
る
、
と
の
解
釈
に
限
定

を
加
え
た
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
国
omm町二.札よ釦
H

HAphFlHhH叶
J
ω
・
ω
円。
2
・食
AU回
目
同
門
出
回
目
司
巾
S27Mw-n
。ロユ
uw
田口
a

p
刊の
O
ロ由民昨己昨日
0
口同】
H
L
B
-
z
o
p
z
-こ
ロ
江
田
島
円
昨
日
0
ロ
ョ
(
呂
∞
N)-

N
吋
ミ
己
礼
町
内
h
・・『・

5
叶
・
参
照
。

(7)

出
o
m
m
-
R
J
a
E
N・

問
。
信
教
授
は
、
連
邦
・
州
の
二
つ
の
裁
判
所
構
造
が
、
時

間
的
・
経
済
的
に
無
駄
の
多
い
管
轄
権
問
題
、
及
び
、
多
数
の

手
続
を
生
み
出
す
こ
と
を
理
由
に
こ
の
傾
向
に
対
し
批
判
的
立

場
を
採
っ
て
い
る
。
九
件
唱
曲
同
区
叶
l

E
∞・

(8)

連
邦
議
会
の
立
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
裁
判
所
と
し
て
、
ヵ

ナ
ダ
最
高
裁
判
所
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
以
外
に
、
ユ

l

コ
ン
、

及
び
、
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
ト
準
州
に
お
け
る
裁
判
所
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
準
州
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
は
、
各
州
の
そ
れ
と
同
類

の
も
の
で
あ
る
が
、
準
州
に
対
し
て
は
連
邦
議
会
が
立
法
権
限

を
有
し
て
い
る
為
(
一
八
七
一
年
憲
法
第
四
条
)
、
連
邦
議
会

の
立
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)

図
。
m
m
-
S

マF
5
8
P
白
ニ
B
I
H
S
-

(
叩
)
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
及
び
、
準
州
の

上
級
裁
判
所
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

(
日
)
円
、
巾
色
町
司
自
白
P
E同，
F
巾
Hロ門田町匂巾ロ岱巾ロ
nmw
。同』ロ門出
n
E
3『ョ

(呂田
A山)・

ω品
。
S
F
切符『河町せ・日可。山
Y
H
H
U山町唱曲丹

HH
吋印
l
H
H
叶。・

(
臼
)
出
o
m
F
M足
、
芦
ロ
O
丹
市
印
・
同
同
区
∞
l

z
。・

(日
)

ω
己
目
】
吋
巾
宮
市
わ
。
ロ
ユ
〉
n
y
H
N
・
ω-mu-Hmv叶
{)-n
・
ω
i
H
m
Y
田・九ア

印一明町内田市円曲目

A
U
o
g
3
K
F
n
p
ω
・。・

H山由
U101
吋一戸|叶
N
W
n
・
ゲ
∞
-
p

z
oユ
F
4
4
2
同、吋叩母体
O
ユ
伸
明
〉
n
y
同・

ω
・。・

H
C斗
0
・
n
-
Z
I
N
N
-
国
-

N
印・

N
O
U
J円ロ}円。ロ〉
2
・
HN
・
ω-RU
・同市町、吋
0
・
n-J『
l
N
w
曲・

N
∞
-
N。・

(MH)

】ロ仏
m
g
〉
2
・
m-
∞
-
P
H
C
J
3
・
n
・】
l
H
・

(日
)
ω
5
U
B司
g
p
M
2
P帽
の
皇
再
三
S
S
H
矢
内
b
s
h
H
吾
(
印
吾
包
・

冨
苫
)
・
同
二
。

P
E
Z印
百
三
ロ
ロ

ESSP)ψ
同】官

εs-

S
ミミ
t
S
O
(
H
S
S
-
a
ω
N
-

(日
)

ω
・。
-
H市町
N
a
l
N
J
?
n
・
ω
∞・白
-
N
・

(
げ
)
一
九
二
七
年
当
時
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
九
条
は
州
の
裁

判
官
に
対
し
終
身
的
身
分
保
障
を
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て

い
た
為
、
州
の
裁
判
官
に
対
し
、
七
五
歳
定
年
制
を
採
用
す
る

為
に
は
、
憲
法
改
正
が
必
要
と
解
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
一
九

六
O
年
に
そ
の
よ
う
な
憲
法
改
正
が
な
さ
れ
た
。

(
凶
)
明
町
内
田
市
司
色
。
。
ロ
ユ

Kra-ω
・。
-
H
@吋
{)i
吋一戸
11
吋
N
-
n
-
Y
田・∞・

(
叩
)
出
om伊
袋
、
異
ロ
O
丹
市
町
唱
曲
ニ
お
1
5
0
・
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第
四
節

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所

第

一

項

設

立

権

限

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
結
成
時
(
一
八
六
七
年
)
に
は
設
立
さ

れ
な
か
っ
た
。
当
時
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
、
カ
ナ
ダ
の
最
上
級
裁
判

所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
を
新
た
に
設
立
す
る

必
要
性
は
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
国
の
父
達
は
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
の
将
来
に
お
け
る
必
要
性
を
認
識
し
、
連
邦
議
会
に
最

高
裁
判
所
の
設
立
権
限
を
付
与
し
た
二
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
は
、

連
邦
議
会
が
「
カ
ナ
ダ
の
為
の
一
つ
の
一
般
的
上
訴
裁
判
所
の
設
置
、
維

持
、
及
び
組
織
に
つ
い
て
の
規
定
を
」
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
立
法
権
限
に
基
づ
き
、
一
八
七
五
年
、
連
邦
議
会
は
通

常
の
制
定
法
に
よ
り
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
を
設
立
し
た
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
カ
ナ
ダ
の
一
般
的
上
訴
裁
判
所
と
し
て
単
一
国
家
に

お
け
る
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
は
い
る
が
、
一
八
六
七
年

憲
法
が
直
接
設
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
通
常
の
議
会
制
定
法
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
存
在
、
特
に
、
そ
の
構
成
や
管

轄
権
の
詳
細
は
、
連
邦
議
会
制
定
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

過
去
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
構
成
や
管
轄
権
が
、
連
邦
議
会
制
定

法
に
よ
り
大
き
く
改
正
さ
れ
て
き
た
。

理
論
上
、
各
州
の
意
見
を
聞
か
ず
連
邦
議
会
の
立
法
の
み
で
カ
ナ
ダ
最

高
裁
を
廃
止
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
実
際
、
最
高
裁
が
設
立
さ
れ
て

間
も
な
い
頃
は
、
当
該
裁
判
所
の
存
在
に
対
し
否
定
的
な
動
き
も
見
ら
れ

た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
カ
ナ
ダ
の
統
治
機
構
の

中
で
も
特
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
国
民
か
ら
も
敬
意
を
表
す
べ
き
機
関

と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
。
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一
九
八
二
年
憲
法
の
改
正
手
続
を
規
定
す
る
第
四
一
条
同
項
は
「
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
の
構
成
」
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
法
の
改
正
、
さ
ら
に
、
同

四
二
条
一
項
削
は
「
第
四
一
条
同
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
」
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
法
の
改
正
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
憲
法
改
正

手
続
を
要
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ

最
高
裁
は
憲
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
通
常
の
連
邦
議
会
制
定
法
に
よ
り

設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
為
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
議
論

が
あ
る
。

因
。
忠
明
教
授
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
を
設
立
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
法
は
通
常
の
議
会
制
定
法
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ
憲
法
改
正
手

続
が
適
用
さ
れ
る
憲
法
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
一
九
八
二
年
憲
法
第

四
一
条
例
項
及
び
同
四
二
条
一
項
同
は
効
力
を
有
さ
な
い

(
g
z
r
2
E

Z
巾
)
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

国

omm
教
授
に
よ
る

と
、
連
邦
議
会
は
通
常
の
立
法
に
よ
り
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
を
改
正
す



る
そ権
れ限
にを
対有
しす
、る

と

な
るE

n
g
B
E
教
授
、
及
び
、
円
、

E
R
g
g
教
授
は
、

九
八
二
年
憲
法
第
四
一
条
同
項
、
岡
田
二
条
一
項
削
の
規
定
か
ら
最
高
裁

判
所
法
の
特
定
の
規
定
の
改
正
は
憲
法
改
正
手
続
に
よ
り
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
の
結
論
を
導
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

今
後
の
判
例
法
理
の
形
成
が
待
た
れ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

第
二
項
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
と
枢
密
院
司
法
委
員
会

一
八
七
五
年
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
後
も
、
枢
密
院
司

法
委
員
会
へ
の
上
訴
は
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
最
上
級
の
上
訴
裁
判
所
で
は
な
く
、
単
な
る
中
間

上
訴
裁
判
所
と
し
て
の
機
能
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
か
ら
枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
と
と
も
に
、
州
の
最
高
裁
判
所

か
ら
直
接
枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
上
訴
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
状
態
は
、
一
九
三
三
年
に
刑
事
事
件
の
枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
の
上

訴
が
廃
止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九
四
九
年
カ
ナ
ダ
の
全
裁
判
所
か
ら
同

司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
が
全
廃
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。

枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
が
存
在
し
て
い
た
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
は
同
司
法
委
員
会
の
先
例
を
厳
格
に
そ
し
て
時
に
は
機
械
的
に
解

釈
、
適
用
す
る
と
い
う
司
法
的
保
守
主
義
の
立
場
を
採
り
、
カ
ナ
ダ
の
独

自
性
に
合
致
し
た
法
を
形
成
す
る
試
み
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
自
身
に
よ
っ

て
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
が
廃
止
さ
れ
た

後
の
一
九
五

0
年
代
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁
判
官
に
よ
り
カ
ナ
ダ
の
独

自
性
に
合
っ
た
法
形
成
の
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
充
分
に
展
開
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
六

0
年
代
以
降
は
、
以
前
の
保
守
主
義
的
傾
向
が
強
く

な
っ
た
。
七

0
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
自
身
も
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
自
己
の
役
割
を
自
覚
し
は
じ
め
、
司
法
の
革
新
(
宮
内
出
n
E
Z
a

ロ。

4asロ
)
へ
の
模
索
を
し
始
め
た
。

植
民
地
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
枢
密
院
司
法
委
員
会
へ
の
上
訴
は
、
こ

の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
自
立
性
と
創
造
性
、
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
法

の
発
展
に
多
大
の
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
四

九
年
以
降
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
名
実
と
も
に
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
最
高

の
裁
判
所
と
な
っ
た
。

構
成

一
八
七
五
年
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
当
初
、
最
高
裁
は

六
人
の
裁
判
官
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
二
人
は
ケ
ベ
ッ
ク
州

の
女
王
座
裁
判
所
も
し
く
は
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
、
又
は
、
法
廷
弁
護

士
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
よ
う
、
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。

二
九
年
裁
判
官
の
数
が
七
人
に
増
や
さ
れ
、
続
い
て
、

第

項
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九

一
九
四
九
年
に
九
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人
に
増
や
さ
れ
た
。
現
在
、
カ
ナ
タ
最
高
裁
は
九
人
の
裁
判
官
に
よ
り
構

成
さ
れ
、
そ
の
内
三
人
は
法
律
上
の
要
請
に
よ
り
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
女
王
座

裁
判
所
も
し
く
は
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
、
又
は
、
法
廷
弁
護
士
の
中
か

ら
選
任
さ
れ
て
い
る
。
九
人
の
裁
判
官
の
内
、
三
人
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
か

ら
、
又
、
三
人
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
か
ら
、
二
人
は
西
部
諸
州
か
ら
、
そ

し
て
一
人
は
大
西
洋
諸
州
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
代
表
的
選

任
方
法
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
設
立
当
時
か
ら
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
長
官
の
ポ
ス
ト
は
そ
れ
に
空
席
が
生
じ
た
場
合
、
通
常

は
、
最
先
任

(
B
O
己
目
町
民
O
『
)
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
き
た
。

一
九
四
四
年
か
ら
は
、
長
官
の
ポ
ス
ト
は
、
仏
語
圏
出
身
の
裁
判
官
と
英

語
圏
出
身
の
裁
判
官
に
よ
り
、
交

E
に
占
め
ら
れ
て
き
た
。

裁
判
に
必
要
な
定
足
数
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
設
立
以
来
、
五
名
と
さ
れ

て
き
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
六
名
の
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
て
い
た
時
は
、

裁
判
官
の
病
気
等
の
理
由
で
定
足
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
事
件
の

審
理
を
延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
定
足
数

の
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
特
別
裁
判
官
(
〉
仏
国
o
n』
E
m
m
)
を
カ
ナ
ダ
最

高
裁
に
任
命
す
る
制
度
を
規
定
す
る
為
、
一
八
七
八
年
以
降
数
度
に
わ
た

り
法
案
が
提
出
さ
れ
、
一
九
一
八
年
に
特
別
裁
判
官
の
任
命
制
度
が
確
立

さ
れ
た
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
四
七
年
の
聞
に
、

の
べ
二
四
名
の
特
別
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
た
が
、
一
九
四
九
年
以
降
常
任

裁
判
官
が
九
名
と
な
っ
た
為
、
特
別
裁
判
官
の
任
命
は
行
な
わ
れ
て
い
な
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カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、
大
部
分
の
事
件
は
定
足
数

で
あ
る
五
人
の
裁
判
官
に
よ
り
審
理
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
よ
り
重
要

な
事
件
は
五
人
以
上
の
裁
判
官
に
よ
り
、
そ
し
て
、
時
に
は
、
九
人
全
員

に
よ
り
審
理
さ
れ
て
き
た
。
円
曲
目
E
ロ
長
官
(
一
九
七
三
八
四
年
)
と

u
w
w
gロ
長
官
(
一
九
八
四
l
)

の
下
で
は
、
九
人
全
員
に
よ
り
審
理
す

る
こ
と
が
よ
り
一
般
的
と
な
っ
た
。
九
人
全
員
で
審
理
し
な
い
場
合
、
事

件
が
発
生
し
た
州
や
地
域
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
が
審
理
に
加
わ
る
傾

向
が
強
い
。
特
に
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
の
上
訴
事
件
に
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
か

ら
選
任
さ
れ
た
三
人
の
裁
判
官
が
審
理
に
加
わ
る
慣
行
が
確
立
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
審
理
に
加
わ
る
裁
判
官
の
構
成
に
関
す
る
規
則
は
な
く
、

そ
の
構
成
は
長
官
の
裁
量
で
決
定
さ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
通
常
、
全
員
一
致
の
意
見
と
な
る
こ

と
は
な
く
、
多
数
意
見
、
補
足
意
見
、
反
対
意
見
等
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。

時
に
は
、
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、
理
由
づ
け
が
そ
れ
ぞ
れ
の
裁

判
官
で
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

現
在
で
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
判
決
を
下
す
前
に
、
裁
判
官
に
よ
る
協

議
行
。
ロ

r
s
R巾
)
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
前
の
協
議
は
カ
ナ
ダ



最
高
裁
設
立
後
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、

わ
釦
円
丹
羽
ユ

m
Z
長
官
(
一
九
六
七
年
l
七

O
年
)
の
下
で
は
事
前
の
協
議

で
活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
協

議
も
判
決
に
は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
ず
、
反
対
意
見
が
多
数
意
見
に
直
接
言

及
し
、
そ
れ
を
分
析
批
判
し
、
逆
に
、
多
数
意
見
が
反
対
意
見
を
分
析
、

批
判
す
る
こ
と
は
稀
に
し
か
な
い
。
長
官
は
法
廷
意
見
を
書
く
裁
判
官

を
指
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
協
議
の
際
、
特
定
の
裁
判
官
が
意
見
を
書
く

意
思
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
程
度
で
あ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

第
四
項
裁
判
官
の
任
命

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
(
の
0
4
R
E

ロ
。
三
回
わ
O
C
ロ
n
ロ
)
、
即
ち
、
連
邦
政
府
の
内
閣
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。

任
命
が
行
な
わ
れ
る
際
、
長
官
は
総
理
大
臣
の
推
薦
に
よ
り
そ
し
て
、
他

の
裁
判
官
は
法
務
大
臣
の
推
薦
に
よ
り
任
命
さ
れ
て
い
る
と
し
ば
し
ば
一
盲

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
実
証
的
研
究
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
条
は
、
裁
判
官
の
任
命
資
格
を
、
州
の
上

級
裁
判
所
の
裁
判
官
、
又
は
、
少
な
く
と
も
一

0
年
間
州
の
法
廷
弁
護
士

を
し
て
い
た
者
で
あ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
又
、
同
六
条
は
、
九
名
の
裁

判
官
の
内
、
少
な
く
と
も
三
名
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
女
王
座
裁
判
所
も
し
く

は
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
、
又
は
、
法
廷
弁
護
士
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
他
の
三
名
は
、

オ
ン
タ
リ
オ
州
か
ら
、
他
の
二
名
は
、
西
部
諸
州
か
ら
、
そ
し
て
他
の
一

名
は
、
大
西
洋
諸
州
か
ら
選
任
さ
れ
る
慣
行
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
官
の
任
命
の
際
、
慣
行
上
基
準
と
な
る
要
素
は
任
命
さ
れ
る
者
の
法

(

M

)

(

お
)

律
家
と
し
て
の
資
質
と
地
域
的
代
表
性
の
外
に
、
政
治
的
報
奨
、
宗
教
、

民
族
、
性
別
等
々
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
関
し
て
は
、
前
述
二
つ
の
法

律
上
の
制
約
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
元
老
院
又
は
庶
民
院
の
承
認
は
必

要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
慣
例
上
、
カ
ナ
ダ
法
律
家
協
会
の
司
法
任
命
委
員

会
と
裁
判
官
の
候
補
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
法
律
上
の
要
請
で
は
な
い
。

一
般
的
に
、
一
九
七

0
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
、
よ
り
高
等
な
教
育
を

受
け
裁
判
官
と
し
て
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
よ
り
よ
い
資
質
を
有
し
た
法

律
家
が
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
政
府
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
を
一
定
の

方
向
に
向
け
さ
せ
る
よ
う
封
じ
込
め
る

G
R
W
)
よ
う
な
動
き
は
と
っ
て

い
な
い
と
解
さ
れ
得
る
。
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カ
ナ
ダ
に
お
け
る
一
般
的
上
訴
裁
判
所
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁

判
官
を
任
命
す
る
際
、
州
政
府
は
何
ら
関
与
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
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カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
連
邦
・
州
聞
の
憲
法
上
の
争
い
を
最
終
的
に
判
断
す

る
為
、
州
側
は
裁
判
官
の
選
任
に
関
し
発
言
権
を
要
求
し
て
き
た
。
連
邦

政
府
は
こ
の
よ
う
な
州
側
の
主
張
を
拒
否
し
て
き
た
が
、
裁
判
官
を
任
命

す
る
際
、
連
邦
政
府
が
州
政
府
に
対
し
事
前
に
協
議
を
す
る
こ
と
も
あ

る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁
判
官
が
連
邦
政
府
に
よ
り
一
方
的
に
任
命
さ

れ
る
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
判
断
が
連
邦
政
府
に
有
利
に
な
っ
て
い
る
と

の
批
判
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
実
証
的
研
究
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ

最
高
裁
が
そ
の
よ
う
な
連
邦
有
利
の
傾
向
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
証
明

さ
れ
た
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
七
五
歳
で
退
官
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

第

五

項

管

轄

権

概
要

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
三
五
条
は
、
同
裁
判
所
は
「
カ
ナ
ダ
の
全
領

域
に
お
け
る
民
事
、
刑
事
の
上
訴
管
轄
権
」
を
有
し
、
そ
れ
を
行
使
す
る

と
規
定
し
て
い
る
。
同
条
に
よ
り
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
付
与
さ
れ
た
一
般
的

一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
、
即
ち
、
連
邦
議
会
に
「
カ

管
轄
権
は
、

ナ
ダ
の
為
の
一
般
的
上
訴
裁
判
所
」
の
設
立
権
限
を
与
え
た
規
定
に
よ
り

充
分
正
当
化
さ
れ
得
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
、
及
び
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
三

五
条
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
付
与
さ
れ
た
管
轄
権
は
、
憲
法
上
、

及
び
、
連
邦
法
上
の
争
点
を
含
む
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
控
訴
部
か
ら
の
上

訴
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
上
、
連
邦
法
上
、
州
法
上
の
争
点
を
含
む
各
州
の

最
高
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
に
対
し
て
も
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ

最
高
裁
判
所
は
一

O
州
の
裁
判
所
に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
、
単
一
の
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国
家
に
お
け
る
裁
判
所
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
1

へ
と
統
合
す
る
機
能
を
有
す
る

カ
ナ
ダ
裁
判
所
制
度
上
の
強
力
な
統
一
化
要
素
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

厳
格
な
意
味
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
連
邦
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

為
連
邦
裁
判
所
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
般
的
上
訴
管
轄
権
か

ら
す
る
と
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
連
邦
裁
判
所
で
あ
る
と
同
様
に
州
裁
判

所
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
真
に
カ
ナ
ダ
の
為
の
最
高
裁
判
所
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
上
訴
さ
れ
た
事
件
が
州
法
に
の
み
関
係
す
る
も
の

で
あ
っ
て
も
最
高
裁
自
身
の
判
断
を
下
し
、
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
破

棄
す
る
こ
と
も
跨
踏
し
な
い
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
州
に
よ
り
コ
モ
ン
・

ロ
ー
が
相
違
す
る
こ
と
を
黙
認
せ
ず
、
又
、
各
州
の
同
種
の
制
定
法
の
解

釈
が
相
違
す
る
こ
と
も
好
ま
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
相
違
は

時
と
し
て
生
じ
る
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
判
例
に

よ
り
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
及
び
カ
ナ
ダ
の
法
律
家

は
、
カ
ナ
ダ
の
法
は
連
邦
法
、
州
法
に
拘
わ
ら
ず
可
能
な
場
合
は
統
一
さ



カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
見
解
を
有
し
て
い
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
州

の
民
事
法
典
(
円
守
口
日
担
当
)
を
は
じ
め
、
各
州
に
は
独
自
の
制
定
法
が
存

在
し
そ
れ
ら
の
統
一
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
最
終
的
解
釈
権
限

は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
各
州
独
自
の
制
定
法
を

除
く
と
、
一
般
的
に
カ
ナ
ダ
の
法
は
カ
ナ
ダ
全
土
に
わ
た
り
統
一
さ
れ
各

州
に
よ
り
異
な
る
こ
と
は
少
な
い
。

ケ
ベ
ッ
ク
州
は
、
他
の
州
と
異
な
り
、
民
事
法
典
を
有
し
て
い
る
為
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
官
が
多
数
を
占
め
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
、
民
事
法
典

に
関
す
る
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
に
対
し
強
い
反
感
を
有
し
て
い
た
。

そ
の
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
設
立
当
初
か
ら
、
二
人
の
裁
判
官
は
ケ
ベ
ッ

ク
州
の
裁
判
官
も
し
く
は
法
廷
弁
護
士
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
べ
く
、
法

律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
九
年
以
降
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
の
裁

判
官
が
三
名
と
な
っ
た
為
、
定
足
数
の
五
名
の
裁
判
官
で
ケ
ベ
ッ
ク
州
の

民
事
法
典
に
関
す
る
事
件
を
審
理
す
る
場
合
、
過
半
数
の
三
名
の
裁
判
官

は
ケ
ベ
ッ
ク
州
か
ら
の
裁
判
官
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ケ
ベ
ッ
ク

州
の
民
事
法
典
の
保
護
に
幾
分
有
利
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
得
る
。

州
の
立
法
で
州
の
裁
判
所
か
ら
カ
ナ
ダ
最
高
裁
へ
の
上
訴
を
禁
止
す
る

こ
と
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い

る。

二
民
事
事
件
に
関
す
る
上
訴
管
轄
権

一
九
七
五
年
以
前
、
総
額
一
万
ド
ル
を
超
え
る
争
い
に
関
す
る
民
事
事

件
に
対
し
て
は
、
権
利
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
へ
の
上
訴
が
認
め
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
為
、
一
般
的
に
見
て
重
要
性
を
欠
く
事
件
が
カ
ナ
ダ
最

高
裁
に
上
訴
さ
れ
、
最
高
裁
の
仕
事
量
を
不
当
に
増
加
さ
せ
て
い
た
。
そ

こ
で
一
九
七
五
年
に
権
利
と
し
て
の
上
訴
が
廃
止
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
全

て
の
民
事
事
件
に
関
す
る
上
訴
は
上
訴
許
可

3
2
4
5
が
な
け
れ
ば
カ
ナ

ダ
最
高
裁
に
よ
り
審
理
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

州
の
最
高
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
に
関
し
て
は
、
州
最
高
裁
判
所
が
、
審

理
し
た
事
件
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
上
訴
さ
れ
る
べ
き
争
点
が
含
ま
れ

て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
、
当
該
州
最
高
裁
判
所
は
自
ら
上
訴
許
可
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
裁
判
所
控
訴
部
に
関
し
て
も
同
様
の
規
定

が
あ
る
。
し
か
し
、
上
訴
に
関
し
許
可
制
を
採
用
し
た
理
由
が
、
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
自
身
に
上
訴
さ
れ
る
事
件
の
質
と
量
を
決
定
さ
せ
る
こ
と

で
あ
っ
た
為
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
も
の
と
解
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
上
訴
許
可
を
与
え
る
裁
量
を
有
す
る
裁
判
所
に
よ
っ

て
も
認
識
さ
れ
、
判
例
は
、
上
訴
許
可
は
そ
れ
を
与
え
る
べ
き
こ
と
が
「
明

ら
か
な
場
合
」
も
し
く
は
「
特
別
な
場
合
」
に
の
み
与
え
ら
れ
る
、
と
し

て
い
る
。
実
際
上
、
州
最
高
裁
判
所
は
ほ
と
ん
ど
上
訴
許
可
を
与
え
て

い
な
L
。
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上
訴
許
可
を
与
え
る
権
限
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
も
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

実
際
上
の
運
用
を
見
る
と
、
か
か
る
権
限
は
主
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
行
使

し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
四
一
条
一
項
は
、
上
訴
許
可
を
求

め
て
い
る
事
件
が
公
的
重
要
性
(
司

z
g
w
-
g
u。
三
曲
ロ
nm)
、
又
は
、
法
に

関
す
る
争
点
も
し
く
は
法
と
事
実
に
関
す
る
争
点
に
お
け
る
重
要
性
を
有

し
て
い
る
為
最
高
裁
自
身
が
判
断
す
べ
き
場
合
、
又
は
、
そ
の
他
の
理
由

に
よ
り
上
訴
を
認
め
る
に
足
る
性
質
も
し
く
は
重
要
性
を
有
す
る
為
最
高

裁
が
判
断
を
下
す
べ
き
場
合
、
最
高
裁
の
裁
量
で
上
訴
許
可
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

一
般
に
、
憲
法
上
の
争
点
や
、
人
権
に
関
す
る
争
点
、
又
、
重
要
な
連

邦
法
や
州
法
に
関
す
る
争
点
、
及
び
、
重
要
な
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
争
点

等
を
含
む
事
件
は
、
上
訴
許
可
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
解
さ
れ

て
い
る
。

上
訴
許
可
を
認
め
る
か
否
か
の
聴
聞
は
、
三
名
の
裁
判
官
に
よ
り
行
な

わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
各
当
事
者
の
弁
護
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
五
分
以
内

の
口
頭
弁
論
を
行
な
い
、
上
訴
許
可
の
申
請
者
は
五
分
以
内
の
答
弁
を
行

な
う
。
こ
の
聴
聞
に
先
立
っ
て
、
意
見
陳
述
書

(Enzg回
)
が
裁
判
所

及
び
相
手
方
当
事
者
に
対
し
提
出
さ
れ
る
。

聴
聞
の
決
定
は
、
理
由
を
付
さ
ず
し
て
出
さ
れ
る
。
今
ま
で
、
上
訴
許

可
が
与
え
ら
れ
た
事
件
は
法
の
全
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。

刑
事
事
件
に
関
す
る
上
訴
管
轄
権

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
一
条
二
七
項
は
、
刑
法
、
及
び
、
刑
事
手
続
を

連
邦
議
会
の
権
限
事
項
と
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
刑
法
典
(
司
包
伺

E
-

nユ
E
E
-
n
a巾
)
は
、
州
裁
判
所
に
刑
事
事
件
に
関
す
る
管
轄
権
を
与

え
、
州
最
高
裁
判
所
か
ら
カ
ナ
ダ
最
高
裁
へ
の
上
訴
に
関
す
る
規
定
を
し

て
い
る
。
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刑
事
事
件
に
関
し
て
は
、
権
利
と
し
て
の
上
訴
が
多
く
認
め
ら
れ
て
い

る
。
一
般
的
に
は
、
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
反
対
意
見
の
存
す

る
「
法
律
上
の
問
題
」
に
関
し
て
、
権
利
と
し
て
の
上
訴
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
反
対
意
見
の
な
い
判
決
に
お
け
る
法
律
上
の
問
題
に
関
す
る
上

訴
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
上
訴
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

何
が
「
法
律
上
の
問
題
」
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
説
が

あ
り
、
上
訴
を
認
め
る
か
否
か
の
決
定
に
は
理
由
が
付
さ
れ
て
い
な
い
為
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

四
特
別
管
轄
権

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
は
、
特
別
管
轄
権
と
し
て
、
連
邦
政

府
か
ら
の
照
会
(
門
町
内
m
S
R叩
)
を
規
定
し
て
い
る
。
照
会
制
度
に
つ
い
て

は
、
本
稿
第
二
部
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
。
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最
高
裁
に
選
出
し
て
い
た
。
現
在
の
選
出
形
態
は
、
一
九
四
九

年
以
降
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
的
選
出
方
法

は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
か
ら
選
出
さ
れ
た

ω匂
g
g
裁
判
官
が
退

官
し
た
時
、
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
選
出
の

冨
己
ロ

q
s裁
判
官
が
そ
の
空
席
を
う
め
た
時
に
変
更
さ
れ
た
。

し
か
し
、
一
九
八
二
年
に
ア
ル
パ

l
タ
州
選
出
の
冨
白

3-S色

裁
判
官
が
退
官
し
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
選
出
の
巧
ロ
的
自
裁
判
官

が
そ
の
後
に
任
命
さ
れ
た
為
、
伝
統
的
地
域
代
表
形
態
は
、
今

で
も
守
ら
れ
て
い
る
。

め市川町田。
mm-
両足、
E
w
ロ
O
丹
巾
ゲ
民
同
∞
∞

-h同明白
Nhpω
ロ巾

--w

〈白
g
m
V釦ロ・』明宮、
3
H
・ロ
O
丹市串・

(
日
)
例
外
も
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。

日
凶
rwmw

一・
ωロ
巾
ロ
・
〈
同
居
my同ロ・舟出・

(
M
m
)

国
omm-
袋
、
司
令
・
ロ
o
z
r
白
ニ

g
I
H
S
-

こ
の
慣
行
は
、
一
九
八
四
年
に
、
円
、
白
田
窓
口
長
官
の
死
後
、

豆
島
由
。
ロ
長
官
が
任
命
さ
れ
た
時
に
破
ら
れ
た
。
(
両
者
と
も
、

英
語
圏
の
出
身
で
あ
る
。
)

(
げ
)
現
行
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
三

O
条
は
、
常
任
の
最
高
裁

判
所
裁
判
官
が
、
定
足
数
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
い
つ
で
も

特
別
裁
判
官
を
任
命
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

(
ゆ
)
句
同
町

hSHhEN守
剛
山
・
回

oz-FRKF円四国。
n
し『ロ
a
m
g
。同吋}岡市

ω回
目
】
吋
巾
同
国
内
。
。
ロ
ユ
O
同
わ
白
ロ
即
応
mW3(Hmvu可∞)・

N。。』町民
HAYぱ
Nr・h-

N
∞。・

(
叩
)
出

omm-
話、『
hp
ロ
o
g
r
a
z。・

(却

)
ω
口市
--w
〈白
c
m
u
g
p
s
v・a-
ロO
Z
A
P
-

巳

NNUlNNhF・

(
幻
)
国
o
m
m
L
R
Y
6・ロ
O
丹
市
ゲ
巳
可
。
・

(幻

)
E
R
R
-
白ニ
S
J
ω
ロ
冊
目
「
ぐ

E
S
E
-認
可
デ
ロ
O
R
P
巳

N
N
A
P
-【

い
白
吋
件
当
ユ
事
件
裁
判
官
は
時
々
協
議
の
際
、
特
定
の
裁
判
官

が
判
決
の
最
初
の
理
由
を
書
く
こ
と
が
望
ま
し
い
旨
暗
示
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
き
ま
り
文
句
が
、
「
貴
方
は
こ
の

事
件
の
意
見
を
書
く
気
は
な
い
で
す
か
」
(
巧

2
5
3
z
z

呈
ロ

E
m
g
巧
号
叩
『

g
g
a
s
p
-帥
S
師
免
)
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

(幻

)
ω
ロ匂吋
mgmnoZ3Kra-HN・
ω
-
P
E吋。-n・

ω
l
E
-
回
-
h
p

・

(
剖
)
以
前
は
、
被
任
命
者
が
、
任
命
権
を
有
す
る
時
の
与
党
に
ど

れ
だ
け
貢
献
し
た
か
が
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
為
、
最
適
の
人

が
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、

そ
の
よ
う
な
任
命
方
法
が
強
い
批
判
を
受
け
て
い
る
為
、
こ
の

要
因
の
み
で
任
命
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
お
)
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
の
バ
ラ
ン
ス

が
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
解
し
得
る
。

(
却
)
イ
ギ
リ
ス
系
カ
ナ
ダ
人
と
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
以
外
、
移

民
し
て
き
た
者
が
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁
判
官
に
な
っ
た
の
は
、

今
世
紀
後
半
に

C
凶
印
窓
口
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
た
の
が
最
初
で

あ
る
。
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

(
幻
)
女
性
が
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁
判
官
に
な
っ
た
の
は
、

二
年
切
・
4
E
印
。
ロ
裁
判
官
が
最
初
で
あ
る
。

(
泊
)
匂
町
周
h

吋害時
S
N
N
ω
ロ
色
・
〈
2
m
g
p
h
R
Y
R
ロ
O
R
A
F
-

(却
)

i

ミ
J

民
Nω
叶

J

ジ
ョ
ン
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
・
前
掲
書
(
註
6
)

一
六
九
頁
。

カ
ナ
ダ
法
律
家
協
会
と
の
協
議
の
慣
行
は
、
吋
吋
E
g
z
-

叶
ロ
E
R
-
F
g
m
等
の
法
務
大
臣
の
下
で
形
成
さ
れ
、
そ
の
後

も
続
け
ら
れ
、
改
良
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(初

)
ω
ロ
己
Y

〈
向
ロ
m
y
由
ロ

L
札
」
回
同
N
ω
a
・

(
幻
)
N
R
-
民

Nω吋・

(
幻
)
ジ
ョ
ン
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
・
前
掲
書
(
註
6
)

一
六
九
頁
。

(
お
)
旬
宮
司
』
叫
同
諮
問
活
百
台
、
同
国
o
m
m町
-
R
F
吋
v
m
ω
口
問
M
H
-
m
B
冊
。
。
ロ
ユ
切
宮
田
・

巾
内
同
宮
【
U
O
ロ
由
民
丹
口
氏
。
ロ
曲
目
A
U
曲
目
巾
守
(
H
句
、
3
Y
印吋。KMS-Nwg、均向型・

吋
N
]「

(
泊
)
ω
-
n
-
H
C
N
。
|
N
Jア
n
・ω∞・回-N・

七
五
歳
定
年
制
が
と
ら
れ
る
以
前
は
、
裁
判
官
は
、
自
ら

退
官
を
申
し
出
る
ま
で
、
裁
判
官
の
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。

『
任
問
明
言
ロ
裁
判
官
(
一
九

O
五
一
九
二
七
年
在
職
)
は
、

老
齢
の
為
、
裁
判
官
と
し
て
の
職
務
を
充
分
果
た
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
職
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
為
、
一
九
二

六
年
二
月
に
、
時
の
法
務
大
臣
に
退
官
を
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
裁
判
官
は
、
そ
れ
に
応
ぜ
ず
、
翌
年
の
三
月
ま
で

在
職
し
て
い
た
。

九
/¥ 

ω
ロ
色
"
〈
g
m
v
g
-
袋
、
戸
ロ
o
z
p

釦ニ
N。・

七
五
歳
定
年
制
の
唯
一
の
例
外
は
、
ロ
ロ
民
長
官
の
任
期
が

四
年
間
延
期
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
口
氏
長
官
は
、
一
九
四

O
年
一
月
に
、
七
五
歳
に
な
っ
た
が
、
連
邦
政
府
は
同
長
官
の

任
期
を
最
初
三
年
間
、
次
に
一
年
間
延
期
し
た
。
結
局
、

ロ
ロ
片
岡
長
官
は
、
七
九
歳
で
一
九
四
四
年
一
月
に
退
官
し
た
。

ωロ巾---〈白ロmy白同
f

位
よ
同
門
同
町
一
戸
|
]
{
印
M
-

(
お
)
カ
ナ
ダ
最
高
裁
裁
判
官
の
身
分
保
障
は
、
憲
法
上
規
定
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
連
邦
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
他
の
裁
判

官
と
同
程
度
の
身
分
保
障
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
国
o
m
F
S
3
・
ロ
O
丹
伺
H
L
ニ
ロ
・

(
幻
)
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
如
何
な
る
事
件
に
上

訴
を
認
め
る
か
に
関
す
る
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
為
、

一
州
の
み
に
関
係
す
る
制
定
法
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
当
該
州

の
最
高
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
、
上
訴
許
可
を
与
え
な
い
可
能

性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
問
題
、
特
に
、
人
権
憲
章
に
関
す

る
事
件
が
増
加
し
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
り
重
要
な
事
件
が
増
加
す
る
と
、
州
法
の
解
釈
に
関
す

る
上
訴
は
一
般
に
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
高
く
な
る

と
予
測
さ
れ
る
。
国
o
m
F
R
・
-
但
件
当
ω
・

(
お
)
問
。

mm-R

(
ぬ
)
こ
の
こ
と
が
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
設
立
を
遅
ら
せ
た
一
つ

の
原
因
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
人
々
は
、
枢
密
院
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第
五
節

本
章
の
ま
と
め

カナダにおける違憲審査制度の特徴(上)

カ
ナ
ダ
は
連
邦
制
度
を
採
用
し
て
い
る
が
、
裁
判
所
制
度
に
お
い

て
は
連
邦
裁
判
所
、
州
裁
判
所
の
二
元
的
制
度
を
採
用
せ
ず
、
カ
ナ
ダ
に

お
け
る
全
裁
判
所
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
を
頂
点
と
す
る
一
つ
の
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ

1
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
は
か

な
り
の
程
度
統
一
化
さ
れ
、
そ
れ
は
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
も
の
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
、
単
一
国
家
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
に
よ
り
近
い
性
質

を
有
し
て
い
る
。
こ
の
特
徴
は
、
州
の
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
が
連
邦
政

府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。

2

州
裁
判
所
は
、
連
邦
法
、
又
は
、
州
法
に
関
す
る
い
ず
れ
の
事
件

に
対
し
て
も
、
一
般
的
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
州
裁
判
所
の

判
決
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
対
し
上
訴
さ
れ
、
最
終
的
判
断
は
カ
ナ
ダ

最
高
裁
に
よ
り
下
さ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
、
特
定
の
事
物
に
対
し
管
轄
権
を
有
し
て

い
る
。
同
裁
判
所
の
存
在
は
カ
ナ
ダ
が
二
一
冗
的
裁
判
所
制
度
を
確
立
す
る

上
で
の
第
一
歩
で
あ
る
と
解
さ
れ
得
る
が
、
現
段
階
に
お
け
る
同
裁
判
所

の
存
在
は
、
あ
く
ま
で
も
統
一
的
裁
判
所
制
度
の
例
外
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
る
。

3 4 

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
法
、
州
法
の
い
ず
れ
に
関
す
る
事

件
に
対
し
て
も
一
般
的
上
訴
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
を

頂
点
と
す
る
カ
ナ
ダ
裁
判
所
制
度
の
存
在
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
法
は
か
な
り

の
程
度
統
一
化
さ
れ
て
い
る
。

以
上
で
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
基
礎
的
概
念
、
及
び
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁

判
所
制
度
に
関
す
る
概
観
を
終
え
る
。

第
二
部
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
特
徴
を
、

川
違
憲
審
査
制
度
の
手
続
的
、
制
度
的
特
徴
、

ω違
憲
審
査
の
方
法
、
同

違
憲
審
査
の
理
論
、
の
三
つ
の
局
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
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Introduction 

The purpose and scope of this article is to analyze the Characteristics of Constitu-

tional Review in Canada from three different aspects， that is 1) procedural and institu-

tional feature 2) technique and 3) theory. Part 1 of this article examines the basic con-

cepts of Constitutional Law of Canada and overviews courts system in Canada. Part 

II ， as the main study of this article， examines the characteristics of constitutional 

review in Canada. 

Chapter 1 

In Constitution Act， 1867， Canada received the doctrine of Parliamentary 

Sovereignty as a main principle of the Constitution on the one hand and adopted 

federal system on the other hand. The federal Constitution distributed legislative 

power between federal and provincial governments. 

The Constitution Act， 1867 did not include a bi1l of rights. Despite the lack of a bi1l 

of rights， Canada has a good record of respect for civilliberties. The common law， 

which， for the most part， tends to favour individual rights and freedoms when they 

come into conflict with state interests， is one of the safeguard of civilliberties. After 

the Second World War， concern for civilliberties surfaced publicly and it led to sug-

gestions that a bi1l of rights should be adopted. In 1960， the Canadian Bi1l of Rights 

was adopted， but it was only a statute， not a constitutional amendment， and it was ap-

plicable only to the federal level of government， not to the provinces. In 1982， the 

Canadian Charter of Rights and Freedoms was adopted. The Charter is a constitu-

tional instrument， and it is applicable to both levels of government， and its brief 

history suggests that it wi1l fulfil an important role in protecting the civilliberties that 

it guarantees. 

In Constitution Act， 1982， Canada adopted constitutionally entrenched Charter. 

Thus federal Parliament and provincial Legislatures have “plenary and ample" 

legislative power only within the limits imposed by the scheme of federalism and by 

the Charter. In Canada， primary responsibility for policing the division of powers and 

for enforcing the Charter rests with the courts. Therefore it can be said that the doc-

trine of quasi-judicial supremacy has been established in Canadian Constitution. 

With the adoption of the Charter， function of constitutional review in Canada has 

changed. Before the adoption of the Charter， the main function of the courts in con-

stitutional review was to enforce the distribution-of-powers rules (the rules of 

federalism). The courts often have to determine whether a particular statute comes 

within the powers conferred by the Constitution on the legislative body that enacted 

the statute. Under the Charter， the courts enforce the Charter limitations. The courts 

often have to decide whether a statute violates a constitutional prohibition. Thus， 
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after 1982， the function of constitutionaI review in Canada is to enforce 1) the rules of 

federaIism and 2) the Charter Iimitations (protection of civiI Iiberties). 

Chapter 2 

The administration of justice in Canada has important unitary as weII as federal 

characteristics. Of course， in Canada， there is a separate hierarchy of provincial 

courts in each province. But these courts are not confined to decide cases arising 

under provinciallaws. The provincial courts have jurisdiction over the fuII range of 

cases， whether the appIicable law is federal or provincial or constitutional. Then， 

there is an appeal from the provincial court of appeal， which stands at the top of each 

provincial hierarchy， to the Supreme Court of Canada. 

Although the Supreme Court of Canada is established by federal legislation， it is 

more of a national than a federal court， because it is a “general court of appeal for 

Canada"， with power to hear appeals from the provincial courts as weII as from the 

federaI courts in aII kinds of cases， whether the applicable law is federal or provincial 

or constitutional. The position of the Supreme Court of Canada， with its plenary 

jurisdiction， at the top of each provincial hierarchy， has the effect of melding the ten 

provincial hierarchies into a single national system. 

In 1875， the federal Parliament estabIished the Exchequer Court of Canada， and in 

1971， it was replaced by the Federal Court of Canada.These federal courts constitute 

an exception to the general1y unitary character of the administration of justice in 

Canada : for since 1875 it has been necessary to bring certain kinds of“federal" cases 

in a federal court instead of a provincial court. 

Under the unitary courts system， the law in Canada is general1y uniform across the 

country， and does not differ from province to province， apart from distinctive provin-

cial statute law and Quebec's civillaw. 

(To be continued) 

北法39(2・239)491 VI 


